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2023年 12月 19日 

日本原燃株式会社 

濃縮事業部 

基本設計方針に係る記載方針等の整理についての進め方 

1. 概要

2023年 11月 14 日，12 月 4日，12月 8日の「設工認の基本設計方針に係る記載方針等

の整理」に関する面談結果を踏まえ，記載方針等の整理方針及び結果（代表例）を本書で

説明する。 

2. 整理方針

全社整理方針（令和 4 年 11 月 28 日 共通項目と個別項目の書き分けについて）に基

づく整理に加え，ＭＯＸの最新の基本設計方針（2023 年 2月 28日申請の設工認）を参考

に以下の項目について整理する。 

(1) 技術基準規則との対比の明確化に関する整理

既認可の基本設計方針においては，条文単位での記載整理以降が箇条書きになってお

り，技術基準規則の項・号との対比が明確になっていない部分がある。これを明確にす

るために以下の方針に基づき整理する。 

① 基本設計方針の項立ては，事業許可基準規則及び技術基準規則を踏まえた構成とし，

基本的には技術基準規則の条⇒項⇒号とする。＊１

② 各項目とも，大枠となる方針を記載した上で，濃縮特有の設計方針を展開する。

③ 濃縮特有の設計方針については，本施設の特徴（取り扱う物質，取扱い形態等）に

関する記載をするとともに，紐づく要求事項の項目に記載する構成とする。＊２ 

④ 上流の基本設計方針と下流の基本設計方針が紐づくように考慮する。

＊１：事業許可基準規則と技術基準規則に差異がある条文（閉じ込め，火災等）につい

ては，事業変更許可申請書における説明の流れを考慮したものとする。例えば，

閉じ込めにおいては，技術基準規則の第一号が逆流防止であるが，事業許可基準

規則の記載及び事業変更許可申請書における説明の流れを踏まえ，系統，機器へ

の閉じ込めに関する記述から始まる構成とする。また，事業許可基準規則の解釈

については，どの要求事項に対する解釈であるかを意識した構成とする。 

＊２：濃縮特有の設計方針については，規則の要求事項に基づく設計方針であることに

留意し，それぞれの関連箇所に記載することとする。なお，特だしする必要があ

る内容については，その理由を明確にする。 

(2) 基本設計方針の展開に関する整理

既認可の基本設計方針においては，「共通項目」に設備個別の設計方針が記載されてい
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る。これを適正化するために，「共通項目」では定性的な記載をしたうえで，具体をそれ

ぞれの「個別項目」にて展開する。 

また，複数の条文要求事項にまたがる閉じ込めの機能の設計方針については，閉じ込

めの機能の項で定性的な記載をしたうえで、具体をそれぞれの条文要求に対する基本設

計方針の項にて展開する。 

(3) 基本設計方針における記載事項に関する整理

既認可の基本設計方針においては，個別施設の核的制限値の具体的数値が記載されて

いるが，事業変更許可申請書の記載整理を踏まえても，「一般構造」の記載内容ではなく，

「構造及び設備」の記載内容（機器仕様）であるため，共通方針を基本設計方針に，個

別施設の具体的な核的制限値の数値を仕様表に展開する。 

(4) 各施設における共通項目の呼び込みに関する整理

既認可の基本設計方針においては，個別施設に適用される「共通項目」の基本設計方

針が明確になっていないことから，各施設が該当する「共通項目」の呼び込みを「個別

項目」に追加する。 

(5) 建物の施設区分に関する整理

既認可の基本設計方針においては，建物の施設区分をその他の加工施設にまとめてい

たが，全社整理に基づき当該建物に収納される主たる設備の施設区分に変更する。これ

に伴い，基本設計方針の「個別項目」に建物の主要構造に関する記載を追加する。 

3. 整理結果

「2. 整理方針」に基づき整理した結果の代表例を別紙 1に示す。なお，整理に当たっ

ては，規則の要求事項及びＭＯＸの基本設計方針との比較形式とし，整合性及び相違点を

確認できるようにする。 

【第 1章 共通項目】 

・別紙 1-1：核燃料物質の臨界防止

・別紙 1-2：閉じ込めの機能（核燃料物質等による汚染の防止も含む）

・別紙 1-3：警報設備等

【第 2章 個別項目】 

・別紙 1-4：濃縮施設

・別紙 1-5：警報関連設備
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【核燃料物質の臨界防止】 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
（核燃料物質の臨界防止） 
第二条 
安全機能を有する施設は、核燃料
物質が臨界に達するおそれがない
ようにするため、核的に安全な形
状寸法にすることその他の適切な
措置を講じたものでなければなら
ない。①② 
 
〔事業許可基準規則の解釈〕 
第２条（核燃料物質の臨界防止） 
１ 第１項に規定する「核燃料物
質が臨界に達する」とは、通常時
に予想される機械 若しくは器具
の単一の故障若しくはその誤作動
又は運転員の単一の誤操作を想定
した場合に、核燃料物質が臨界に
達することをいう。①② 
 

（核燃料物質の臨界防止） 
第四条 安全機能を有する施設
は、核燃料物質の取扱い上の一つ
の単位（次項において「単一ユニ
ット」という。）において、通常時
に予想される機械若しくは器具の
単一の故障若しくはその誤作動又
は運転員の単一の誤操作が起きた
場合に、核燃料物質が臨界に達す
るおそれがないよう、核燃料物質
を収納する機器の形状寸法の管
理、核燃料物質の濃度、質量若し
くは同位体の組成の管理若しくは
中性子吸収材の形状寸法、濃度若
しくは材質の管理又はこれらの組
合せにより臨界を防止するための
措置その他の適切な措置が講じら
れたものでなければならない。① 

第１章 共通項目 
1. 核燃料物質の臨界防止 
1.1 臨界防止に関する基本方針 
 
 
本施設は，遠心分離法により天然ウラン
から濃縮度 5 %以下の低濃縮ウランを製
造する施設であり，UF6 を核分裂性物質
密度が小さい気体状で濃縮し，固体状の
UF6 は減速材及び反射材となる水との接
触がない状態で取り扱うことから，臨界
安全上の核的制限値を有する機器の有
無によらず，臨界が発生するおそれはな
い。また，設計を上回る技術的に見て発
生し得るいかなる条件においても臨界
の発生は想定されないことから，臨界安
全上の安全上重要な施設はないが，濃縮
ウランを取り扱うという観点から，以下
の対策を講じる設計とする。 
 
 
 
 
 
 
既許可申請の設計を維持し，通常時に予
想される機器等の単一の故障若しくは
その誤作動又は運転員の単一の誤操作
を想定した場合に，核燃料物質が臨界に
達するおそれがないようにするために，
核燃料物質の臨界防止に係る基本方針
を以下のとおりとする。 
・本施設で取り扱う核燃料物質は，天然
ウラン，濃縮ウラン及び劣化ウランと
し，このうち濃縮度 0.95 %以上の濃縮ウ
ランを内包する可能性のある設備及び
機器を臨界管理の対象とする。①② 
 

第１章 共通項目 
1. 核燃料物質の臨界防止 
1.1 臨界防止に関する基本方針 
 
 
本施設は，遠心分離法により天然ウラン
から濃縮度 5 %以下の低濃縮ウランを製
造する施設であり，UF6 を核分裂性物質
密度が小さい気体状で濃縮し，固体状の
UF6 は減速材及び反射材となる水との接
触がない状態で取り扱うことから，臨界
安全上の核的制限値を有する機器の有
無によらず，臨界が発生するおそれはな
い。また，設計を上回る技術的に見て発
生し得るいかなる条件においても臨界
の発生は想定されないことから，臨界安
全上の安全上重要な施設はないが，濃縮
ウランを取り扱うという観点から，対策
を講じる設計とする。また，溢水が発生
した場合においても，核燃料物質を容器
等に密封して取り扱うことから水に直
接接することはないこと及びそれら核
燃料物質を内包する設備及び機器が没
水しても，臨界に達しない設計とする。 
既許可申請の設計を維持し，通常時に予
想される機器等の単一の故障若しくは
その誤作動又は運転員の単一の誤操作
を想定した場合に，核燃料物質が臨界に
達するおそれがないようにするために，
本施設で取り扱う核燃料物質は，天然ウ
ラン，濃縮ウラン及び劣化ウランとし，
このうち濃縮度 0.95 %以上の濃縮ウラ
ンを内包する可能性のある設備及び機
器を臨界管理の対象とし，核燃料物質の
臨界防止に係る基本方針を以下のとお
りとする。①② 
 

 
 
変更区分：(1) 
・各施設の臨界安全設
計の項目構成から
規則を踏まえた構
成に変更。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
変更区分：(1) 
・「臨界—12」から本項
に記載を移動する。 

 
 
 
変更区分：－ 
・記載の適正化。 

第 1章 共通項目 
1. 核燃料物質の臨界防止 
1.1 安全機能を有する施設の臨界防止 
1.1.1 核燃料物質の臨界防止に関する
設計 
MOX 燃料加工施設は，臨界安全性を高め
るため，主要な工程を乾式で構成する設
計とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
安全機能を有する施設は，通常時に予想
される機械若しくは器具の単一の故障
若しくはその誤作動又は運転員の単一
の誤操作を想定した場合においても，核
燃料物質が臨界に達するおそれがない
よう以下の設計とする。 
(1) 臨界管理の対象とする核燃料物質 
MOX 燃料加工施設で取り扱う核燃料物質
は，プルトニウム富化度 60％以下，プル
トニウム中のプルトニウム－240 含有率
17％以上及びウラン中のウラン－235 含
有率 1.6％以下のウラン・プルトニウム
混合酸化物，ウラン中のウラン－235 含
有率 5％以下の濃縮ウラン，天然ウラン，
劣化ウラン並びに標準試料及び分析試
料であり，このうちウラン・プルトニウ
ム混合酸化物，濃縮ウラン，標準試料及
び分析試料を取り扱う設備・機器に対し
て単一ユニット，複数ユニットを設定
し，臨界管理を行う設計とする。①② 

 

臨界-1 

２ 第１項に規定する「核的に安
全な形状寸法にすることその他の
適切な措置」とは、核燃料物質の
取扱い上の一つの単位（以下「単
一ユニット」という。）について、
以下の各号に掲げる措置又はこれ
らと同等以上の措置をいう。① 
 

  
・核燃料物質の取扱い上の一つの単位を
単一ユニットとし，臨界管理の対象に選
定する設備及び機器は，濃縮度，減速度
及び形状寸法の核的制限値を定め，濃縮
度と減速度及び濃縮度と形状寸法管理
を組み合わせて管理する。① 
 

(1) 単一ユニットの臨界安全設計 
核燃料物質の取扱い上の一つの単位を
単一ユニットとし，臨界管理の対象に選
定する設備及び機器は，濃縮度，減速度
及び形状寸法の核的制限値を定め，濃縮
度と減速度及び濃縮度と形状寸法管理
を組み合わせて管理する。① 
 

変更区分：(1) 
・項目構成変更 
 

(2) 単一ユニットの臨界安全設計 
核燃料物質の取扱い上の一つの単位を
単一ユニットとし，これに，核的制限値
(臨界管理を行う体系の未臨界確保のた
めに設定する値)を設定する。単一ユニ
ットについては，技術的にみて想定され
るいかなる場合でも臨界を防止するた
めに，形状寸法，質量，減速材，同位体
組成，プルトニウム富化度等の制限及び
中性子吸収材の使用並びにこれらの組 

臨界-2 

 

【濃縮との相違について】 
臨界事故の可能性については，「31条 
臨界事故の拡大を防止するための設
備」にて展開することから，当該箇所
では展開しない。 

【移動元の記載】 
「臨界-12」 
・溢水が発生した場合においても，核燃料物質を容器等に密封して取り
扱うことから水に直接接することはないこと及びそれら核燃料物質を
内包する設備及び機器が没水しても，臨界に達しない設計とする。① 

整理作業の方針及び結果の取りまとめ方針 

〇事業許可基準規則及び技術基準規則の記載を踏まえて基本設計
方針の項目を検討する。 
a.技術基準規則の要求事項毎に番号を順に付番する。 
b.事業許可基準規則の要求事項毎に番号を付番する。この際，技術
基準規則と同じ要求事項の場合は，a.で付番した番号を付番する。
違う要求事項である場合は，a.の追番を青字で付番する。 
c.事業許可基準規則の解釈については，b.の整理に基づく番号を付
番するとともに解釈毎に枝番（例：①-1）を付す。 
d.上記 a.～c.の番号を基本設計方針に付番することで，規則要求
事項との対比を明確にする。 
e.これら a.～d.の整理に基づき，基本的には番号順に基本設計方
針を展開することとするが，事業許可基準規則と技術基準規則に差
異がある場合は，事業許可基準規則の記載及び事業変更許可申請書
における説明の流れを踏まえ，適切な説明の流れとなるようにす
る。 
 
〇規則要求と基本設計方針は可能な限り記載する行を合わせる。 

〇濃縮，ＭＯＸで違いがある内容を識別する。抽出された相違点について検討し，濃縮の基本設計方
針を整理する。なお，相違点に関する対応については，テキストボックスにて示す。 

〇記載内容の修正に当たっては，再整理前の記載内容から不足，齟齬が生じないように比較しながら実
施する。 
〇記載の移動については，移動元の記載と比較しやすいように，備考欄に移動元又は移動先を記載する
とともに，移動元の記載をテキストボックスで示す。 

〇ＭＯＸの基本設計方針は，基本的
には設工認申請書及び補足説明資料
の記載順とするが，必要に応じて記
載順序を入れ替える。 

〇変更内容と本
文の整理方針を
紐づけするため
の番号を記載す
る。 

凡例 
・太字下線：既認可からの記載の変更箇所 
・緑字：濃縮のみに記載がある内容 
・青字：ＭＯＸのみに記載がある内容 
 
変更区分の凡例（詳細は本文参照） 
(1)：条文対比明確化 
(2)：具体内容の展開 
(3)：仕様表への展開整理による記載削除 
(4)：共通項目の呼び込みの追加 
(5)：建物の施設区分整理 
 
テキストボックスの凡例 
  ：ＭＯＸ側における濃縮との違いに関する説明 
  ：濃縮の変更に関する説明 

又は移動元，展開元の記載 
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別紙 1-1 

1 

【核燃料物質の臨界防止】 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
（核燃料物質の臨界防止） 
第二条 
安全機能を有する施設は、核燃料
物質が臨界に達するおそれがない
ようにするため、核的に安全な形
状寸法にすることその他の適切な
措置を講じたものでなければなら
ない。①② 
 
〔事業許可基準規則の解釈〕 
第２条（核燃料物質の臨界防止） 
１ 第１項に規定する「核燃料物
質が臨界に達する」とは、通常時
に予想される機械若しくは器具の
単一の故障若しくはその誤作動又
は運転員の単一の誤操作を想定し
た場合に、核燃料物質が臨界に達
することをいう。①② 
 

（核燃料物質の臨界防止） 
第四条 安全機能を有する施設
は、核燃料物質の取扱い上の一つ
の単位（次項において「単一ユニ
ット」という。）において、通常時
に予想される機械若しくは器具の
単一の故障若しくはその誤作動又
は運転員の単一の誤操作が起きた
場合に、核燃料物質が臨界に達す
るおそれがないよう、核燃料物質
を収納する機器の形状寸法の管
理、核燃料物質の濃度、質量若し
くは同位体の組成の管理若しくは
中性子吸収材の形状寸法、濃度若
しくは材質の管理又はこれらの組
合せにより臨界を防止するための
措置その他の適切な措置が講じら
れたものでなければならない。① 

第１章 共通項目 
1. 核燃料物質の臨界防止 
1.1 臨界防止に関する基本方針 
 
 
本施設は，遠心分離法により天然ウラン
から濃縮度 5 %以下の低濃縮ウランを製
造する施設であり，UF6 を核分裂性物質
密度が小さい気体状で濃縮し，固体状の
UF6 は減速材及び反射材となる水との接
触がない状態で取り扱うことから，臨界
安全上の核的制限値を有する機器の有
無によらず，臨界が発生するおそれはな
い。また，設計を上回る技術的に見て発
生し得るいかなる条件においても臨界
の発生は想定されないことから，臨界安
全上の安全上重要な施設はないが，濃縮
ウランを取り扱うという観点から，以下
の対策を講じる設計とする。 
 
 
 
 
 
 
 
既許可申請の設計を維持し，通常時に予
想される機器等の単一の故障若しくは
その誤作動又は運転員の単一の誤操作
を想定した場合に，核燃料物質が臨界に
達するおそれがないようにするために，
核燃料物質の臨界防止に係る基本方針
を以下のとおりとする。 
・本施設で取り扱う核燃料物質は，天然
ウラン，濃縮ウラン及び劣化ウランと
し，このうち濃縮度 0.95 %以上の濃縮ウ
ランを内包する可能性のある設備及び
機器を臨界管理の対象とする。①② 
 

第１章 共通項目 
1. 核燃料物質の臨界防止 
1.1 臨界防止に関する基本方針 
 
 
本施設は，遠心分離法により天然ウラン
から濃縮度 5 %以下の低濃縮ウランを製
造する施設であり，UF6 を核分裂性物質
密度が小さい気体状で濃縮し，固体状の
UF6 は減速材及び反射材となる水との接
触がない状態で取り扱うことから，臨界
安全上の核的制限値を有する機器の有
無によらず，臨界が発生するおそれはな
い。また，設計を上回る技術的に見て発
生し得るいかなる条件においても臨界
の発生は想定されないことから，臨界安
全上の安全上重要な施設はないが，濃縮
ウランを取り扱うという観点から，対策
を講じる設計とする。また，溢水が発生
した場合においても，核燃料物質を容器
等に密封して取り扱うことから水に直
接接することはないこと及びそれら核
燃料物質を内包する設備及び機器が没
水しても，臨界に達しない設計とする。 
 
 
既許可申請の設計を維持し，通常時に予
想される機器等の単一の故障若しくは
その誤作動又は運転員の単一の誤操作
を想定した場合に，核燃料物質が臨界に
達するおそれがないようにするために，
本施設で取り扱う核燃料物質は，天然ウ
ラン，濃縮ウラン及び劣化ウランとし，
このうち濃縮度 0.95 %以上の濃縮ウラ
ンを内包する可能性のある設備及び機
器を臨界管理の対象とし，核燃料物質の
臨界防止に係る基本方針を以下のとお
りとする。①② 
 

 
 
変更区分：(1) 
・各施設の臨界安全設
計の項目構成から
規則を踏まえた構
成に変更。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
変更区分：(1) 
・「臨界—12」から本項
に記載を移動する。 

 
 
 
 
 
変更区分：－ 
・記載の適正化。 

第 1章 共通項目 
1. 核燃料物質の臨界防止 
1.1 安全機能を有する施設の臨界防止 
1.1.1 核燃料物質の臨界防止に関する
設計 
MOX 燃料加工施設は，臨界安全性を高め
るため，主要な工程を乾式で構成する設
計とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
安全機能を有する施設は，通常時に予想
される機械若しくは器具の単一の故障
若しくはその誤作動又は運転員の単一
の誤操作を想定した場合においても，核
燃料物質が臨界に達するおそれがない
よう以下の設計とする。 
(1) 臨界管理の対象とする核燃料物質 
MOX 燃料加工施設で取り扱う核燃料物質
は，プルトニウム富化度 60％以下，プル
トニウム中のプルトニウム－240 含有率
17％以上及びウラン中のウラン－235 含
有率 1.6％以下のウラン・プルトニウム
混合酸化物，ウラン中のウラン－235 含
有率 5％以下の濃縮ウラン，天然ウラン，
劣化ウラン並びに標準試料及び分析試
料であり，このうちウラン・プルトニウ
ム混合酸化物，濃縮ウラン，標準試料及
び分析試料を取り扱う設備・機器に対し
て単一ユニット，複数ユニットを設定
し，臨界管理を行う設計とする。①② 

 

臨界-1 

２ 第１項に規定する「核的に安
全な形状寸法にすることその他の
適切な措置」とは、核燃料物質の
取扱い上の一つの単位（以下「単
一ユニット」という。）について、
以下の各号に掲げる措置又はこれ
らと同等以上の措置をいう。① 
 

  
・核燃料物質の取扱い上の一つの単位を
単一ユニットとし，臨界管理の対象に選
定する設備及び機器は，濃縮度，減速度
及び形状寸法の核的制限値を定め，濃縮
度と減速度及び濃縮度と形状寸法管理
を組み合わせて管理する。① 
 

(1) 単一ユニットの臨界安全設計 
核燃料物質の取扱い上の一つの単位を
単一ユニットとし，臨界管理の対象に選
定する設備及び機器は，濃縮度，減速度
及び形状寸法の核的制限値を定め，濃縮
度と減速度及び濃縮度と形状寸法管理
を組み合わせて管理する。① 
 

変更区分：(1) 
・項目構成変更 
 

(2) 単一ユニットの臨界安全設計 
核燃料物質の取扱い上の一つの単位を
単一ユニットとし，これに，核的制限値
(臨界管理を行う体系の未臨界確保のた
めに設定する値)を設定する。単一ユニ
ットについては，技術的にみて想定され
るいかなる場合でも臨界を防止するた
めに，形状寸法，質量，減速材，同位体
組成，プルトニウム富化度等の制限及び

臨界-2 

【濃縮との相違について】 
臨界事故の可能性については，「31条 
臨界事故の拡大を防止するための設
備」にて展開することから，当該箇所
では展開しない。 

【移動元の記載】 
「臨界-12」 
・溢水が発生した場合においても，核燃料物質を容器等に密封して取り扱
うことから水に直接接することはないこと及びそれら核燃料物質を内包
する設備及び機器が没水しても，臨界に達しない設計とする。① 
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別紙 1-1 

2 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
中性子吸収材の使用並びにこれらの組
合せによって核的に制限することによ
り臨界を防止する設計とする。① 
 

・本施設においては，施設全体で取り扱
う濃縮度を 5 %以下とするために，濃縮
度管理をカスケード設備で行う。新型遠
心機によるカスケード設備の濃縮域の
一部で濃縮度が 5 %を超える場合がある
が，カスケード設備の製品側出口におい
て濃縮度を 5 %以下に管理する。① 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ａ．本施設においては，施設全体で取り
扱う濃縮度を 5 %以下とするために，濃
縮度管理をカスケード設備で行う設計
とする。新型遠心機によるカスケード設
備の濃縮域の一部で濃縮度が 5 %を超え
る場合があるが，濃縮度管理のインター
ロックを設けることにより，カスケード
設備の製品側出口における濃縮度が 5 %
以下となる設計とする。① 
濃縮度管理のインターロックに設計方
針については，第 1章 共通項目の「8.3 
警報設備等」に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
変更区分：(1) 
・「臨界-16」から本項
に記載を移動する。 

 
変更区分：(2) 
・具体については，「警
報-49」にて展開す
る。 

 

 臨界-3 

一 核燃料物質を収納する、単一ユ
ニットとしての設備・機器のうち、
その形状寸法を制限し得るものに
ついては、その形状寸法について
適切な核的制限値（臨界管理を行
う体系の未臨界確保のために設定
する値をいう。この値は、具体的
な機器の設計及び運転条件の妥当
性の判断を容易かつ確実に行うた
めに設定する計量可能な値であ
り、この値を超えた機器の製作及
び通常時における運転条件の設定
は許容されない。）が設けられてい
ること。この場合、溶液状の核燃
料物質を取り扱う設備・機器につ
いては、全ての濃度において臨界
安全を維持できる形状とすること
を基本とすること。ただし、少量
の溶液の化学分析に用いられる市
販の分析機器、ビーカー等のよう
に最小臨界質量以下の核燃料物質
を取り扱うものは含まれない。①-
1 
 

 
 

 
 
 
 
 
・ウランを収納する設備及び機器のう
ち，その形状寸法を制限し得るケミカル
トラップ（NaF）は，形状寸法を核的制限
値以下に制限する。①-1 
 

ｂ．核燃料物質を収納する単一ユニット
としての設備・機器のうち，その形状寸
法を制限し得るものについては，その形
状寸法について適切な核的制限値を設
ける設計とする。 
ウランを収納する設備及び機器のうち，
その形状寸法を制限し得るケミカルト
ラップ（NaF）は，形状寸法を核的制限値
以下に制限する。①-1 
 

変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，大枠
となる基本設計方
針（冒頭宣言）の記
載を追加する。 

 

a. 核燃料物質を収納する単一ユニッ
トとしての設備・機器のうち，その形状
寸法を制限し得るものについては，その
形状寸法について適切な核的制限値を
設ける設計とする。①-1 
 

臨界-4 

二 上記一の形状寸法管理が困難
な設備・機器及び単一ユニットと
してのグローブボックスについて
は、取り扱う核燃料物質自体の質
量、プルトニウム富化度、溶液中
の濃度等について適切な核的制限

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ｃ．形状寸法管理が困難な設備・機器に
ついては，上記ａ．に示す濃縮度に加え，
減速度について，適切な核的制限値を設
ける設計とする。また，取り扱うウラン
量を把握し，適切に取り扱う。 
 

変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，大枠
となる基本設計方
針（冒頭宣言）の記
載を追加する。 

 

b. 形状寸法管理が困難な設備・機器及
び単一ユニットとしてのグローブボッ
クスについては，取り扱う核燃料物質自
体の質量について適切な核的制限値を
設ける設計とする。この場合，誤操作等
を考慮しても工程内の核燃料物質が上

臨界-5 

【移動元の記載】 
「臨界-16」 
カスケード設備で濃縮する濃縮 UF6 の濃縮度は，   の関数となる。
したがって，   を監視することにより濃縮度を管理し，これらに対
して二重化した圧力・流量による濃縮度管理のインターロックを設け，
濃縮度が制限値を超えないように管理する。また，UF6の濃縮度は，濃縮
度測定装置により測定し，これに対して濃縮度測定装置による濃縮度管
理のインターロックを設ける。カスケード設備が生産運転中は，これら
のインターロックの二つ以上の機能を常に確保する。①-2 

【濃縮との相違について】 
濃縮度管理のインターロックについ
ては，濃縮特有であり，MOXへの展開
はない。 

規則順は，形状寸法管理からであるが，濃縮の臨界管理においては，はじ
めに施設全体で取り扱う濃縮度を管理し，それに基づき形状寸法，減速度
等の核的制限値の設定する設計であることから，濃縮度管理に関する設
計方針を先に記載する。 
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3 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
値が設けられていること。この場
合、誤操作等を考慮しても工程内
の核燃料物質が上記の制限値を超
えないよう臨界安全が確保され、
十分な対策が講じられているこ
と。 
上記の「十分な対策」とは、質量制
限管理を徹底するため、信頼性の
高いインターロックにより質量制
限値以下であることが確認されな
ければ次の工程に進めないように
する措置又はこれらと同等以上の
効 果を有する措置を行うことを
いう。①-2 
 

・UF6 を取り扱う設備及び機器におい
て，収納するウランの質量，容積及び形
状のいずれをも制限することが困難な
もの（コールドトラップ，製品シリンダ，
中間製品容器，付着ウラン回収容器及び
減圧槽）は，UF6 を密封系統内で取り扱
うことにより，大気中の水分との接触を
防止し，原料 UF6を系統内に供給する際
には，必要に応じて脱気を行い，不純物
（HF等）を除去することで減速条件を核
的制限値以下に制限する。また，この場
合には，誤操作等を考慮する。 
原料脱気に関する事項については，加工
施設保安規定に定め管理する。①-2 
 

UF6 を取り扱う設備及び機器において，
収納するウランの質量，容積及び形状の
いずれをも制限することが困難なもの
（コールドトラップ，製品シリンダ，中
間製品容器，付着ウラン回収容器及び減
圧槽）は，UF6 を密封系統内で取り扱う
ことにより，大気中の水分との接触を防
止し，原料 UF6を系統内に供給する際に
は，必要に応じて脱気を行い，不純物（HF
等）を除去することで減速条件を核的制
限値以下に制限する。また，この場合に
は，誤操作等を考慮する。 
原料脱気に関する事項については，加工
施設保安規定に定め管理する。①-2 
上記の他，少量のウランを取り扱う設備
（放射性廃棄物及び核燃料物質の検査
設備）では，ウランの取扱量等を把握し，
適切に取り扱う。 
最大取扱ウラン量に関する運用につい
ては，加工施設保安規定に定め管理す
る。①-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお，放射性廃棄物における最大取扱ウ
ラン量については，第 2章 個別項目の
「3.3 固体廃棄物の廃棄設備」に，核燃
料物質の検査設備（分析設備）における
最大取扱ウラン量については，第 2 章 
個別項目の「5.2 核燃料物質の検査設
備」に示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
変更区分：(1) 
・「臨界-22,23」から本
項に記載を移動す
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
変更区分：(2) 
・運用で定める具体的
な最大取扱ウラン
量については，個別
項目にて展開する。
なお，展開先の具体
的な場所について
は，当該個別項目の
整理後確定させる。 

 

記の核的制限値を超えないよう，信頼性
の高いインターロックにより，核的制限
値以下であることが確認されなければ
次の工程に進めない設計とする。①-2 
 

三 核燃料物質の収納を考慮して
いない設備・機器のうち、核燃料
物質が入るおそれのある設備・機
器についても上記一及び二に規定
する条件が満たされていること。
①-3 
 

 ｄ．本施設においては，核燃料物質の収
納を考慮していない設備・機器のうち，
核燃料物質が入るおそれのある設備・機
器は設置しない。①-3 
 

変更区分：(1) 
・規則要求との対比を
明確にするため記
載を追加する。 

 

c. 核燃料物質の収納を考慮していな
い設備・機器のうち，核燃料物質が入る
おそれのある設備・機器についても上記
a.又は b.を満足する設計とする。①-3 
 

臨界-6 

四 核的制限値を設定するに当た
っては、取り扱われるウランの化
学的組成、ウラン酸化物とプルト
ニウム酸化物を混ぜ合わせた混合
酸化物（以下「ＭＯＸ」という。）
中のプルトニウム富化度及び同位
体組成、密度、幾何学的形状及び
減速条件、並びに中性子吸収材等
を考慮し、最も厳しい結果を与え
るよう、中性子の減速、吸収及び
反射の各条件を仮定し、かつ、測
定又は計算による誤差、誤操作等

 ・核的制限値の設定に当たっては，取り
扱うウランの化学的組成，濃縮度，密度，
幾何学的形状及び減速条件を考慮し，中
性子の減速，吸収及び反射の各条件を仮
定し，かつ，測定又は計算による誤差等
を考慮して十分な裕度を見込む。①-4,
②-2 
 

ｅ．核的制限値の設定に当たっては，取
り扱うウランの化学的組成，濃縮度，密
度，幾何学的形状及び減速条件を考慮
し，最も厳しい結果を与えるよう，中性
子の減速，吸収及び反射の各条件を仮定
し，かつ，測定又は計算による誤差等を
考慮して十分な裕度を見込む。①-4 
また，参考とする手引書，文献等は公表
された信頼度の十分高いものを使用す
る。また，臨界計算コードは，実験値等
との対比が行われ，信頼度の十分高いこ
とが立証されているコード（文献）を使

 
 
 
 
 
 
 
変更区分：(1) 
・「臨界—13」から本項
に記載を移動する
（単一，複数に関す
る方針をまとめて

d. 核的制限値を設定するに当たって
は，取り扱う核燃料物質のプルトニウム
富化度，同位体組成，密度，幾何学的形
状，減速条件，中性子吸収材を考慮し，
最も厳しい結果を与えるよう，中性子の
減速，吸収及び反射の各条件を仮定し，
かつ，測定又は計算による誤差，誤操作
等を考慮して裕度を見込む。①-4 
また，参考とする文献は，公表された信
頼度の十分高いものとし，また，使用す
る臨界計算コードは，実験値との対比が
なされ，信頼度の十分高いことが立証さ

臨界-7 

【移動元の記載】 
「臨界-22」 
1.4.3 少量ウラン取扱い設備の臨界安全設計 
少量のウランを取り扱う設備では，次表に示すとおりウランの取扱量等
を把握し，適切に取り扱う。 

表省略 
上記に関する運用については加工施設保安規定に定め管理する。①-2 
 
「臨界-23」 
1.5 その他の加工施設の臨界防止 
少量のウランを取り扱う核燃料物質の検査設備（分析設備）においては，
次表に示すとおりウランの取扱量等を把握し，適切に取り扱う。 

表省略 
上記に関する運用については加工施設保安規定に定め管理する。①-2 

少量ウラン取扱い設備については，仕様表対象ではないこと及び運用で
管理する内容であることから，仕様表に展開するのではなく，個別項目の
基本設計方針にて具体を展開する。 

【濃縮との相違について】 
MOX 燃料加工施設で取り扱うウラン
は，劣化ウラン粉末及びウラン燃料
棒であり，劣化ウラン粉末について
は，臨界に至るおそれはないため，
単一ユニットには設定しない。ウラ
ン燃料棒については，取り扱うウラ
ン燃料棒の本数を制限する質量管理
を行うこととしており，「臨界-2」の
中で設定することから，本項では記
載しない。 

【移動元の記載】 
「臨界-13」 
・参考とする手引書，文献等は公表された信頼度の十分高いものを使用す
る。また，臨界計算コードは，実験値等との対比が行われ，信頼度の十分
高いことが立証されているコード（文献）を使用する。①-5,②-3 

6



別紙 1-1 

4 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
を考慮して十分な裕度を見込むこ
と。①-4 
五 核的制限値を定めるに当たっ
て、参考とする手引書、文献等は、
公表された信頼度の十分高いもの
であり、また、使用する臨界計算
コード等は、実験値等との対比が
なされ、信頼度の十分高いことが
立証されたものであること。①-5 
 

用する。①-5 
 
 
単一ユニットに対しては，臨界計算コー
ドにより中性子実効増倍率を計算し，未
臨界(中性子実効増倍率が 0.95 以下)と
なる核的制限値を設定する。① 
 

記載していたもの
を そ れ ぞ れ に 展
開）。 

変更区分：－ 
・MOX の記載を踏ま

え，既認可から実施
している設計内容
を明記する。 

 
 

れたものを用いる。①-5 
 
 
単一ユニットに対しては，臨界計算コー
ドにより中性子実効増倍率を計算し，未
臨界(中性子実効増倍率が 0.95 以下)と
なる核的制限値を設定する。① 

六 核的制限値の維持・管理につい
ては、起こるとは考えられない独
立した二つ以上の異常が同時に起
こらない限り臨界に達しないもの
であること。①-6 
 

 ｆ．核的制限値の維持管理については，
起こるとは考えられない独立した二つ
以上の異常が同時に起こらない限り臨
界に達しない設計とする。①-6 
 

変更区分：(1) 
・「臨界-11」から本項
に記載を移動する
（単一，複数に関す
る方針をまとめて
記載していたもの
を そ れ ぞ れ に 展
開）。 

(4) 核的制限値の維持・管理及び単一
ユニット間距離の維持 
a. 核的制限値の維持・管理 
核的制限値の維持・管理については，形
状寸法管理及び質量管理により，起こる
とは考えられない独立した二つ以上の
異常が同時に起こらない限り臨界に達
しない設計とする。 
(a) 形状寸法管理 
形状寸法管理は，核燃料物質を取り扱う
設備・機器の構造又は機構により核的制
限値を維持する設計とする。 
(b) 質量管理 
質量管理は，各単一ユニットの核燃料物
質の在庫量を常時把握するとともに，核
燃料物質を搬送する容器を識別し，それ
により搬送する核燃料物質の質量，形態
等を把握する設計とする。単一ユニット
への核燃料物質の搬送においては，核的
制限値以下であることが確認されなけ
れば搬入が許可されないインターロッ
クを設ける設計とする。①-6 
 

臨界-8 
 

第二条「再掲」 
安全機能を有する施設は、核燃料
物質が臨界に達するおそれがない
ようにするため、核的に安全な形
状寸法にすることその他の適切な
措置を講じたものでなければなら
ない。①② 
 
〔事業許可基準規則の解釈〕 
３ 第１項に規定する「核的に安
全な形状寸法にすることその他の
適切な措置」とは、二つ以上の単
一ユニットが存在する場合につい
て、以下の各号に掲げる措置又は
これら同等以上の措置をいう。 
一 単一ユニット相互間は核的に
安全な配置であることを確認する
こと。②-1 
 

２ 安全機能を有する施設は、単
一ユニットが二つ以上存在する場
合において、通常時に予想される
機械若しくは器具の単一の故障若
しくはその誤作動又は運転員の単
一の誤操作が起きた場合に、核燃
料物質が臨界に達するおそれがな
いよう、単一ユニット相互間の適
切な配置の維持若しくは単一ユニ
ットの相互間における中性子の遮
蔽材の使用又はこれらの組合せに
より臨界を防止するための措置が
講じられたものでなければならな
い。② 
 

 
・二つ以上の単一ユニットの配列につい
ては，十分な離隔距離を確保し，ユニッ
ト相互間の距離の実効増倍率が 0.95 以
下となる配置とする。② 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・UF6 シリンダ類，付着ウラン回収容器
及びケミカルトラップ（NaF）の運搬時
に，万一，他のユニットと接触した場合
においても臨界に達しない設計とする。
②,②-4,②-5 
 

(2) 複数ユニットの臨界安全設計 
二つ以上の単一ユニットの配列につい
ては，十分な離隔距離を確保し，ユニッ
ト相互間の距離の実効増倍率が 0.95 以
下となる配置とする。また，機器同士が
接触しても臨界となるおそれはないが，
安全設計上の管理として十分な離隔距
離を確保する設計とする。② 
ａ．UF6 シリンダ類，付着ウラン回収容
器及びケミカルトラップ（NaF）の運搬時
に，万一，他のユニットと接触した場合
においても臨界に達しない設計とする。
②,②-4,②-5 
 

変更区分：(1) 
・項目構成変更 
 
変更区分：(1) 
・「臨界-17,19,21」の

記載を本項に統合
する。 

(3) 複数ユニットの臨界安全設計 
二つ以上の単一ユニットが存在する複
数ユニットについては，技術的にみて想
定されるいかなる場合でも臨界を防止
するために，核的に安全な配置とした単
一ユニット相互の間隔の維持及び単一
ユニット相互間における中性子吸収材
の使用並びにこれらの組合せにより，最
も厳しい状態においても臨界に達しな
い設計とする。② 
a. 単一ユニット相互間は，十分な厚さ
のコンクリート等の設置又は単一ユニ
ット相互間の距離を確保することによ
り，核的に安全な配置とする設計とす
る。② 
 

臨界-9 

二 核的に安全な配置を定めるに
当たっては、最も厳しい結果を与
えるよう、中性子の減速、吸収及
び反射の各条件を仮定し、かつ、
測定又は計算による誤差、誤操作

  ａ．核的に安全な配置を定めるに当たっ
ては，取り扱うウランの化学的組成，濃
縮度，密度，幾何学的形状及び減速条件
を考慮し，最も厳しい結果を与えるよ
う，中性子の減速，吸収及び反射の各条

変更区分：(1) 
・「臨界—7」から本項に
記載を移動する（単
一，複数に関する方
針をまとめて記載

b. 核的に安全な配置を定めるに当た
っては，最も厳しい結果を与えるよう，
中性子の減速，吸収及び反射の各条件を
仮定し，かつ，測定又は計算による誤差，
誤操作等を考慮して裕度を見込む。②-2 

臨界-10 

【移動元の記載】 
「臨界-17,19,21」 
複数ユニットは実効増倍率が 0.95
以下となる配置とし，機器同士が接
触しても臨界となるおそれはない
が，安全設計上の管理として次の対
応を行う。 

濃縮は，機器同士が接触しても臨界となるおそれがないため，
隣室の中性子影響を遮断するための機器等の設置は不要であ
る。 
 

核的制限値の維持管理に関する具体的内容について，濃縮においては，基本設
計方針の冒頭に示すとおり，設計を上回る技術的に見て発生し得るいかなる条
件においても臨界の発生は想定されない（核的制限値を超過した場合でも，臨
界が発生するおそれはない。）ことから，展開しない。 

【濃縮との相違に
ついて】 
項目の構成は濃縮
に合わせて見直す
ことを検討。以降
同様。 

既認可において本基本設計方針の記載はないが，これまでの申請におい
ても単一ユニットの臨界計算を実施し，計算結果を説明書に記載してお
り，設計変更には当たらない。 

【移動元の記載】 
「臨界-7」 
・核的制限値の設定に当たっては，取り扱うウランの化学的組成，濃縮
度，密度，幾何学的形状及び減速条件を考慮し，中性子の減速，吸収及び
反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算による誤差等を考慮して十分
な裕度を見込む。①-4,②-2 

【移動元の記載】 
「臨界-11」 
・核的制限値の維持管理については，起こるとは考えられない独立した二
つ以上の異常が同時に起こらない限り臨界に達しない設計とする。①-6,
②-4 
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5 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
等を考慮して十分な裕度を見込む
こと。②-2 
三 核的に安全な配置を定めるに
当たって、参考とする手引書、文
献等は、公表された信頼度の十分
高いものであり、また、使用する
臨界計算コード等は、実験値等と
の対比がなされ、信頼度の十分高
いことが立証されたものであるこ
と。②-3 
 

件を仮定し，かつ，測定又は計算による
誤差等を考慮して十分な裕度を見込む。
②-2 
また，参考とする手引書，文献等は公表
された信頼度の十分高いものを使用す
る。また，臨界計算コードは，実験値等
との対比が行われ，信頼度の十分高いこ
とが立証されているコード（文献）を使
用する。②-3  
 
 
複数ユニットに対しては，臨界計算コー
ドにより中性子実効増倍率を計算し，未
臨界(中性子実効増倍率が 0.95 以下)と
なるように単一ユニットの配置を設定
する。②-1 
 

していたものをそ
れぞれに展開）。 

 
変更区分：(1) 
・「臨界—13」から本項
に記載を移動する
（単一，複数に関す
る方針をまとめて
記載していたもの
を そ れ ぞ れ に 展
開）。 

変更区分：－ 
・MOX の記載を踏ま

え，既認可から実施
している設計内容
を明記する。 

 

 
 
 
また，参考とする文献は，公表された信
頼度の十分高いものとし，また，使用す
る臨界計算コードは，実験値との対比が
なされ，信頼度の十分高いことが立証さ
れたものを用いる。②-3 
 
 
 
複数ユニットに対しては，臨界計算コー
ドにより中性子実効増倍率を計算し，未
臨界(中性子実効増倍率が 0.95 以下)と
なるように単一ユニットの配置を設定
する。②-1 

四 核的に安全な配置の維持につ
いては、起こるとは考えられない
独立した二つ以上の異常が同時に
起こらない限り臨界に達しないも
のであること。②-4 
五 上記四の「核的に安全な配置の
維持」とは、核燃料物質を収納す
る設備・機器の設置に当たって、
十分な構造強度を持つ構造材を用
いて固定することをいう。なお、
固定することが困難な設備・機器
の場合は、設備・機器の周囲にユ
ニット相互間の間隔を維持するた
めの剛構造物を取り付けるか又は
設計上、移動範囲を制限すること。
②-5 
六 核燃料物質を不連続的に取り
扱う(バッチ処理)施設において
は、核燃料物質を次の工程に移動
させようとしても、核的制限値等
を満足する状態にならなければ、
移動することができないものであ
ること。②-6 
七 核燃料物質を搬送するための
動力の供給が停止した場合に、核
燃料物質を安全に保持しているも
のであること。②-7 
 

・核的制限値の維持管理については，起
こるとは考えられない独立した二つ以
上の異常が同時に起こらない限り臨界
に達しない設計とする。①-6,②-4 
 

・核的に安全な配置の維持管理について
は，起こるとは考えられない独立した二
つ以上の異常が同時に起こらない限り
臨界に達しない設計とする。②-4 
 

変更区分：(1) 
・単一，複数に関する
方針をまとめて記
載していたものを
それぞれに展開し
たことに伴い，名称
記載を適正化する。 

 

b. 単一ユニット間距離の維持 
単一ユニット間距離の維持については，
以下に示す設計とすることにより，起こ
るとは考えられない独立した二つ以上
の異常が同時に起こらない限り臨界に
達しない設計とする。②-4 
(a) 核燃料物質を収納する設備・機器
の設置に当たっては，通常時に作用して
いる荷重に対して発生する変形が過大
とならないように構造強度を持つ構造
材を用いて固定する設計とする。なお，
固定することが困難な設備・機器の場合
は，設備・機器の周囲にユニット相互間
の間隔を維持するための剛構造物を取
り付ける又は移動範囲を制限する設計
とする。②-5 
また，核燃料物質を取り扱う容器は，通
常の取扱条件において容易に変形しな
い構造材を用いる設計とする。 
(b) 核燃料物質を不連続的に取り扱う
(バッチ処理)施設においては，核燃料物
質を次の工程に移動させようとしても，
核燃料物質を受け入れる工程が核的制
限値を満足する状態にならなければ，移
動することができない設計とする。②-6 
(c) 単一ユニット間距離を維持するた
め，核燃料物質を搬送するための動力の
供給が停止した場合，核燃料物質の落下
及び脱落を防止する機構により，搬送中
の核燃料物質を安全に保持する設計と
する。②-7 
 

臨界-11 

・溢水が発生した場合においても，核燃
料物質を容器等に密封して取り扱うこ
とから水に直接接することはないこと
及びそれら核燃料物質を内包する設備
及び機器が没水しても，臨界に達しない
設計とする。① 
 
 

 変更区分：(1) 
・「臨界-1」に記載を移
動する。 

 

 臨界-12 

既認可において本基本設計方針の記載はないが，これまでの申請におい
ても複数ユニットの臨界計算を実施し，計算結果を説明書に記載してお
り，設計変更には当たらない。 

【移動元の記載】 
「臨界-13」 
・参考とする手引書，文献等は公表された信頼度の十分高いものを使用
する。また，臨界計算コードは，実験値等との対比が行われ，信頼度の十
分高いことが立証されているコード（文献）を使用する。①-5,②-3 

核的に安全な配置の維持管理に関する具体的内容について，濃縮においては，
再整理後の「(2) 複数ユニットの臨界安全設計」に示すとおり，他のユニット
と接触した場合においても臨界に達しない設計とすることから，展開しない。 

記載場所を移動する。 

8



別紙 1-1 

6 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
 ・参考とする手引書，文献等は公表され

た信頼度の十分高いものを使用する。ま
た，臨界計算コードは，実験値等との対
比が行われ，信頼度の十分高いことが立
証されているコード（文献）を使用する。
①-5,②-3 
 

 変更区分：(1) 
・「臨界-7,10」に記載
を移動する。 

 

 臨界-13 

・本施設は，臨界質量以上のウラン又は
プルトニウムを取り扱う加工施設では
ないため，技術基準規則第 4条第 3項で
臨界警報設備その他の臨界事故を防止
するために必要な設備の設置が要求さ
れる施設に該当しないが，当該項を参考
として臨界及びその継続性を検知する
ことができる臨界警報装置（γ 線検出
器）を設置する。③ 
 

 変更区分：(1) 
・「臨界-24」に記載を
移動する。 

 

 臨界-14 

1.2 濃縮施設の臨界防止 
1.2.1 単一ユニットの臨界安全設計 
各単一ユニットに含まれる核燃料物質
及びその他の物質の種類，量，物理的・
化学的形態等を考慮し，核的制限値を次
表に示すとおり設定して技術的に見て
想定されるいかなる条件下でも臨界と
ならない設計とする。① 

表省略 
 

 変更区分：(1),(3) 
・個別施設の核的制限
値等は，機器仕様で
あることから，「臨
界-2」で共通的な方
針を記載した上で，
具体を各機器の仕
様表に展開する。 

MOX の基本設計方針における各施設の臨
界安全設計に関する記載省略 
 

臨界-15 

  カスケード設備で濃縮する濃縮 UF6の濃
縮度は，   の関数となる。したがっ
て，   を監視することにより濃縮度
を管理し，これらに対して二重化した圧
力・流量による濃縮度管理のインターロ
ックを設け，濃縮度が制限値を超えない
ように管理する。また，UF6の濃縮度は，
濃縮度測定装置により測定し，これに対
して濃縮度測定装置による濃縮度管理
のインターロックを設ける。カスケード
設備が生産運転中は，これらのインター
ロックの二つ以上の機能を常に確保す
る。①-2 
 

 変更区分：(1) 
・「臨界-3」に記載を移
動する。 

 
変更区分：(2) 
・上記の具体について
は，「警報-49」にて
展開する。 

 

 臨界-16 

  1.2.2 複数ユニットの臨界安全設計 
複数ユニットは実効増倍率が 0.95 以下
となる配置とし，機器同士が接触しても
臨界となるおそれはないが，安全設計上
の管理として次の対応を行う。 
・コールドトラップ，製品シリンダ，中
間製品容器及び減圧槽は，それぞれ他の
ユニットと相互の間隔が 30 cm以上とな
るように配置する。 
・ケミカルトラップ（NaF）は，それぞれ
他のユニットと相互の間隔が 1 m以上と
なるよう配置する。② 
 

 変更区分：(1),(3) 
・個別施設の核的制限
値等は，機器仕様で
あることから，「臨
界-9」で共通的な方
針を記載した上で，
具体を各機器の仕
様表に展開する。 

 

 臨界-17 

  1.3 核燃料物質の貯蔵施設の臨界防止 
1.3.1 単一ユニットの臨界安全設計 
貯蔵施設においては，核燃料物質の取り
扱い上の一つの単位である単一ユニッ

 変更区分：(1),(3) 
・個別施設の核的制限
値等は，機器仕様で
あることから，「臨

 臨界-18 

記載場所を移動する。 

仕様表に展開する。 
 

記載場所を移動する。 

仕様表に展開する。 
 

記載場所を移動する。 

【濃縮との相違について】 
濃縮と同様に，個別施設の核的制限
値等は，各機器の仕様表に展開する。 
 

記載場所を移動する。 
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別紙 1-1 

7 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同
№ 

再整理前 再整理後 
トを踏まえ，技術的に見て想定されるい
かなる条件下でも臨界とならない設計
とする。具体的には，貯蔵施設において
核燃料物質を取り扱う単位は製品シリ
ンダ，中間製品容器及び付着ウラン回収
容器であり，それぞれを単一ユニットと
する。製品シリンダ，中間製品容器及び
付着ウラン回収容器について，核的制限
値を次表に示すとおり設定して技術的
に見て想定されるいかなる条件下でも
臨界とならない設計とする。①

表省略 

界-2」で共通的な方
針を記載した上で，
具体を各機器の仕
様表に展開する。 

1.3.2 複数ユニットの臨界安全設計 
複数ユニットは実効増倍率が 0.95 以下
となる配置とし，機器同士が接触しても
臨界となるおそれはないが，安全設計上
の管理として次の対応を行う。 
・製品シリンダ，中間製品容器及び付着
ウラン回収容器は，それぞれ他のユニッ
トと相互の間隔が 30 cm以上となるよう
平置き配置する。②

変更区分：(1),(3) 
・個別施設の核的制限
値等は，機器仕様で
あることから，「臨
界-9」で共通的な方
針を記載した上で，
具体を各機器の仕
様表に展開する。 

臨界-19 

1.4 放射性廃棄物の廃棄施設の臨界防
止 
1.4.1 単一ユニットの臨界安全設計 
各単一ユニットに含まれる核燃料物質
及びその他の物質の種類，量，物理的・
化学的形態等を考慮し，核的制限値を次
表に示すとおり設定して技術的に見て
想定されるいかなる条件下でも臨界と
ならない設計とする。① 

表省略 

変更区分：(1),(3) 
・個別施設の核的制限
値等は，機器仕様で
あることから，「臨
界-2」で共通的な方
針を記載した上で，
具体を各機器の仕
様表に展開する。 

臨界-20 

1.4.2 複数ユニットの臨界安全設計 
複数ユニットは実効増倍率が 0.95 以下
となる配置とし，機器同士が接触しても
臨界となるおそれはないが，安全設計上
の管理として次の対応を行う。 
・コールドトラップ，付着ウラン回収容
器はそれぞれ他のユニットと相互の間
隔が 30 cm以上となるように配置する。
・ケミカルトラップ（NaF）は，それぞれ
他のユニットと相互の間隔が 1 m以上と
なるよう配置する。②

変更区分：(1),(3) 
・個別施設の核的制限
値等は，機器仕様で
あることから，「臨
界-9」で共通的な方
針を記載した上で，
具体を各機器の仕
様表に展開する。 

臨界-21 

1.4.3 少量ウラン取扱い設備の臨界安
全設計 
少量のウランを取り扱う設備では，次表
に示すとおりウランの取扱量等を把握
し，適切に取り扱う。 

表省略 
上記に関する運用については加工施設
保安規定に定め管理する。①-2 

変更区分：(1) 
・「臨界-5」に記載を移
動する。 

変更区分：(2) 
・運用で定める具体的
な最大取扱ウラン
量については，個別
項目にて展開する。
なお，展開先の具体
的な場所について
は，当該個別項目の

臨界-22 

仕様表に展開する。 

記載場所を移動する。 

記載場所を移動する。 
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別紙 1-1 

8 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
整理後確定させる。 

 
  1.5 その他の加工施設の臨界防止 

少量のウランを取り扱う核燃料物質の
検査設備（分析設備）においては，次表
に示すとおりウランの取扱量等を把握
し，適切に取り扱う。 

表省略 
上記に関する運用については加工施設
保安規定に定め管理する。①-2 
 
 
 
 
 

 変更区分：(1) 
・「臨界-5」に記載を移
動する。 
 
変更区分：(2) 
・運用で定める具体的
な最大取扱ウラン
量については，個別
項目にて展開する。
なお，展開先の具体
的な場所について
は，当該個別項目の
整理後確定させる。 

 

 臨界-23 

２ 臨界質量以上のウラン（ウラ
ン二三五の量のウランの総量に対
する比率が百分の五を超えるもの
に限る。）又はプルトニウムを取り
扱う加工施設には、臨界警報設備
その他の臨界事故を防止するため
に必要な設備を設けなければなら
ない。③ 
 
〔事業許可基準規則の解釈〕 
４ 第２項に規定する「臨界事故
を防止するために必要な設備」と
は、以下の各号 に掲げる措置又は
これらと同等以上の効果を有する
措置を講じた設備をいう。 
一 臨界警報装置により臨界及び
その継続性を検知することができ
る設計であること。③-1 
二 臨界事故の発生が想定される
場合には、臨界が速やかに終息す
ることが技術的に明らかな場合を
除き、臨界事故が発生したとして
も、これを未臨界にするための措
置が講じられる設計であること。
③-2 
 

３ 臨界質量以上のウラン（ウラ
ン二三五の量のウランの総量に対
する比率が百分の五を超えるもの
に限る。）又はプルトニウムを取り
扱う加工施設には、臨界警報設備
その他の臨界事故を防止するため
に必要な設備が設けられていなけ
ればならない。③ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 臨界事故を防止するために必要な
設備 
本施設は，臨界質量以上のウラン又はプ
ルトニウムを取り扱う加工施設ではな
いため，技術基準規則第 4条第 3項で臨
界警報設備その他の臨界事故を防止す
るために必要な設備の設置が要求され
る施設に該当しないが，当該項を参考と
して臨界及びその継続性を検知するこ
とができる臨界警報装置（γ線検出器）
を設置する。③ 
 

変更区分：(1) 
・項目構成変更 
・「臨界-14」から本項
に記載を移動する。 

(5) 臨界事故を防止するために必要な
設備 
臨界事故を防止するために必要な設備
として臨界の発生を検知することがで
きる設備を設置する設計とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
臨界を検知する設備の設計方針につい
ては，第１章 共通項目の「8.5 警報設
備等」に示す。③ 
 

臨界-24 

 
 

【移動元の記載】 
「臨界-14」 
・本施設は，臨界質量以上のウラン
又はプルトニウムを取り扱う加工
施設ではないため，技術基準規則第
4 条第 3 項で臨界警報設備その他の
臨界事故を防止するために必要な
設備の設置が要求される施設に該
当しないが，当該項を参考として臨
界及びその継続性を検知すること
ができる臨界警報装置（γ 線検出
器）を設置する。③ 
 

濃縮は，濃縮度 5 %以下で取り扱う施設であるとともに，プルトニウムを取り扱
う施設ではないことから，臨界警報装置その他臨界事故を防止するために必要
な設備の設置を求められる施設ではないので，「警報」の項目にて説明展開すべ
き事項もない。 

記載場所を移動する。 
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加工施設の技術基準に関する規則
（第十条 閉じ込めの機能，第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止）

分類
新構成案（濃縮）と対比した

変更前の構成（濃縮）
新構成案（濃縮） 新構成案（MOX）

第１章　共通項目
4. 閉じ込めの機能
4.1 閉じ込め

第１章　共通項目
4. 閉じ込めの機能
4.1 閉じ込め

第１章　共通項目
4. 閉じ込めの機能
4.1 閉じ込め

―
(1)閉じ込めの基本方針 (1)閉じ込めに係る基本方針

―
一次バウンダリに

係る設計方針
―

(2)核燃料物質等の漏えいに対する措置等
に係る設計方針

(2)核燃料物質等の漏えいに対する措置等に係
る設計方針

第十条 安全機能を有する施設は、次に掲げるところにより、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染され
た物 (以下「核燃料物質等」という。) を限定された区域に閉じ込める機能を保持するように設置された
ものでなければならない。＊【注１】
＊ウランの漏えい防止に係る該当号がないため，事業許可基準規則　第4条 第2項 第1号を充てる。
（一 放射性物質を収納する系統及び機器は、放射性物質の漏えいを防止できる設計であること。また、内包する物質の種類に応
じて適切な腐食対策が講じられていること。）

一次バウンダリ
（気体の漏えい防止）

4.1.1 閉じ込めの機能
4.1.5 保守点検

a.ウランを内包する設備及び機器等か
らの漏えい発生防止に係る設計方針

―

三　プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質 (以下この条において
「プルトニウム等」という。) を取り扱うグローブボックスは、その内部を常時負圧状態に維持し得るも
のであり、かつ、給気口及び排気口を除き、密閉することができる構造であること。

一次バウンダリ
（気体の漏えい防止）

― ―

a.グローブボックスの閉じ込め
（グローブボックスの漏えいし難い構造，負
圧維持，開口部風速維持に係る設計に係る設
計）

六　プルトニウム等を取り扱う室 (保管廃棄する室を除く。) 及び核燃料物質等による汚染の発生のおそ
れがある室は、その内部を負圧状態に維持し得るものであること。

一次バウンダリ
（気体の漏えい防止）

4.1.3 第1種管理区域の負圧設計 b.第1種管理区域の負圧維持に係る設計
方針　※

a.グローブボックス等の閉じ込め
（グローブボックス排気にかかるフィルタに
よる核燃料物質等の捕集）

五　密封されていない核燃料物質等を取り扱うフードは、その開口部の風速を適切に維持し得るものであ
ること。

一次バウンダリ
（気体の漏えい防止）

4.1.1 閉じ込めの機能 c.非密封の核燃料物質等を取り扱う設
備の設計方針

b.オープンポートボックス及びフードの閉じ
込め
（開口部風速維持）

四　液体状のプルトニウム等を取り扱うグローブボックスは、当該物質がグローブボックス外に漏えいす
るおそれがない構造であること。

一次バウンダリ
（液体の漏えい防止）

― ―

c.液体状の放射性物質を取り扱うグローブ
ボックス及びオープンポートボックスからの
漏えい防止

一　流体状の核燃料物質等を内包する容器又は管に核燃料物質等を含まない流体を導く管を接続する場合
には、流体状の核燃料物質等が核燃料物質等を含まない流体を導く管に逆流するおそれがない構造である
こと。

一次バウンダリ
（気体・液体の漏えい
防止）

4.1.1 閉じ込めの機能
4.1.4 液体廃棄物の漏えい防止

d.放射性物質の逆流防止に係る設計方
針

d.流体状の放射性物質の漏えいし難い構造，
逆流防止
（換気設備の漏えいし難い構造，逆流防止⇒
23条換気設備にて展開）
（液体状の放射性物質を取り扱う設備の漏え
いし難い構造，逆流防止）

―
二次バウンダリに

係る設計方針
―

(3)核燃料物質等の漏えい拡大防止に係る
設計方針

(3)核燃料物質等の漏えい拡大防止に係る設計
方針

二　六ふっ化ウランを取り扱う設備であって、六ふっ化ウランが著しく漏えいするおそれがあるものは、
漏えいの拡大を適切に防止し得る構造であること。

二次バウンダリ
（気体の拡大防止）

4.1.1 閉じ込めの機能
4.1.2 漏えい検知及び漏えい拡大防止並
びに影響軽減

（従事者保護に係る設計も含む）

a.ウランを内包する設備及び機器から
の漏えい発生時における検知及び拡大
防止等に係る設計方針
　

（従事者保護に係る設計も含む）
―

六　プルトニウム等を取り扱う室 (保管廃棄する室を除く。) 及び核燃料物質等による汚染の発生のおそ
れがある室は、その内部を負圧状態に維持し得るものであること。【注１】

二次バウンダリ
（気体の拡大防止）

― ―※

a.気体状の放射性物質の漏えいの拡大防止
（工程室及び建屋による閉じ込め，フィルタ
による漏えいの拡大の防止）

七　液体状の核燃料物質等を取り扱う設備が設置される施設 (液体状の核燃料物質等の漏えいが拡大する
おそれがある部分に限る。) は、次に掲げるところによるものであること。

イ　施設内部の床面及び壁面は、液体状の核燃料物質等が漏えいし難いものであること。

ロ　液体状の核燃料物質等を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通ずる出入口若しくはその周辺部に
は、液体状の核燃料物質等が施設外へ漏えいすることを防止するための堰が設置されていること。ただ
し、施設内部の床面が隣接する施設の床面又は地表面より低い場合であって、液体状の核燃料物質等が
施設外へ漏えいするおそれがないときは、この限りでない。

ハ　工場等の外に排水を排出する排水路 (湧水に係るものであって核燃料物質等により汚染するおそれ
がある管理区域内に開口部がないものを除く。) の上に施設の床面がないようにすること。ただし、当
該排水路に核燃料物質等により汚染された排水を安全に廃棄する設備及び第十九条第二号に掲げる事項
を計測する設備が設置されている場合は、この限りでない。

第二十一条　加工施設のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であって、核燃料物質
等により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、核燃料物質等による汚
染を除去しやすいものでなければならない。

第二十一条に係る
基本方針

4.2 核燃料物質等による汚染の防止 4.2 核燃料物質等による汚染の防止 4.2 核燃料物質等による汚染の防止

【注１】：２回記載した条文については，２回目を灰色で記載。

二次バウンダリ
（液体の拡大防止）

b.液体状の放射性物質の施設外への漏えいの
拡大防止

「第十条 閉じ込めの機能」，「第二十一条 核燃料物質等による汚染の防止」に係る記載の構成について

閉じ込めについては，濃縮，MOXのいずれも構成の見直しが必要であることから，以下のとおり記載の構成について整理した。
構成については，事業許可の考え方も取り込んで閉じ込めの一次バウンダリ（漏えい防止）と二次バウンダリ（漏えいの拡大防止）で大枠を整理することとし，技術基準規則の要求と照らして以下の構成案を考えている。

b.液体状の放射性物質の施設外への漏
えいの拡大防止に係る設計方針

4.1.4 液体廃棄物の漏えい防止

第十条 安全機能を有する施設は、次に掲げるところにより、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染され
た物 (以下「核燃料物質等」という。) を限定された区域に閉じ込める機能を保持するように設置された
ものでなければならない。 第十条に係る

基本方針

※濃縮の場合，ウランを内包するシリンダを系統に接続する開放作業等を建屋の

第1種管理区域内で行うこと，また，万が一の六ふっ化ウランの漏えい時は建屋

に閉じ込める設計としていることから，建屋を一次バウンダリとして考慮。
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別紙１-２ 

1 

【閉じ込めの機能（核燃料物質等による汚染の防止も含む）】 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOX の基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
（閉じ込めの機能）  
第四条 安全機能を有する施設は、
放射性物質を限定された区域に適 
切に閉じ込めることができるもの
でなければならない。① 
 
〔事業許可基準規則の解釈〕 
第４条（閉じ込めの機能）  
１ 第４条に規定する「限定された

区域に適切に閉じ込める」と
は、放射性物質を系統、機器等
に閉じ込めること、又は漏えい
した場合においても、系統若し
くは機器を収納するグローブ
ボックス、 構築物等の内に保
持することをいう。① 

  
２ 第４条に規定する「閉じ込める

ことができる」とは、以下の各
号 に掲げるものをいう。 
一 放射性物質を収納する系統

及び機器は、放射性物質の
漏えいを防止できる設計で
あること。また、内包する物
質の種類に応じて適切な腐
食対策が講じられているこ
と。⑫ 

 

（閉じ込めの機能） 
第十条 安全機能を有する施設
は、次に掲げるところにより、核
燃料物質又は核燃料物質によって
汚染された物（以下「核燃料物質
等」という。）を限定された区域
に閉じ込める機能を保持するよう
に設置されたものでなければなら
ない。① 
 
 
三 プルトニウム及びその化合

物並びにこれらの物質の一又
は二以上を含む物質（以下こ
の条において「プルトニウム
等」という。）を取り扱うグ
ローブボックスは、その内部
を常時負圧状態に維持し得る
ものであり、かつ、給気口及
び排気口を除き、密閉するこ
とができる構造であること。
④ 

4. 閉じ込めの機能 
4.1 閉じ込め 
 
 
本施設は，以下のとおり，ウランを内包
する設備及び機器からの漏えいを防止
し，漏えいが発生した場合でも可能な限
り建屋内に閉じ込める設計とし，本施設
周辺の公衆に影響を与えない設計とする
とともに，UF6 が漏えいした場合に，そ
の影響から従事者を保護する設計とす
る。①「第十条 閉じ込めの機能」に関
するインターロックについては「第十八
条 警報設備等」の基本設計方針に基づ
く設計とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお，本施設には，プルトニウム及びそ
の化合物並びにこれらの物質の一又は
二以上を含む物質を取り扱う設備は設
置しない。 
 

4. 閉じ込めの機能 
4.1 閉じ込め 
(1) 閉じ込めに係る基本方針 
 
本施設は，以下のとおり，ウランを内包
する設備及び機器からの漏えいを防止
し，漏えいが発生した場合でも可能な限
り建屋内に閉じ込める設計とし，本施設
周辺の公衆に影響を与えない設計とする
とともに，UF6 が漏えいした場合に，そ
の影響から従事者を保護する設計とす
る。① 
 
 
 
 
 
 
 
ウランを内包する設備及び機器は，放射
性物質を密封して取り扱うことにより，
閉じ込め機能を確保する設計とする。
①，⑫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお，本施設には，プルトニウム及びそ
の化合物並びにこれらの物質の一又は二
以上を含む物質を取り扱う設備は設置し
ない。 
 
 

 
 
変更区分：(1) 
・項目構成の変更 
変更区分：- 
・記載の適正化 
 
 
 
 
 
変更区分：(1)(2) 
・「閉込-14,32」へ記載
を移動。（インター
ロックの旨は当該
説明を行う項から
警報設備等へ展開
する。） 

 
変更区分：(1) 
・「閉込-2」から本項へ

記載移動。 
 

4.  閉じ込めの機能 
4.1  閉じ込め 
(1)  閉じ込めに係る基本方針 
 
安全機能を有する施設は，放射性物質を
限定された区域に適切に閉じ込める設
計とする。① 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
核燃料物質及び核燃料物質によって汚
染された物(以下「核燃料物質等」とい
う。)は，混合酸化物貯蔵容器，燃料棒等
に封入した状態で取り扱うか，MOX 粉末，
グリーンペレット，ペレットについては
グローブボックス又はグローブボック
スと同等の閉じ込め機能を有する焼結
炉，スタック乾燥装置及び小規模焼結処
理装置(以下「グローブボックス等」とい
う。)で，ウラン粉末は取扱量，取扱形態
に応じてグローブボックス又はオープ
ンポートボックスで，放射性廃棄物のサ
ンプリング試料等の汚染のおそれのあ
る物品はフードで取り扱う設計とする。
①，④ 
 
 
 
 
 
 
 

閉込-1 

4.1.1 閉じ込めの機能 
ウランを内包する設備及び機器は，放射
性物質を密封して取り扱うことにより，
閉じ込め機能を確保するため以下のと
おりの設計とする。① 
 

 変更区分：(1) 
・項目構成の変更に伴
い，「閉込-1」へ記載
移動。 

 
 

閉込-2 

【濃縮の記載と同様の趣旨となる該当
部抜粋】 
技術基準規則第十条第 1 項第二号に

ある「六ふっ化ウランを取り扱う設備」
は，MOX 燃料加工施設に設置しない。 

【濃縮との相違について】 

施設の特徴を踏まえた閉じ込めに
係る基本方針を展開しており，施
設特徴による相違であり，記載の
趣旨は同じである。 

記載場所を移動する。 

【移動元の記載】 
＜閉込-2＞ 
4.1.1 閉じ込めの機能 
ウランを内包する設備及び機器は，放
射性物質を密封して取り扱うことに
より，閉じ込め機能を確保するため以
下のとおりの設計とする。① 

【凡例：規則への附番の考え方】 
１：技術基準規則で項、号で一通り番号を赤色で丸番号を振る。 
２：事業許可基準規則で全く同じ要求であれば、技術基準規則と同

じ附番とし、技術基準規則の内容に関連してその詳細の要求で
あれば、赤色で枝番（例：①-1）を振る。 

３：技術基準規則上は見えない許可基準規則における要求があれば、
１で振った番号に続けて番号を振るとともに、色を青色に変更
する。 
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2 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOX の基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五 設計基準事故時において

も可能な限り負圧維持、漏
えい防止及び逆流防止の
機能が確保されるよう設
計されており、設計基準事
故時において、公衆に対し
て著しい放射線被ばくの
リスクを与えないよう、事
故に起因して環境に放出
される放射性物質の量を
低減させる機能を有する
設計であること。⑭ 

六 上記一から五までの規定
に加え、プルトニウムを取
り扱う加工施設において
は、以下の各号に掲げる設
計上の対策が講じられて
いること。 

① プルトニウムを含む物質
を非密封で取り扱う設備・
機器は、 作業環境中にプ
ルトニウム等が飛散又は
漏えいすることのないよ
うにグローブボックスに
収納されていること又は
グローブボックスと同等
の閉じ込めの機能（内部を
常時負圧状態に維持し得
る閉じ込めの機能）を有す
る構造であること。④-2，
⑥-1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三 プルトニウム及びその化合物

並びにこれらの物質の一又は
二以上を含む物質（以下この
条において「プルトニウム
等」という。）を取り扱うグ
ローブボックスは、その内部
を常時負圧状態に維持し得る
ものであり、かつ、給気口及
び排気口を除き、密閉するこ
とができる構造であること。
④ 

 
五 密封されていない核燃料物質

等を取り扱うフードは、その
開口部の風速を適切に維持し
得るものであること。⑥ 

六 プルトニウム等を取り扱う室
（保管廃棄する室を除く。）
及び核燃料物質等による汚染
の発生のおそれがある室は、
その内部を負圧状態に維持し
得るものであること。⑦ 

 
 
 
 
 
 
 

(2)核燃料物質等の漏えいに対する措置
等に係る設計方針 
a. ウランを内包する設備及び機器等か
らの漏えい発生防止に係る設計方針 
 
ウランを内包する設備及び機器等から
放射性物質が漏えいすることを防止す
るための設計方針について以下に示す。
① 
 

変更区分：(1) 
・項目構成の変更 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2)グローブボックス等，オープンポー
トボックス及びフードの閉じ込めに係る
設計方針 
グローブボックス等は，グローブボッ

クス排気設備により負圧に維持し，オー
プンポートボックス及びフードは，グロ
ーブボックス排気設備により開口部から
の空気流入風速を確保する設計とする。
④，④-3 
 
また，グローブボックスは，グローブ１
個が破損した場合でもグローブポートの
開口部における空気流入風速を設定値以
上に維持する設計とする。⑥ 
 
グローブボックスは，給気口及び排気口
を除き密閉できる設計とする。④，④-2 
 
MOX 粉末を取り扱うグローブボックス
は，以下の設計を講じる。 
(a)粉末容器の落下又は転倒により閉じ
込め機能を損なわないよう，内装機器及
び内装機器の架台による干渉や容器を
取り扱う機器とパネルの間の距離の確
保により，落下又は転倒した粉末容器
が，グローブボックスのパネルに直接衝
突することがない設計とする。⑭ 
 
(b)グローブボックス内に粉末容器以外
の重量物を取り扱うクレーン等の機器
及び当該グローブボックス外側近傍に
重量物を取り扱うクレーン等の機器を
設置しないことにより，重量物の落下に
より閉じ込め機能に影響を及ぼさない
設計とする。⑭ 
なお，グローブボックス内及びグローブ
ボックス近傍の飛散物の発生防止に係
る設計方針については，第 1章 共通項
目の「8.1 安全機能を有する施設」の
「8.1.3 内部発生飛散物に対する考慮」
に基づくものとする。 
 

閉込-3 

【濃縮との相違について】 

濃縮は核燃料物質等を直接閉じ込め
る機器に係る設計方針を展開してい
る。MOX はグローブボックス等によ
り閉じ込めることによる相違であ
り，記載の趣旨は同じである。 
 
 記載の項目については，濃縮と同
様に見直す。 
＜項目修正案＞ 
(2) 核燃料物質等の漏えいに対す
る措置等にかかる設計方針 
a. グローブボックス等の閉じ込め 

～【再掲】～ 
（閉じ込めの機能）  
第四条 安全機能を有する施設
は、放射性物質を限定された区
域に適 切に閉じ込めることが
できるものでなければならな
い。① 
 
〔事業許可基準規則の解釈〕 
第４条（閉じ込めの機能）  
１ 第４条に規定する「限定され

た区域に適切に閉じ込める」
とは、放射性物質を系統、機
器等に閉じ込めること、又は
漏えいした場合においても、
系統若しくは機器を収納す
るグローブボックス、 構築
物等の内に保持することを
いう。①。 

～【再掲】～ 
（閉じ込めの機能） 
第十条 安全機能を有する施設
は、次に掲げるところにより、核
燃料物質又は核燃料物質によっ
て汚染された物（以下「核燃料物
質等」という。）を限定された区
域に閉じ込める機能を保持する
ように設置されたものでなけれ
ばならない。① 新規追加 

【事業許可基準規則の解釈（左記の続き）】 
③ 換気設備により、プルトニウムを含む物質

を取り扱う設備・ 機器を収納するグローブ
ボックス及びグローブボックスと同等の閉
じ込めの機能を必要とする設備・機器、ウ
ランを非密封で大量に取り扱う設備・機器
並びにこれらを直接収納する構築物は、原
則として、常時負圧に保たれていること。
④-3, ⑦-1 
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事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOX の基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
  ・ウランを内包する設備及び機器は，

UF6等の取り扱う物質に対して耐腐食性
を有する材料を使用し，取扱い圧力に
応じた耐圧気密性を確保して放射性物
質の漏えいを防止する設計とする。⑫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ウランを内包する設備及び機器は UF6
等の取り扱う物質に対して耐腐食性を
有する材料を使用し，取扱い圧力に応じ
た耐圧気密性を確保するとともに，使用
条件を踏まえた材料及び構造強度を確
保し，放射性物質の漏えいを防止する設
計とする。⑫ 
取扱い圧力に応じた耐圧気密性確保及び
使用条件を踏まえた材料及び構造強度確
保に係る設計方針については，第1章 
共通項目の「8.2 材料及び構造」に示
す。 
 

 
 
 
変更区分：(1)(2) 
・「閉込-7，12」から本
項に統合する。な
お、「閉込-7，12」の
記載については個
別項目にて展開す
る。 

  なお，展開先の具
体的な場所につい
ては，当該個別項目
の整理後，確定させ
る。 

 

(3) 核燃料物質等の漏えいに対する
措置等に係る設計方針 
a. 核燃料物質等を取り扱う設備は，内
包する物質の種類に応じて適切な腐食
対策を講じる設計とする。⑫ 
 

閉込-4 

 ・機器及び配管は，溶接，耐 UF6用ガス
ケット使用のミゾ型フランジ継手等に
より漏えいのない構造とし，で接続する
構造により放射性物質が漏えいし難い
設計とし，リークテストにより漏れのな
いことを確認する。また，第 2 種管理区
域内に設置するカスケード設備の弁に
ついては，無漏えい弁（ベローシール弁）
を用いる設計とする。⑫ 
 
 
 
 
 

変更区分：(1) 
・「閉込-11」から本項
に移動する。 

・設計と運用の趣旨を
分けて記載するた
め，リークテストの
内容は「閉込-21」に
記載。 

 
変更区分：- 
・記載の適正化 

 閉込-5 

遠心分離機は，回転体が破損しても
外筒（ケーシング）の真空気密性能が
十分に保たれるように，破損試験等に
より裏付けられた強度設計を行う。 
⑫ 

・ウランを内包する設備及び機器のう
ち，内部部品である回転体の破損による
影響が大きい遠心分離機については，回
転体が破損しても外筒（ケーシング）の
真空気密性能が十分に保たれるように，
破損試験等により裏付けられた強度設
計を行い，回転体が破損しても真空気密
性能が保たれる設計とする。⑫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更区分：(1) 
・機器の特徴と設計内
容の関係性を明確
化。 

 

 閉込-6 

【濃縮との相違について】 

核燃料物質等を取り扱う機器の
腐食対策に係る設計方針を展開
しており，施設の特徴による相違
であり，記載の趣旨は同じであ
る。 
記載の項目については，濃縮と同
様に見直す。 
 
＜項目修正案＞ 
(2) 核燃料物質等の漏えいに対
する措置等にかかる設計方針 
a. グローブボックス等の閉じ
込め 

【濃縮との相違について】 

MOX において，機器及び配管で閉
じ込める設備は，換気設備である
ことから，「第 23 条 換気設備」に
て，換気設備における閉じ込めに
ついて展開する。なお，液体状の
放射性物質取り扱う設備は，グロ
ーブボックス等以降の項目で展開
する。 

【移動元の記載】 
＜閉込-7＞ 
UF6を大気圧以上で取り扱う分析試料
採取用のサンプルシリンダ，計量シ
リンダ及びサンプルシリンダからサ
ンプルチューブに分配するサンプル
小分け装置は，使用圧力に対して余
裕のある強度設計を行い，耐圧試験
により強度を確認する。⑫ 
 
＜閉込-12＞ 
・コールドトラップは，冷凍機を用い
て冷却するが，コールドトラップの
材質は，ステンレス鋼（耐用温度-
190℃「機械工学便覧」による。）であ
り，耐用温度以上で使用する。⑫ 

【移動元の記載】 
＜閉込-11＞ 
・機器及び配管は，溶接，耐 UF6用ガ
スケット使用のミゾ型フランジ継手
等により漏えいのない構造とし，リ
ークテストにより漏れのないことを
確認する。また，第 2種管理区域内に
設置するカスケード設備の弁につい
ては，無漏えい弁（ベローシール弁）
を用いる。⑫ 

【濃縮との相違について】 

左記の内容は濃縮特有であるため，
MOX への展開はない。 

～【再掲】～ 
〔事業許可基準規則の解釈〕 
第４条（閉じ込めの機能）  
２ 第４条に規定する「閉じ込め

ることができる」とは、以下
の各号 に掲げるものをい
う。 
一 放射性物質を収納する系

統及び機器は、放射性物
質の漏えいを防止できる
設計であること。また、
内包する物質の種類に応
じて適切な腐食対策が講
じられていること。⑫ 
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別紙１-２ 

4 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOX の基本設計方針 

※順不同
№ 

再整理前 再整理後 
UF6を大気圧以上で取り扱う分析試料

採取用のサンプルシリンダ，計量シリ
ンダ及びサンプルシリンダからサンプ
ルチューブに分配するサンプル小分け
装置は，使用圧力に対して余裕のある
強度設計を行い，耐圧試験により強度
を確認する。⑫

変更区分：(1) 
・「閉込-4」に統合す
る。 

閉込-7 

・液化操作時に大気圧以上の圧力となる
中間製品容器は耐圧気密性を有する均質
槽に収納するとともに，中間製品容器と
接続する高圧配管部は当該配管を覆うカ
バー（以下「配管カバー」という。）を
設置する設計とする。③

変更区分：(1) 
・漏えい拡大防止に係
る設計方針であるこ
とから，「閉込-31」
に記載を移動する。  

閉込-8 

・UF6 を大気圧以上の圧力で取り扱うサ
ンプル小分け装置は，フードに収納する
設計とする。⑥

変更区分：（2） 
・サンプル小分け装置
の取扱いは個別項
目にて展開する。な
お，展開先の具体的
な場所については
当該個別項目の整
理後に確定させる 

閉込-9 

・ウランを内包する設備及び機器のう
ち，液化操作時に大気圧以上の圧力とな
る均質槽内の中間製品容器等は，減圧槽
と安全弁を介して配管により連結し，中
間製品容器の圧力が異常に上昇した場
合は，安全弁が作動して中間製品容器
内，サンプルシリンダ内及び計量シリン
ダ内の UF6を減圧槽に流入させる設計と
する。⑫ 

変更区分：（1） 
・「閉込-19」から本項
に記載を移動する。 

閉込-10 

・機器及び配管は，溶接，耐UF6用ガスケ
ット使用のミゾ型フランジ継手等により
漏えいのない構造とし，リークテストに
より漏れのないことを確認する。また，
第2種管理区域内に設置するカスケード
設備の弁については，無漏えい弁（ベロ
ーシール弁）を用いる。⑫

変更区分：(1) 
・「閉込-5」に統合す
る。 

閉込-11 

・コールドトラップは，冷凍機を用い
て冷却するが，コールドトラップの材
質は，ステンレス鋼（耐用温度-190℃
「機械工学便覧」による。）であり，耐
用温度以上で使用する。⑫

変更区分：(1) 
・「閉込-4」に統合す
る。 

閉込-12 

・濃縮ウランを生産する各工程から排気
系へ移行するウランを捕集するケミカル
トラップ（NaF）は，出口にウラン検出
器を設け，ケミカルトラップ（NaF）の
性能に異常のないことを確認する。⑫

・濃縮ウランを生産する各工程から排気
系へ移行するウランを捕集するケミカ
ルトラップ（NaF）には，出口にウラン検
出器を設け，ケミカルトラップ（NaF）の
性能に異常のないことを確認できる設
計とする。⑫

変更区分：- 
・記載の適正化

閉込-13 

記載場所を移動する。 

【移動元の記載】 
＜閉込-19＞ 
・均質槽内の中間製品容器等は，減圧
槽と安全弁を介して配管により連結
し，中間製品容器の圧力が異常に上
昇した場合は，安全弁が作動して中
間製品容器内，サンプルシリンダ内
及び計量シリンダ内の UF6 を減圧槽
に流入させる設計とする。⑫ 

記載場所を移動する。 

【濃縮との相違について】 

左記の内容は濃縮特有であるた
め、MOX への展開はない。 

～【再掲】～ 
〔事業許可基準規則の解釈〕 
第４条（閉じ込めの機能）  
２ 第４条に規定する「閉じ込め

ることができる」とは、以下
の各号 に掲げるものをい
う。 
一 放射性物質を収納する系

統及び機器は、放射性物
質の漏えいを防止できる
設計であること。また、
内包する物質の種類に応
じて適切な腐食対策が講
じられていること。⑫ 

七 上記一から五までの規
定に加え、ウラン加工施
設においては、以下に掲
げる設計上の対策が講
じられていること。 
⑦ 六ふっ化ウランを取

り扱う設備であっ
て、六ふっ化ウラン
が著しく漏えいする
おそれがあるもの
は、漏えいの拡大を
適切に防止し得る構
造であること。③

～【再掲】～ 
（閉じ込めの機能） 
第十条 安全機能を有する施設
は、次に掲げるところにより、核
燃料物質又は核燃料物質によっ
て汚染された物（以下「核燃料物
質等」という。）を限定された区
域に閉じ込める機能を保持する
ように設置されたものでなけれ
ばならない。① 

二 六ふっ化ウランを取り扱う
設備であって、六ふっ化ウラン
が著しく漏えいするおそれがあ
るものは、漏えいの拡大を適切
に防止し得る構造であること。
③ 

五 密封されていない核燃料物
質等を取り扱うフードは、
その開口部の風速を適切に
維持し得るものであるこ
と。⑥ 

記載場所を移動する。 

【濃縮との相違について】 

左記の内容は濃縮特有であるた
め、MOX への展開はない。 
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別紙１-２ 

5 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOX の基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
  ・UF6 の加熱については，加熱する UF6 

シリンダ類及び付着ウラン回収容器に
熱的制限値（ANSI 又は ISO 規格に基づ
く設計温度：121 ℃）を定めるとともに，
熱的制限値を超えない範囲で温度管理
値を定めて加熱する設計とする。⑫ 
 

・UF6 の加熱については，加熱するUF6 
シリンダ類及び付着ウラン回収容器に熱
的制限値（ANSI 又はISO 規格に基づく
設計温度：121 ℃）を定めるとともに，
熱的制限値を超えない範囲で温度管理値
を定めて加熱する設計とする。し，加熱
温度の上昇を防止するためのインターロ
ックを設置する設計とする。また，漏え
いの発生を防止するためのインターロッ
クを設置する設計とする。⑫ 
 
 
 
 
なお，インターロックの設計方針につい
ては，第1 章 共通項目の「8.3 警報設
備等」に示す。 
 

 
 
 
 
 
変更区分：（2） 
・「閉込-1」から本項に

記載を移動する。な
お，記載程度は骨子
のみとし，具体につ
いては，インターロ
ックの項にて展開
する。 

 

 閉込-14 

・機器の脱着時に行うリークテストによ
り漏えいの発生を防止することを加工施
設保安規定に定めて管理する。⑫ 

 変更区分：（1） 
・項目構成の変更に併
せて記載位置を「閉
込-21」に移動する。 

 

 閉込-15 

・密封されていない核燃料物質等を取り
扱うフードは，その開口部の風速を適切
に維持する設計とする。⑥ 
 

 変更区分：（1） 
・非密封で核燃料物質
を取り扱うフード
に係る設計方針で
あることから，「閉
込-27」に記載を移
動する。 

 閉込-16 

・均質槽は密封状態で使用し，中間製品
容器等からの UF6 の漏えいが発生した場
合でも，UF6 を均質槽内に閉じ込めるこ
とのできる設計とする。③ 
 

 変更区分：(1) 
・漏えい拡大防止に係
る設計方針である
ことから，「閉込-
30」に記載を移動す
る。 

 閉込-17 

均質槽の扉開放時は，工程用モニタに
より槽内に UF6の漏えいがないことを確
認することを加工施設保安規定に定め
て管理する。③ 
 

 変更区分：(1) 
・漏えい拡大防止に係
る設計方針である
ことから，「閉込-
30」に記載を移動す
る。 

 閉込-18 

・均質槽内の中間製品容器等は，減圧槽
と安全弁を介して配管により連結し，中
間製品容器の圧力が異常に上昇した場
合は，安全弁が作動して中間製品容器
内，サンプルシリンダ内及び計量シリン
ダ内の UF6 を減圧槽に流入させる設計と
する。⑫ 
 

 変更区分：(1) 
・記載順番の整理に伴
い，「閉込-10」へ記
載を移動。 

 閉込-19 

～【再掲】～ 
〔事業許可基準規則の解釈〕 
第４条（閉じ込めの機能）  
２ 第４条に規定する「閉じ込め

ることができる」とは、以下
の各号 に掲げるものをい
う。 
一 放射性物質を収納する系

統及び機器は、放射性物
質の漏えいを防止できる
設計であること。また、
内包する物質の種類に応
じて適切な腐食対策が講
じられていること。⑫ 

 
七 上記一から五までの規

定に加え、ウラン加工施
設においては、以下に掲
げる設計上の対策が講
じられていること。 
⑦ 六ふっ化ウランを取

り扱う設備であっ
て、六ふっ化ウラン
が著しく漏えいする
おそれがあるもの
は、漏えいの拡大を
適切に防止し得る構
造であること。③ 

 

 

～【再掲】～ 
（閉じ込めの機能） 
第十条 安全機能を有する施設
は、次に掲げるところにより、核
燃料物質又は核燃料物質によっ
て汚染された物（以下「核燃料物
質等」という。）を限定された区
域に閉じ込める機能を保持する
ように設置されたものでなけれ
ばならない。① 
 
二 六ふっ化ウランを取り扱う
設備であって、六ふっ化ウラン
が著しく漏えいするおそれがあ
るものは、漏えいの拡大を適切
に防止し得る構造であること。
③ 

【移動元の記載】 
＜閉込-1 より該当部のみ抜粋＞ 
「第十条 閉じ込めの機能」に関する
インターロックについては「第十八条 
警報設備等」の基本設計方針に基づく
設計とする。 

記載場所を移動する。 

【濃縮との相違について】 

左記の内容は濃縮特有であるため、
MOX への展開はない。 
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別紙１-２ 

6 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOX の基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
 
 
 

 ・地震等の本施設へ影響を及ぼす可能性
がある自然現象が発生又は発生が予測
される場合は，運転を停止することを加
工施設保安規定に定めて管理する。③ 
 

 変更区分：(1) 
・漏えい拡大防止に係
る設計方針である
ことから，「閉込-
36」に記載を移動す
る。 

 閉込-20 

 ・機器の脱着時に行うリークテストによ
り漏えいの発生を防止することを加工
施設保安規定に定めて管理する。⑫ 

変更区分：(1) 
・「閉込-15」から本項

に記載を移動する。 
 

 閉込-21 

・放射性固体廃棄物は，鋼製ドラム缶等
の容器に封入し，放射性物質が漏えいし
ない設計とする。放射性固体廃棄物の鋼
製ドラム缶等の容器への封入については
加工施設保安規定に定めて管理する。⑫ 
 

・放射性固体廃棄物は，鋼製ドラム缶等
の容器に封入し，放射性物質が漏えいし
ない設計とする。放射性固体廃棄物の鋼
製ドラム缶等の容器への封入については
加工施設保安規定に定めて管理する。⑫ 

  閉込-22 

 ・放射性液体廃棄物を取扱う管理廃水処
理設備の貯槽類は，必要に応じて廃水液
面が槽上端を超えない範囲で警報を発
するとともに，送液側のポンプの停止又
は供給弁の閉止による受入れ停止のイ
ンターロックまたは連通管の設置によ
り，放射性物質の漏えいを防止する設計
とする。⑫ 
 なお，インターロックの設計方針につ
いては，第 1 章 共通項目の「8.3 警報
設備等」に示す。 
 

変更区分：(1) 
・「閉込-43」から本項
へ記載を移動。 

・廃水の漏えい防止に
係る設計方針を具
体化。 

 閉込-23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・UF6を取り扱う機器の分解，点検及び補
修時は除染ハウスを設け，室内への飛散
を防止する設計とする。除染ハウス内で
は，当該機器の残留 UF6を除染設備の排
気処理装置により処理しながら作業を
行う。⑫ 
 

変更区分：(1) 
・「閉込-49」から本項
へ記載を移動。 

 閉込-24 

・放射性物質を気体又は液体で扱う系
統及び機器に，放射性物質を含まない
系統及び機器を接続する必要がある場
合は，逆止弁を設ける等，放射性物質
の逆流により，放射性物質が拡散しな
い設計とする。② 

 変更区分：(1) 
・逆流防止に係る設計
方針であることか
ら，「閉込-28」に記
載を移動する。 

 閉込-25 

～【再掲】～ 
〔事業許可基準規則の解釈〕 
第４条（閉じ込めの機能）  
２ 第４条に規定する「閉じ込め

ることができる」とは、以下
の各号 に掲げるものをい
う。 
一 放射性物質を収納する系

統及び機器は、放射性物
質の漏えいを防止できる
設計であること。また、
内包する物質の種類に応
じて適切な腐食対策が講
じられていること。⑫ 

二 放射性物質が漏えいし
た場合に、その漏えいを
検知することができる
こと。検知された漏えい
の拡大を防止すること
ができること。③-1，④
-1，⑦-1，⑨-1 

 
七 上記一から五までの規

定に加え、ウラン加工
施設においては、以下
に掲げる設計上の対策
が講じられているこ
と。 
⑦ 六ふっ化ウランを取

り扱う設備であっ
て、六ふっ化ウラン
が著しく漏えいする
おそれがあるもの
は、漏えいの拡大を
適切に防止し得る構
造であること。③ 

 

 

～【再掲】～ 
（閉じ込めの機能） 
第十条 安全機能を有する施設
は、次に掲げるところにより、核
燃料物質又は核燃料物質によっ
て汚染された物（以下「核燃料物
質等」という。）を限定された区
域に閉じ込める機能を保持する
ように設置されたものでなけれ
ばならない。① 
 
一 流体状の核燃料物質等を内

包する容器又は管に核燃料
物質等を含まない流体を導
く管を接続する場合には、
流体状の核燃料物質等が核
燃料物質等を含まない流体
を導く管に逆流するおそれ
がない構造であること。② 

二 六ふっ化ウランを取り扱う
設備であって、六ふっ化ウ
ランが著しく漏えいするお
それがあるものは、漏えい
の拡大を適切に防止し得る
構造であること。③ 

記載場所を移動する。 

記載場所を移動する。 

【移動元の記載】 
＜閉込-49＞ 
4.1.5 保守点検 
UF6を取り扱う機器の分解，点検及び
補修のために室内への飛散防止用の
除染ハウスを設ける。除染ハウス内で
は，当該機器の残留 UF6を除染設備の
排気処理装置により処理しながら作
業を行う。⑫ 

～再整理後記載内容の補足～ 
従前は保守点検の作業として記載していたが，除染ハウス内
で作業することで，限定された区域外への漏えいを防止する
趣旨の説明であるため，本項の漏えい防止において整理する
こととした。 

 

【移動元の記載（太字下線部のみ）】 
＜閉込-43＞ 
4.1.4 液体廃棄物の漏えい防止 
管理廃水処理設備の貯槽類は，廃水
の漏えいを防止するとともに，万一，
漏えいした場合でも，漏えいの拡大を
防止する設計とする。⑨-1，⑫ 

【移動元の記載】 
＜閉込-15＞ 
・機器の脱着時に行うリークテスト
により漏えいの発生を防止すること
を加工施設保安規定に定めて管理す
る。⑫ 

【濃縮との相違について】 

左記の内容は濃縮特有であるため、
MOX への展開はない。 

18
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7 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOX の基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.1.2 漏えい検知及び漏えい拡大防止
並びに影響軽減 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

～補足～ 
 

4.1.2 項については，項目構成の変更に伴って基本設計方針の記載順が変更となったことから， 
再整理前後の比較等の説明については，閉込-29 以降にて実施する。 
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8 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOX の基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
四 排気設備には、フィルタ等

の放射性物質を除去するた
めの設備が適切に設けられ
ていること。⑬ 

五 設計基準事故時においても
可能な限り負圧維持、漏え
い防止及び逆流防止の機能
が確保されるよう設計され
ており、設計基準事故時に
おいて、公衆に対して著し
い放射線被ばくのリスクを
与えないよう、事故に起因
して環境に放出される放射
性物質の量を低減させる機
能を有する設計であるこ
と。⑭ 

六 上記一から五までの規定に
加え、プルトニウムを取り
扱う加工施設においては、
以下の各号に掲げる設計上
の対策が講じられているこ
と。 

 
  ③ 換気設備により、プル

トニウムを含む物質を
取り扱う設備・ 機器を
収納するグローブボッ
クス及びグローブボッ
クスと同等の閉じ込め
の機能を必要とする設
備・機器、ウランを非
密封で大量に取り扱う
設備・機器並びにこれ
らを直接収納する構築
物は、原則として、常
時負圧に保たれている
こと。⑦-2 

 
七 上記一から五までの規定に

加え、ウラン加工施設にお
いては、以下に掲げる設計
上の対策が講じられている
こと。 
① 管理区域は、ウランを密

封して取り扱い又は貯
蔵し、汚染の発生するお
それのない区域（第２種
管理区域）とそうでない
区域（第１種管理区域）
とに区分して管理する
こと。⑮ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六 プルトニウム等を取り扱う室
（保管廃棄する室を除く。）及び
核燃料物質等による汚染の発生の
おそれがある室は、その内部を負
圧状態に維持し得るものであるこ
と。⑦ 
 

4.1.3 第 1 種管理区域の負圧設計 
 
 
 
第 1 種管理区域の気圧は，排気設備によ
り，管理区域のうち，ウランを密封して
取り扱い又は貯蔵し，汚染の発生するお
それのない区域（以下「第 2種管理区域」
という。），非管理区域及び建屋外より負
圧に維持し，⑦，⑦-4，⑮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 1種管理区域の空気が排気設備を通ら
ずに外部へ漏えいすることを防ぐ設計
とし，⑬，⑬-1，⑬-2 
 
 
 
第 1種管理区域の室内が正圧になること
を防ぐため，起動時には排風機が送風機
より先に起動し，停止時には送風機が排
風機より先に停止する第1種管理区域の
排気機能維持を設ける。また，排風機の
故障時には，予備の排風機を起動し，排
気設備の運転を継続する。⑦，⑦-4 

b. 第 1 種管理区域の負圧維持に係る設
計方針 
 
 
第 1 種管理区域は，漏えいの少ない構造
とするとともに，当該区域の外から当該
区域に向かって空気が流れるよう，当該
区域の気圧は，排気設備により，管理区
域のうち，ウランを密封して取り扱い又
は貯蔵し，汚染の発生するおそれのない
区域（以下「第 2種管理区域」という。），
非管理区域及び建屋外より負圧に維持
する設計とし，する。⑦，⑦-4，⑮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
第1種管理区域の空気がウランを除去す
る高性能エアフィルタを有する排気設
備を通らずに外部へ漏えいすることを
防ぐ設計とし，⑬，⑬-1，⑬-2 
 
 
第 1種管理区域の室内が正圧になること
を防ぐため，起動時には排風機が送風機
より先に起動し，停止時には送風機が排
風機より先に停止する又は排風機故障
時には予備機の起動により排気設備の
運転を継続し，第 1種管理区域の排気機
能を維持するインターロックを設ける
設計とする。また，排風機の故障時には，
予備の排風機を起動し，排気設備の運転
を継続する。⑦，⑦-4 

なお，排気設備による負圧維持に関す
る設計については，第 1章 共通項目の
「8.3 警報設備等」及び第 2 章 個別
項目の「3.1 気体廃棄物の廃棄設備」に
示す。また，高性能エアフィルタに係る
設計については，第 2 章 個別項目の
「3.1 気体廃棄物の廃棄設備」に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更区分：(1) 
・項目構成の変更 
 
 
変更区分：(1) 
・事業許可基準規則第
2 項の第 7 号の⑤に
照らし、記載を明確
化。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
変更区分：(1) 
・事業許可基準規則第
2 項の第 4 号及び第
7 号の⑥に照らし、
記載を明確化。 

 
 
 
 
変更区分：- 
・記載の適正化 
 
 
 
 
 
変更区分：（2） 
・「警報-47」及び「個
別項目」に記載を移
動する。なお，記載
程度は骨子のみと
し，具体について
は，インターロック
の項にて展開する。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

閉込-26 

【濃縮との相違について】 

異常時が生じた場合に一次バウ
ンダリからの漏えいを防止，抑制
に係る設計方針を展開しており，
施設の特徴による相違であるこ
とから記載の趣旨は同じである。 
 記載の項目を濃縮と同様に見
直す。また，内容をグローブボッ
クス排気にかかる内容に見直す。 
 
＜項目修正案＞ 
(2) 核燃料物質等の漏えいに対
する措置等にかかる設計方針 
a. グローブボックス等の閉じ
込め 

～【再掲】～ 
〔事業許可基準規則の解釈〕 
第４条（閉じ込めの機能）  
２ 第４条に規定する「閉じ込め

ることができる」とは、以下
の各号 に掲げるものをい
う。 

～【再掲】～ 
（閉じ込めの機能） 
第十条 安全機能を有する施設
は、次に掲げるところにより、核
燃料物質又は核燃料物質によっ
て汚染された物（以下「核燃料物
質等」という。）を限定された区
域に閉じ込める機能を保持する
ように設置されたものでなけれ
ばならない。① 

【濃縮の記載と同様の趣旨となる該当
部抜粋】 
 
(b)核燃料物質等の形態及び取扱量に
応じた段数の高性能エアフィルタを設
ける設計とすることで，周辺環境に放
出される核燃料物質等の量を合理的に
達成できる限り少なくするとともに，
設計基準事故時においても可能な限り
負圧維持，漏えい防止及び逆流防止の
機能が確保される設計とし，公衆に対
して著しい放射線被ばくのリスクを与
えないよう，事故に起因して環境に放
出される核燃料物質等の放出量を低減
する設計とする。⑬，⑭ 
なお，高性能エアフィルタの段数に

係る設計方針については，第 2 章 個
別項目の「5.1 放射性廃棄物の廃棄施
設の基本設計方針」の「5.1.1 気体廃棄
物の廃棄設備」に示す。 
 

(5)その他の閉じ込めに係る設計方針 
グローブボックス排気設備，工程室

排気設備及び建屋排気設備は，以下の
設計を講じる。 
(a)排風機は予備機を設け，故障した

場合には自動的に予備機に切り替わる
設計とする。④-3 

【事業許可基準規則の解釈（左記の続き）】 
③ 第１種管理区域にはウラン除去機能を有

する排気系統を設け、所要の換気を行う
こと。⑬-1 

 
⑤ 第１種管理区域は、漏えいの少ない構造

とするとともに、当該区域の外から当該
区域に向かって空気が流れるように給排
気のバランスを取ること。内部を負圧状
態に維持し得るものであること。②-2,⑦
-4 

⑥ 第１種管理区域において、汚染のおそれ
のある空気を排気する系統には、周辺環
境の汚染を合理的に達成できる限り少な
くするため、高性能エアフィルタ等の適
切に核燃料物質等を除去できる機能を有
する設備を設けること。⑬-2 20
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9 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOX の基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
七 上記一から五までの規定に

加え、ウラン加工施設にお
いては、以下に掲げる設計
上の対策が講じられている
こと。 

 
② 第１種管理区域におい

て、ウランを取り扱う
工程の設備・機器のう
ち、ウランが設備・機
器から空気中へ飛散
するおそれのあるも
のについては、局所排
気系を設けること等
によりウランの空気
中への飛散を防止で
きるような構造とす
ること。⑥-2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五 密封されていない核燃料物

質等を取り扱うフードは、そ
の開口部の風速を適切に維持
し得るものであること。⑥ 

 

 c.非密封の核燃料物質等を取り扱う設
備の設計方針 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
密封されていない核燃料物質等を取り
扱うフードは，その開口部の風速を適切
に維持する設計とする。⑥，⑥-2 
 
 

変更区分：(1) 
・項目構成の変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
変更区分：(1) 
・「閉込-16」から本項
へ移動。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

閉込-27 

【濃縮との相違について】 

記載の項目を濃縮と同様に見直す。 
 
＜項目修正案＞ 
(2) 核燃料物質等の漏えいに対す
る措置等にかかる設計方針 
b.オープンポートボックス及びフー
ドの閉じ込め 
 

【移動元の記載】 
＜閉込-16＞ 
・密封されていない核燃料物質等を取
り扱うフードは，その開口部の風速を
適切に維持する設計とする。⑥，⑥-2 

～【再掲】～ 
〔事業許可基準規則の解釈〕 
第４条（閉じ込めの機能）  
２ 第４条に規定する「閉じ込め

ることができる」とは、以下
の各号 に掲げるものをい
う。 

 
六 上記一から五までの規

定に加え、プルトニウム
を取り扱う加工施設に
おいては、以下の各号に
掲げる設計上の対策が
講じられていること。 
① プルトニウムを含む

物質を非密封で取り
扱う設備・機器は、 
作業環境中にプルト
ニウム等が飛散又は
漏えいすることのな
いようにグローブボ
ックスに収納されて
いること又はグロー
ブボックスと同等の
閉じ込めの機能（内
部を常時負圧状態に
維持し得る閉じ込め
の機能）を有する構
造であること。④-2，
⑥-1 

 

 

～【再掲】～ 
（閉じ込めの機能） 
第十条 安全機能を有する施設
は、次に掲げるところにより、核
燃料物質又は核燃料物質によっ
て汚染された物（以下「核燃料物
質等」という。）を限定された区
域に閉じ込める機能を保持する
ように設置されたものでなけれ
ばならない。① 

【濃縮の記載と同様の趣旨となる該当
部抜粋】 
(2) グローブボックス等の閉じ込めに
係る設計方針 
グローブボックス等は，グローブボッ
クス排気設備により負圧に維持し，オ
ープンポートボックス及びフードは，
グローブボックス排気設備により開口
部からの空気流入風速を確保する設計
とする。⑥，⑥-1 
 

21
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10 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOX の基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 d.放射性物質の逆流防止に係る設計方
針 
 
 
 
 
 
放射性物質を気体又は液体で扱う系統
及び機器に，放射性物質を含まない系統
及び機器を接続する必要がある場合は，
逆止弁を設ける等，放射性物質の逆流に
より，放射性物質が拡散しない設計とす
る。② 
 
 
 
 
 

変更区分：(1) 
・項目構成の変更 
 
 
 
 
変更区分：(1) 
・「閉込-25，44」から
本項へ記載を移動
するとともに，「閉
込-25」が「閉込-44」
を包含する記載で
あることから，統合
する。 

 
 

 
 
 
 
 

閉込-28 

【移動元の記載】 
＜閉込-25＞ 
・放射性物質を気体又は液体で扱う系
統及び機器に，放射性物質を含まない
系統及び機器を接続する必要がある場
合は，逆止弁を設ける等，放射性物質
の逆流により，放射性物質が拡散しな
い設計とする。② 
 
＜閉込-44＞ 
・機器及び配管に接続する核燃料物質
等を含まない液体を導く配管は逆止弁
等により逆流を防止する構造とする。
② 

～【再掲】～ 
（閉じ込めの機能） 
第十条 安全機能を有する施設
は、次に掲げるところにより、核
燃料物質又は核燃料物質によっ
て汚染された物（以下「核燃料物
質等」という。）を限定された区
域に閉じ込める機能を保持する
ように設置されたものでなけれ
ばならない。① 
一 流体状の核燃料物質等を内

包する容器又は管に核燃料
物質等を含まない流体を導
く管を接続する場合には、
流体状の核燃料物質等が核
燃料物質等を含まない流体
を導く管に逆流するおそれ
がない構造であること。② 

～【再掲】～ 
〔事業許可基準規則の解釈〕 
第４条（閉じ込めの機能）  
２ 第４条に規定する「閉じ込め

ることができる」とは、以下
の各号 に掲げるものをい
う。 
一 放射性物質を収納する系

統及び機器は、放射性物
質の漏えいを防止できる
設計であること。また、
内包する物質の種類に応
じて適切な腐食対策が講
じられていること。⑫ 

 
三 放射性物質を気体又は

液体で扱う系統及び機
器は、放射性物質の逆流
により、放射性物質が拡
散しない設計であるこ
と。換気設備においても
同様である。② 

五 設計基準事故時におい
ても可能な限り負圧維
持、漏えい防止及び逆流
防止の機能が確保され
るよう設計されており、
設計基準事故時におい
て、公衆に対して著しい
放射線被ばくのリスク
を与えないよう、事故に
起因して環境に放出さ
れる放射性物質の量を
低減させる機能を有す
る設計であること。⑭ 

 

【濃縮の記載と同様の趣旨となる該
当部抜粋】 
(3) 核燃料物質等の漏えいに対する
措置等に係る設計方針 
核燃料物質等を限定された区域に

適切に閉じ込めるため，核燃料物質等
の漏えいに対する措置等として，以下
の設計を講じる。 
(a)核燃料物質等を取り扱う設備は，
内包する物質の種類に応じて適切な
腐食対策を講じる設計とする。⑫ 
 
(b)液体廃棄物を内包する系統及び機
器は，溶接，フランジ又は継手で接続
する構造により核燃料物質等が漏え
いし難い設計とする。⑫ 
 
(c)核燃料物質等を取り扱う設備は，
核燃料物質等を含まない流体を取り
扱う設備への核燃料物質等の逆流に
より核燃料物質等を拡散しない設計
とする。② 
なお，核燃料物質等を取り扱う設備の
うち，気体廃棄物を取り扱う設備の逆
流防止に係る設計方針については，第
2 章 個別項目の「5.2 換気設備」に
示す。 
 
(e)MOX 粉末を取り扱うグローブボッ
クスを循環する経路は，基準地震動Ss
による地震力に対して，経路が維持で
きる設計とする。⑭ 
なお，MOX 粉末を取り扱うグローブボ
ックスを循環する経路に係る設計方
針については，第 2 章 個別項目の
「5.2 換気設備」に示す。 

【濃縮との相違について】 

MOX において，機器及び配管で閉じ
込める設備は，換気設備であること
から，「第 23 条換気設備」にて，換
気設備における閉じ込めについて
展開する。液体状の放射性物質取り
扱う設備は，グローブボックス等以
降の項目で展開することとし，漏え
いし難い構造について，逆流防止と
合わせて展開する構成に見直す。 
 
＜項目修正案＞ 
 (2) 核燃料物質等の漏えいに対
する措置等にかかる設計方針 
d. 流体状の放射性物質の漏えい
し難い構造，逆流防止 
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11 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOX の基本設計方針 

※順不同
№ 

再整理前 再整理後 
4.1.2 漏えい検知及び漏えい拡大防止
並びに影響軽減 

ウランを内包する設備及び機器から放
射性物質が漏えいした場合に，その漏え
いを検知できる設計とし，漏えいの拡大
を防止するためのインターロックの設
置，運転員による漏えい対処等により可
能な限り放射性物質を建屋内に閉じ込め
る設計とする。③，③-1，⑭ 

 
 
 
 

 
 
 
 

(3) 核燃料物質等の漏えい拡大防止に
係る設計方針 
a.ウランを内包する設備及び機器から
の漏えい発生時における検知及び拡大
防止等に係る設計方針
ウランを内包する設備及び機器から放
射性物質が漏えいした場合の検知及び
拡大防止に係る設計方針について以下
に示す。
また，漏えいが発生した場合に従事者を
UF6から保護する設計方針についても本項
にて示す。

・ウランを内包する設備及び機器から放
射性物質が漏えいした場合に，その漏え
いを検知できる設計とし，漏えいの拡大
を防止するためのインターロックの設
置，運転員による漏えい対処等により可
能な限り放射性物質を建屋内に閉じ込め
る設計とする。③，③-1，⑭

変更区分：(1) 
・項目構成の変更

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉込-29 

～再整理後記載内容の補足～ 
従事者保護の整理については，漏えいした場合においても従
事者を保護するという趣旨から，（3）項において整理する
こととし，冒頭のリード文において従事者保護の内容も示す
旨を追記。 
（記載は閉込-38～41） 

～【再掲】～ 
（閉じ込めの機能）  
第四条 安全機能を有する施設
は、放射性物質を限定された区
域に適 切に閉じ込めることが
できるものでなければならな
い。① 

〔事業許可基準規則の解釈〕 
第４条（閉じ込めの機能）  
１ 第４条に規定する「限定され

た区域に適切に閉じ込める」
とは、放射性物質を系統、機
器等に閉じ込めること、又は
漏えいした場合においても、
系統若しくは機器を収納す
るグローブボックス、 構築
物等の内に保持することを
いう。① 

〔事業許可基準規則の解釈〕 
第４条（閉じ込めの機能）  
２ 第４条に規定する「閉じ込め

ることができる」とは、以下
の各号 に掲げるものをい
う。 
二 放射性物質が漏えいし

た場合に、その漏えいを
検知することができる
こと。検知された漏えい
の拡大を防止すること
ができること。③-1，④
-1，⑤-1，⑦-1，⑨-1 

四 排気設備には、フィルタ
等の放射性物質を除去
するための設備が適切
に設けられていること。
⑬ 

五 設計基準事故時におい
ても可能な限り負圧維
持、漏えい防止及び逆流
防止の機能が確保され
るよう設計されており、
設計基準事故時におい
て、公衆に対して著しい
放射線被ばくのリスク
を与えないよう、事故に
起因して環境に放出さ
れる放射性物質の量を
低減させる機能を有す
る設計であること。⑭ 

～【再掲】～ 
（閉じ込めの機能） 
第十条 安全機能を有する施設
は、次に掲げるところにより、核
燃料物質又は核燃料物質によっ
て汚染された物（以下「核燃料物
質等」という。）を限定された区
域に閉じ込める機能を保持する
ように設置されたものでなけれ
ばならない。① 

二 六ふっ化ウランを取り扱う
設備であって、六ふっ化ウ
ランが著しく漏えいするお
それがあるものは、漏えい
の拡大を適切に防止し得る
構造であること。③

六 プルトニウム等を取り扱う
室（保管廃棄する室を除
く。）及び核燃料物質等によ
る汚染の発生のおそれがあ
る室は、その内部を負圧状
態に維持し得るものである
こと。⑦ 

新規追加 

【濃縮との相違について】 

核燃料物質等の漏えいの拡大防止にかかる設
計方針であり，施設の特徴による相違であるこ
とから記載の趣旨は同じである。 
記載の項目を濃縮と同様に見直す。 

＜項目修正案＞ 
(3) 核燃料物質等の漏えい拡大防止に係る設
計方針
a. 気体状の放射性物質の漏えいの拡大防止

【濃縮の記載と同様の趣旨となる該当
部抜粋】 
(4) 核燃料物質等の漏えい拡大防止に
係る設計方針
核燃料物質等が漏えいした場合におい
ても，工程室(非密封の MOX を取り扱う
設備・機器を収納するグローブボック
ス等を直接収納する部屋及び当該部屋
から廊下への汚染拡大防止を目的とし
て設ける部屋並びにそれらの部屋を介
してのみ出入りする部屋をいう。以下
同じ。)及び燃料加工建屋内に保持する
ことができる設計とする。①

工程室は工程室排気設備，燃料加工建
屋は建屋排気設備にて排気し，燃料加
工建屋，工程室，グローブボックス等の
順に負圧を低くすることで，核燃料物
質等の漏えいの拡大を防止する設計と
する。⑦，⑦-1 
なお，負圧順序の達成に必要な起動順
序に係る設計方針については，第 2 章 
個別項目の「5.2 換気設備」に示す。 

(5) その他の閉じ込めに係る設計方針
グローブボックス排気設備，工程室排
気設備及び建屋排気設備は，以下の設
計を講じる。
(a)排風機は予備機を設け，故障した場
合には自動的に予備機に切り替わる設
計とする。⑦，⑦-1
なお，故障時の排風機の切り替えによ
る核燃料物質等の漏えい防止及び漏え
い拡大防止に係る設計方針について
は，第 2 章 個別項目の「5.2 換気設
備」に示す。
b.核燃料物質等の形態及び取扱量に応
じた段数の高性能エアフィルタを設け
る設計とすることで，周辺環境に放出
される核燃料物質等の量を合理的に達
成できる限り少なくするとともに，設
計基準事故時においても可能な限り負
圧維持，漏えい防止及び逆流防止の機
能が確保される設計とし，公衆に対し
て著しい放射線被ばくのリスクを与え
ないよう，事故に起因して環境に放出
される核燃料物質等の放出量を低減す
る設計とする。⑬，⑭
なお，高性能エアフィルタの段数に係

る設計方針については，第 2 章 個別
項目の「5.1 放射性廃棄物の廃棄施設の
基本設計方針」の「5.1.1 気体廃棄物の
廃棄設備」に示す。 

【事業許可基準規則の解釈（左記の続き）】 
七 上記一から五までの規定に加え、ウラン

加工施設においては、以下に掲げる設計
上の対策が講じられていること。 

⑦ 六ふっ化ウランを取り扱う設備であ
って、六ふっ化ウランが著しく漏え
いするおそれがあるものは、漏えい
の拡大を適切に防止し得る構造であ
ること。③
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事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOX の基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・均質槽は密封状態で使用し，中間製品
容器等からのUF6の漏えいが発生した場合
でも，UF6を均質槽内に閉じ込めることの
できる設計とする。③ 
均質槽の扉開放時は，工程用モニタによ
り槽内にUF6の漏えいがないことを確認す
ることを加工施設保安規定に定めて管理
する。③ 
 

変更区分：(1) 
・「閉込-17,18」を本項
に統合する。 

 

 閉込-30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・液化操作時に大気圧以上の圧力となる
中間製品容器は耐圧気密性を有する均質
槽に収納するとともに，中間製品容器と
接続する高圧配管部は当該配管を覆うカ
バー（以下「配管カバー」という。）を
設置する設計とする。③ 

変更区分：(1) 
・「閉込-8」から本項に

記載を移動する。 

 閉込-31 

・UF6の漏えい対策として，前記のとおり
均質槽の液化操作において，大気圧以上
の圧力で UF6 を取り扱う配管部には，配
管カバーを設けるとともに，配管カバー
の排気系に工程用モニタ及び局所排気
設備を設け，UF6が漏えいした場合に，工
程用モニタにより早期に検知し，警報を
発するとともに，自動的に緊急遮断弁及
び局所排気系ダクトのダンパを閉止し
て，UF6 を配管カバー及びその排気系統
内に閉じ込める設計とする。なお，均質
槽及びサンプル小分け装置の加熱を停
止する工程用モニタHF濃度高によるUF6
漏えい拡大防止のインターロックを設
け，排気が工程用モニタからダンパに到
達する時間は，ダンパの切り替えに要す
る時間より十分長くなる排気風速とダ
クト長とすることにより，UF6 を配管カ
バー及びその排気系統内に閉じ込める
設計とする。③，③-1,  ⑭ 
前述の設備のうち，工程用モニタ，緊急
遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパを
多重化することにより十分な信頼性を有
する設計とする。③，③-1 

・UF6の漏えい対策として，前記のとおり
均質槽の液化操作において，大気圧以上
の圧力で UF6 を取り扱う配管部には，配
管カバーを設けるとともに，配管カバー
の排気系に工程用モニタ及び局所排気
設備を設け，UF6が漏えいした場合に，工
程用モニタにより早期に検知し，警報を
発するとともに，自動的に緊急遮断弁及
び局所排気系ダクトのダンパを閉止し
て，UF6 を配管カバー及びその排気系統
内に閉じ込める設計とする。なお，均質
槽及びサンプル小分け装置の加熱を停
止する工程用モニタHF濃度高によるUF6
漏えい拡大防止のインターロックを設
け，排気が工程用モニタからダンパに到
達する時間は，ダンパの切り替えに要す
る時間より十分長くなる排気風速とダ
クト長とすることにより，UF6 を配管カ
バー及びその排気系統内に閉じ込める
設計とする。③，③-1,  ⑭ 
前述の設備のうち，工程用モニタ，緊急
遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパ
を多重化することにより十分な信頼性
を有する設計とする。③，③-1 
なお，漏えい検知及び漏えい拡大防止の
インターロックに係る設計方針につい
ては，第 1 章 共通項目の「8.3 警報
設備等」に示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
変更区分：(2) 
・「閉込-1」からの展
開。なお，記載程度
は骨子のみとし，具
体については，イン
ターロックの項に
て展開する。 

 閉込-32 

【移動元の記載】 
＜閉込-17＞ 
・均質槽は密封状態で使用し，中間製
品容器等からの UF6 の漏えいが発生し
た場合でも，UF6を均質槽内に閉じ込め
ることのできる設計とする。③ 
 
＜閉込-18＞ 
均質槽の扉開放時は，工程用モニタに
より槽内に UF6の漏えいがないことを
確認することを加工施設保安規定に定
めて管理する。③ 

～【再掲】～ 
〔事業許可基準規則の解釈〕 
第４条（閉じ込めの機能）  
２ 第４条に規定する「閉じ込め

ることができる」とは、以下
の各号 に掲げるものをい
う。 
二 放射性物質が漏えいし

た場合に、その漏えいを
検知することができる
こと。検知された漏えい
の拡大を防止すること
ができること。③-1, ④
-1, ⑤-1，⑦-1，⑨-1 

 
五 設計基準事故時におい

ても可能な限り負圧維
持、漏えい防止及び逆流
防止の機能が確保され
るよう設計されており、
設計基準事故時におい
て、公衆に対して著しい
放射線被ばくのリスク
を与えないよう、事故に
起因して環境に放出さ
れる放射性物質の量を
低減させる機能を有す
る設計であること。⑭ 

 
七 上記一から五までの規

定に加え、ウラン加工施
設においては、以下に掲
げる設計上の対策が講
じられていること。 
⑦ 六ふっ化ウランを取

り扱う設備であっ
て、六ふっ化ウラン
が著しく漏えいする
おそれがあるもの
は、漏えいの拡大を
適切に防止し得る構
造であること。③ 

 

～【再掲】～ 
（閉じ込めの機能） 
第十条 安全機能を有する施設
は、次に掲げるところにより、核
燃料物質又は核燃料物質によっ
て汚染された物（以下「核燃料物
質等」という。）を限定された区
域に閉じ込める機能を保持する
ように設置されたものでなけれ
ばならない。① 
 
二 六ふっ化ウランを取り扱う

設備であって、六ふっ化ウ
ランが著しく漏えいするお
それがあるものは、漏えい
の拡大を適切に防止し得る
構造であること。③ 

 
六 プルトニウム等を取り扱う

室（保管廃棄する室を除
く。）及び核燃料物質等に
よる汚染の発生のおそれが
ある室は、その内部を負圧
状態に維持し得るものであ
ること。⑦ 

 

【移動元の記載】 
＜閉込-8＞ 
液化操作時に大気圧以上の圧力となる
中間製品容器は耐圧気密性を有する均
質槽に収納するとともに，中間製品容
器と接続する高圧配管部は当該配管を
覆うカバー（以下「配管カバー」とい
う。）を設置する設計とする。③ 
 

【濃縮の記載と同様の趣旨となる該当
部抜粋】 
(4) 核燃料物質等の漏えい拡大防止
に係る設計方針 
グローブボックス等から核燃料物質等
が漏えいした場合又はそのおそれがあ
る場合に，建屋内及び工程室内はダス
トモニタ，エアスニファ及び放射線サ
ーベイ機器により漏えいを検知できる
よう，放射線監視設備を設ける設計と
する。また，MOX 燃料加工施設から周辺
環境へ放射性気体廃棄物を放出する排
気筒には，MOX 燃料加工施設外への核燃
料物質等の漏えいを検知できるよう，
排気モニタを設置する設計とする。 
なお，放射線監視設備に係る設計方針
については，第 2 章 個別項目の「6.
放射線管理施設」に示す。⑦，⑦-1 

【濃縮との相違について】 

左記の内容は濃縮特有であるため、
MOX への展開はない。 

【移動元の記載】 
＜閉込-1 より該当部のみ抜粋＞ 
「第十条 閉じ込めの機能」に関する
インターロックについては「第十八条 
警報設備等」の基本設計方針に基づく
設計とする。 
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事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOX の基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
  ・UF6の液化を行う均質槽の槽数を，プラ

ント規模（分離作業能力 450 tSWU/y）に
応じて 6 基から 1 基に減ずることによ
り，UF6 が漏えいした場合の漏えい量の
低減を図る。当該事項を加工施設保安規
定に定めて管理する。③ 

 変更区分：（1） 
・項目構成の変更に併
せて記載位置を「閉
込-35」に移動する。 

 

 閉込-33 

・均質槽及び配管カバーの外側には，更
にこれらを囲うカバー（以下「防護カバ
ー」という。）を設置するとともに，UF6
を取り扱う配管等は，防護カバー，配管
カバー，保温材等により覆われていない
部分から UF6 が直に漏えいしないよう，
間仕切り板，カバー又はシート（以下「カ
バー等」という。）を施工し，UF6の漏え
い時に，従事者が UF6及び HF に直接暴露
されることを防止する設計とする。③ 
 

・均質槽及び配管カバーの外側には，更
にこれらを囲うカバー（以下「防護カバ
ー」という。）を設置するとともに，UF6
を取り扱う配管等は，防護カバー，配管
カバー，保温材等により覆われていない
部分から UF6 が直に漏えいしないよう，
間仕切り板，カバー又はシート（以下「カ
バー等」という。）を施工し，UF6の漏え
い時に，従事者が UF6及び HF に直接暴露
されることを防止する設計とする。③ 
 

  閉込-34 

 ・UF6の液化を行う均質槽の槽数を，プラ
ント規模（分離作業能力 450 tSWU/y）に
応じて 6 基から 1 基に減ずることによ
り，UF6 が漏えいした場合の漏えい量の
低減を図る。当該事項を加工施設保安規
定に定めて管理する。③ 
 
 
 

変更区分：(1) 
・「閉込-33」から本項
に記載を移動する。 

 閉込-35 

 ・地震等の本施設へ影響を及ぼす可能性
がある自然現象が発生又は発生が予測
される場合は，運転を停止することを加
工施設保安規定に定めて管理する。③ 

変更区分：(1) 
・「閉込-20」から本項
に記載を移動する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 閉込-36 

 ・ 万一，均質槽から UF6が漏えいした場
合に備え，化学防護服，除染用具，薬品，
車輪付き担架等の必要な資機材等を配
備する。当該事項を加工施設保安規定に
定めて管理する。③ 
 
 
 
 

変更区分：(1) 
・「閉込-42」から本項
に記載を移動する。 

 閉込-37 

記載場所を移動する。 

【移動元の記載】 
＜閉込-33＞ 
・UF6の液化を行う均質槽の槽数を，プ
ラント規模（分離作業能力450 tSWU/y）
に応じて 6 基から 1 基に減ずることに
より，UF6が漏えいした場合の漏えい量
の低減を図る。当該事項を加工施設保
安規定に定めて管理する。③ 

【移動元の記載】 
＜閉込-42＞ 
・万一，均質槽から UF6 が漏えいした
場合に備え，化学防護服，除染用具，
薬品，車輪付き担架等の必要な資機材
等を配備する。当該事項を加工施設保
安規定に定めて管理する。③ 

～【再掲】～ 
〔事業許可基準規則の解釈〕 
第４条（閉じ込めの機能）  
２ 第４条に規定する「閉じ込め

ることができる」とは、以下
の各号 に掲げるものをい
う。 
二 放射性物質が漏えいした

場合に、その漏えいを検
知することができるこ
と。検知された漏えいの
拡大を防止することがで
きること。③-1, ④-1, 
⑤-1，⑦-1，⑨-1 

 
七 上記一から五までの規

定に加え、ウラン加工施
設においては、以下に掲
げる設計上の対策が講
じられていること。 
⑦ 六ふっ化ウランを取

り扱う設備であっ
て、六ふっ化ウラン
が著しく漏えいする
おそれがあるもの
は、漏えいの拡大を
適切に防止し得る構
造であること。③ 

 

 

～【再掲】～ 
（閉じ込めの機能） 
第十条 安全機能を有する施設
は、次に掲げるところにより、核
燃料物質又は核燃料物質によっ
て汚染された物（以下「核燃料物
質等」という。）を限定された区
域に閉じ込める機能を保持する
ように設置されたものでなけれ
ばならない。① 
 
二 六ふっ化ウランを取り扱う

設備であって、六ふっ化ウ
ランが著しく漏えいするお
それがあるものは、漏えい
の拡大を適切に防止し得る
構造であること。③ 

 
六 プルトニウム等を取り扱う

室（保管廃棄する室を除
く。）及び核燃料物質等によ
る汚染の発生のおそれがあ
る室は、その内部を負圧状
態に維持し得るものである
こと。⑦ 

【移動元の記載】 
＜閉込-20＞ 
・地震等の本施設へ影響を及ぼす可能
性がある自然現象が発生又は発生が予
測される場合は，運転を停止すること
を加工施設保安規定に定めて管理す
る。③ 

【濃縮の記載と同様の趣旨となる該当
部抜粋】 
(4) 核燃料物質等の漏えい拡大防止
に係る設計方針 
グローブボックス等から核燃料物質等
が漏えいした場合は，気体廃棄物の廃
棄設備の給気設備等の停止を含まない
加工工程のうち任意の工程の停止(以
下「工程停止」という。)，気体廃棄物
の廃棄設備の建屋排風機，工程室排風
機，送風機及び窒素循環ファン並びに
非管理区域換気空調設備(以下「送排風
機」という。)を停止する措置等により
漏えいの拡大を防止することを保安規
定に定めて，管理する。⑦-1 

【濃縮との相違について】 

左記の内容は濃縮特有であるため、
MOX への展開はない。 

【濃縮との相違について】 

左記の内容は濃縮特有であるため、
MOX への展開はない。 
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別紙１-２ 

14 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOX の基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
  ・工事等において作業場所に近接する

UF6 を内包する機器，配管の損傷を防止
する措置を講じて UF6 の漏えいによる従
事者の直接暴露を防止する。また，現場
作業時に早期に UF6 の漏えいを検知して
従事者が速やかに退避できる措置（可搬
式の HF 検知警報装置を携帯）を講じる。
当該事項を加工施設保安規定に定めて
管理する。③，③-1 

・工事等において作業場所に近接する
UF6 を内包する機器，配管の損傷を防止
する措置を講じて UF6 の漏えいによる従
事者の直接暴露を防止する。また，現場
作業時に早期に UF6 の漏えいを検知して
従事者が速やかに退避できる措置（可搬
式の HF 検知警報装置を携帯）を講じる。
当該事項を加工施設保安規定に定めて
管理する。③，③-1 
 

  閉込-38 

・地震の発生を検知して警報を発し，速
やかに従事者が退避することができる
ように警報装置を設ける。③ 

・UF6 を大気圧以上で取扱う均質槽が設
置されている 2 号発回均質室には，地震
の発生を検知して警報を発し，速やかに
従事者が退避することができるように
警報装置を設ける。③ 

変更区分：- 
・設置場所に係る記載
の明確化。 

 閉込-39 

・UF6 の漏えいが発生した際の従事者の
避難について，UF6又は UO2F2に被ばく又
は HF に暴露しにくい場所に退避経路及
び一時退避エリアをあらかじめ設定す
る。当該事項を加工施設保安規定に定め
て管理する。③ 

・UF6 の漏えいが発生した際の従事者の
避難について，UF6又は UO2F2に被ばく又
は HF に暴露しにくい場所に退避経路及
び一時退避エリアをあらかじめ設定す
る。当該事項を加工施設保安規定に定め
て管理する。③ 

  閉込-40 

・2 号発回均質室の均質槽周りの漏えい
状況及び従事者の退避状況を確認する
ための監視カメラを配備する。当該事項
を加工施設保安規定に定めて管理する。
③ 
 

・2 号発回均質室の均質槽周りの漏えい
状況及び従事者の退避状況を確認する
ための監視カメラを配備する。当該事項
を加工施設保安規定に定めて管理する。
③ 
 

  閉込-41 

・万一，均質槽から UF6 が漏えいした場
合に備え，化学防護服，除染用具，薬品，
車輪付き担架等の必要な資機材等を配
備する。当該事項を加工施設保安規定に
定めて管理する。③ 
 

 変更区分：（1） 
・記載位置を「閉込-
37」に移動する。 

 

 閉込-42 

記載場所を移動する。 

～【再掲】～ 
〔事業許可基準規則の解釈〕 
第４条（閉じ込めの機能）  
２ 第４条に規定する「閉じ込め

ることができる」とは、以下
の各号 に掲げるものをい
う。 
 
二 放射性物質が漏えいし

た場合に、その漏えいを
検知することができる
こと。検知された漏えい
の拡大を防止すること
ができること。③-1, ④-
1, ⑤-1，⑦-1，⑨-1 

 
七 上記一から五までの規

定に加え、ウラン加工施
設においては、以下に掲
げる設計上の対策が講
じられていること。 
⑦ 六ふっ化ウランを取

り扱う設備であっ
て、六ふっ化ウラン
が著しく漏えいする
おそれがあるもの
は、漏えいの拡大を
適切に防止し得る構
造であること。③ 

 

～【再掲】～ 
（閉じ込めの機能） 
第十条 安全機能を有する施設
は、次に掲げるところにより、核
燃料物質又は核燃料物質によっ
て汚染された物（以下「核燃料物
質等」という。）を限定された区
域に閉じ込める機能を保持する
ように設置されたものでなけれ
ばならない。① 
 
二 六ふっ化ウランを取り扱う

設備であって、六ふっ化ウ
ランが著しく漏えいするお
それがあるものは、漏えい
の拡大を適切に防止し得る
構造であること。③ 

【濃縮との相違について】 

左記の内容は濃縮特有であるため、
MOX への展開はない。 
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15 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOX の基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七 上記一から五までの規定に
加え、ウラン加工施設にお
いては、以下に掲げる設計
上の対策が講じられている
こと。 
④ 第１種管理区域におい

て、内部の床・壁の表面
はウランが浸透しにく
く、除染が容易で、腐食
しにくい材料で仕上げ
ること。⑧-2, ⑪-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七 液体状の核燃料物質等を取

り扱う設備が設置される施設
（液体状の核燃料物質等の漏
えいが拡大するおそれがある
部分に限る。）は、次に掲げ
るところによるものであるこ
と。 

 
イ 施設内部の床面及び壁面

は、液体状の核燃料物質
等が漏えいし難いもので
あること。⑧ 

 
ロ 液体状の核燃料物質等を

取り扱う設備の周辺部又は
施設外に通ずる出入口若し
くはその周辺部には、液体
状の核燃料物質等が施設外
へ漏えいすることを防止す
るための堰が設置されてい
ること。ただし、施設内部
の床面が隣接する施設の床
面又は地表面より低い場合
であって、液体状の核燃料
物質等が施設外へ漏えいす
るおそれがないときは、こ
の限りでない。⑨ 

4.1.4 液体廃棄物の漏えい防止 
 
 
 
 
 
管理廃水処理設備の貯槽類は，廃水の漏
えいを防止するとともに，万一，漏えい
した場合でも，漏えいの拡大を防止する
設計とする。⑨-1，⑫ 
 
 
 

b.液体状の放射性物質の施設外への漏
えいの拡大防止に係る設計方針 
液体状の放射性物質を取り扱う設備と
して，液体廃棄物の廃棄施設に係る設計
方針を以下に示す。 
 
・管理廃水処理設備の貯槽類は，廃水の
漏えいを防止するとともに，万一，漏え
いした場合でも，漏えいの拡大を防止す
る設計とする。⑨-1，⑫ 

変更区分：(1) 
・項目構成の変更 
 
 
 
変更区分：(1) 
・記載の一部に漏えい
の発生防止に係る
内容があることか
ら，記載の一部を
「閉込-23」へ移動
する。 

 
 

閉込-43 

・機器及び配管に接続する核燃料物質等
を含まない液体を導く配管は逆止弁等
により逆流を防止する構造とする。② 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 変更区分：(1) 
・逆流防止に係る設計
方針であることか
ら，「閉込-28」に記
載を移動する。 

 閉込-44 

 
 
 
 
 
 
 
 

・貯槽類の周辺及び IF5 の保管場所の周
辺の床の全面及び汚染のおそれのある
範囲の壁を樹脂塗装等により平滑に仕
上げ，除染しやすい構造とする。⑧，⑧
-2 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更区分：(1) 
・「閉込-47」から本項
に記載を移動する。 

【濃縮の記載と同様の趣旨となる該当
部抜粋】 
(4) 核燃料物質等の漏えい拡大防止に
係る設計方針 
液体廃棄物を内包する貯槽等から廃液
が漏えいした場合，漏えい検知器により
検知し，警報を発する設計とするととも
に，貯槽等に内包される廃液の全量に対
して，堰等により漏えいの拡大を防止す
る設計とする。⑧，⑨ 
なお，漏えい拡大防止に係る漏えい検知
器の設計方針については，第 2 章 個別
項目の「7.4 その他の主要な事項」の
「7.4.2 警報関連設備」に示す。 

閉込-45 

・床上設置の貯槽類の周辺には必要に応
じて堰を設ける。また，IF5の保管場所の
周辺には，堰等を設ける。⑨ 
 

・床上設置の貯槽類の周辺には必要に応
じて堰を設ける。また，IF5の保管場所の
周辺には，堰等を設ける。⑨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 閉込-46 

記載場所を移動する。 

～【再掲】～ 
（閉じ込めの機能） 
第十条 安全機能を有する施設
は、次に掲げるところにより、核
燃料物質又は核燃料物質によっ
て汚染された物（以下「核燃料物
質等」という。）を限定された区
域に閉じ込める機能を保持する
ように設置されたものでなけれ
ばならない。① 
 
一 流体状の核燃料物質等を内

包する容器又は管に核燃料
物質等を含まない流体を導
く管を接続する場合には、
流体状の核燃料物質等が核
燃料物質等を含まない流体
を導く管に逆流するおそれ
がない構造であること。② 

 

～【再掲】～ 
〔事業許可基準規則の解釈〕 
２ 第４条に規定する「閉じ込め

ることができる」とは、以下
の各号 に掲げるものをい
う。 
一 放射性物質を収納する系

統及び機器は、放射性物
質の漏えいを防止できる
設計であること。また、
内包する物質の種類に応
じて適切な腐食対策が講
じられていること。⑫ 

二 放射性物質が漏えいし
た場合に、その漏えいを
検知することができる
こと。検知された漏えい
の拡大を防止すること
ができること。③-1, ④-
1, ⑤-1，⑦-1，⑨-1 

三 放射性物質を気体又は
液体で扱う系統及び機
器は、放射性物質の逆流
により、放射性物質が拡
散しない設計であるこ
と。換気設備においても
同様である。② 

【移動元の記載】 
＜閉込-47＞ 
・貯槽類の周辺及び IF5 の保管場所の
周辺の床の全面及び汚染のおそれのあ
る範囲の壁を樹脂塗装等により平滑に
仕上げ，除染しやすい構造とする。⑧，
⑧-2 

【MOX との相違について】 
技術基準規則第七号において、「液体状の核燃料物質等の漏えいが拡大するおそれがある部分
に限る。」とされており，MOX は液体廃棄物が漏えいした場合の検知及び警報について記載し
ている。一方，濃縮の場合は液体廃棄物が貯槽類から溢れないようインターロックを設けてい
ることから，「(2)核燃料物質等の漏えいに対する措置等に係る設計方針」に記載することと
し，本項では施設外への漏えいを防止する設計として，堰等を設けることについて記載する。 
 
＜閉込-23＞ 

・放射性液体廃棄物を取扱う管理廃水処理設備の貯槽類は，必要に応じて廃水液面が槽上端を超えない範囲で警報を発す

るとともに，送液側のポンプの停止又は供給弁の閉止による受入れ停止のインターロックまたは連通管の設置により，放

射性物質の漏えいを防止する設計とする。⑫ 

 なお，インターロックの設計方針については，第 1 章 共通項目の「8.3 警報設備等」に示す。 

【濃縮との相違について】 

左記の内容は濃縮特有であるため，
MOX への展開はない。 
なお，記載の項目については，濃縮
と同様に見直す。 
 
＜項目修正案＞ 
(3) 核燃料物質等の漏えい拡大防
止に係る設計方針 
b. 液体状の放射性物質の施設外へ
の漏えいの拡大防止 

27



別紙１-２ 

16 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOX の基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・貯槽類の周辺及び IF5 の保管場所の周
辺の床の全面及び汚染のおそれのある
範囲の壁を樹脂塗装等により平滑に仕
上げ，除染しやすい構造とする。⑧，⑧
-2 

 変更区分：(1) 
・「閉込-45」に記載を
移動する。（技術基
準規則の記載順を
踏まえた適正化。） 

 閉込-47 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七 液体状の核燃料物質等を取

り扱う設備が設置される施
設（液体状の核燃料物質等
の漏えいが拡大するおそれ
がある部分に限る。）は、
次に掲げるところによるも
のであること。 

 
ハ 工場等の外に排水を排

出する排水路（湧水に
係るものであって核燃
料物質等により汚染す
るおそれがある管理区
域内に開口部がないも
のを除く。）の上に施
設の床面がないように
すること。ただし、当
該排水路に核燃料物質
等により汚染された排
水を安全に廃棄する設
備及び第十九条第二号
に掲げる事項を計測す
る設備が設置されてい
る場合は、この限りで
ない。⑩ 

・事業所外へ管理されない排水を排出す
る排水路の上に施設の床面がないよう
にする。①，⑩ 
 

・本施設の床面下には、事業所外へに管
理されない排水を排出する排水路の上
に施設の床面がないようにを設置しな
い設計とする。①，⑩ 
 

変更区分：- 
・記載の適正化 

【濃縮の記載と同様の趣旨となる該当
部抜粋】 
(5) その他の閉じ込めに係る設計方針 
燃料加工建屋の床面下には，敷地外に管
理されずに排出される排水が流れる排
水路を設置しない設計とする。①，⑩ 
 

閉込-48 

～【再掲】～ 
〔事業許可基準規則の解釈〕 
第４条（閉じ込めの機能）  
２ 第４条に規定する「閉じ込め

ることができる」とは、以下
の各号 に掲げるものをい
う。 
七 上記一から五までの規

定に加え、ウラン加工施
設においては、以下に掲
げる設計上の対策が講
じられていること。 
④ 第１種管理区域にお

いて、内部の床・壁
の表面はウランが浸
透しにくく、除染が
容易で、腐食しにく
い材料で仕上げるこ
と。⑧-2, ⑪-2 

～【再掲】～ 
七 液体状の核燃料物質等を取

り扱う設備が設置される施
設（液体状の核燃料物質等
の漏えいが拡大するおそれ
がある部分に限る。）は、
次に掲げるところによるも
のであること。 
イ 施設内部の床面及び壁

面は、液体状の核燃料
物質等が漏えいし難い
ものであること。⑧ 

 

記載場所を移動する。 

～【再掲】～ 
（閉じ込めの機能） 
第十条 安全機能を有する施設
は、次に掲げるところにより、核
燃料物質又は核燃料物質によっ
て汚染された物（以下「核燃料物
質等」という。）を限定された区
域に閉じ込める機能を保持する
ように設置されたものでなけれ
ばならない。① 

～【再掲】～ 
（閉じ込めの機能）  
第四条 安全機能を有する施設
は、放射性物質を限定された区
域に適 切に閉じ込めることが
できるものでなければならな
い。①  
 
〔事業許可基準規則の解釈〕 
第４条（閉じ込めの機能）  
１ 第４条に規定する「限定され
た区域に適切に閉じ込める」と
は、放射性物質を系統、機器等
に閉じ込めること、又は漏えい
した場合においても、系統若し
くは機器を収納するグローブボ
ックス、 構築物等の内に保持す
ることをいう。① 

28



別紙１-２ 

17 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOX の基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.5 保守点検 
UF6 を取り扱う機器の分解，点検及び補
修のために室内への飛散防止用の除染
ハウスを設ける。除染ハウス内では，当
該機器の残留 UF6 を除染設備の排気処理
装置により処理しながら作業を行う。⑫ 

 変更区分：(1) 
・漏えい防止に係る設
計であることから
「閉込-24」へ記載
を移動する。 

 閉込-49 

〔事業許可基準規則の解釈〕 
第４条（閉じ込めの機能） 
２ 第４条に規定する「閉じ込める
ことができる」とは、以下の各号 
に掲げるものをいう。 
 

六 上記一から五までの規定に
加え、プルトニウムを取り
扱う加工施設においては、
以下の各号に掲げる設計上
の対策が講じられているこ
と。 

⑤ 核燃料物質の飛散のおそれ
のある部屋の床・壁の表面
は、除染が容易で、腐食し
にくい材料で仕上げられて
いること。⑧-1,⑪-1 

 
七 上記一から五までの規定に

加え、ウラン加工施設にお
いては、以下に掲げる設計
上の対策が講じられている
こと。 

④ 第１種管理区域において、
内部の床・壁の表面はウラ
ンが浸透しにくく、除染が
容易で、腐食しにくい材料
で仕上げること。⑧-2,⑪-
2 

 

（核燃料物質等による汚染の防
止） 
第二十一条 加工施設のうち人が
頻繁に出入りする建物内部の壁、
床その他の部分であって、核燃料
物質等により汚染されるおそれが
あり、かつ、人が触れるおそれが
あるものの表面は、核燃料物質等
による汚染を除去しやすいもので
なければならない。⑪ 

4.2 核燃料物質等による汚染の防止 
ウラン濃縮加工施設の第1種管理区域内
のうち，人が頻繁に出入りする建物内部
の壁，床その他の部分であって，核燃料
物質等により汚染されるおそれがあり，
かつ，人が触れるおそれがあるものの表
面は，万一の汚染が生じた場合でも，樹
脂塗装等により，核燃料物質等による汚
染を除去しやすい設計とする。⑪, ⑪-2 

4.2 核燃料物質等による汚染の防止 
ウラン濃縮加工施設の第1種管理区域内
のうち，人が頻繁に出入りする建物内部
の壁，床その他の部分であって，核燃料
物質等により汚染されるおそれがあり，
かつ，人が触れるおそれがあるものの表
面は，万一の汚染が生じた場合でも，樹
脂塗装等により，核燃料物質等による汚
染を除去しやすい設計とする。⑪, ⑪-2 
 

 4.2 核燃料物質等による汚染の防止 
核燃料物質等による汚染のおそれのあ
る部屋の床及び人が触れるおそれのあ
る壁の表面は，除染が容易で，腐食しに
くい樹脂系塗料等の材料によって仕上
げる設計とする。⑪, ⑪-1 
 
 

閉込-50 

記載場所を移動する。 

～【再掲】～ 
〔事業許可基準規則の解釈〕 
第４条（閉じ込めの機能）  
２ 第４条に規定する「閉じ込め

ることができる」とは、以下
の各号 に掲げるものをい
う。 
一 放射性物質を収納する系

統及び機器は、放射性物
質の漏えいを防止できる
設計であること。また、
内包する物質の種類に応
じて適切な腐食対策が講
じられていること。⑫ 

～再整理後記載内容の補足～ 
従前は保守点検の作業として記載していたが、除
染ハウス内で作業することで、限定された区域外
への漏えいを防止する趣旨の説明であるため、漏
えい防止の項において整理することとした。 
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18 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOX の基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四 液体状のプルトニウム等を取

り扱うグローブボックスは、
当該物質がグローブボックス
外に漏えいするおそれがない
構造であること。⑤ 

 
 
 

   (3) 核燃料物質等の漏えいに対する措
置等に係る設計方針 
d. 放射性物質を含む液体を取り扱う
グローブボックス及びオープンポート
ボックスは，貯槽等から放射性物質を含
む液体が漏えいした場合においても漏
えい検知器により検知し，警報を発する
設計とするとともに，グローブボックス
及びオープンポートボックス底部を漏
えい液受皿構造とすることにより，グロ
ーブボックス及びオープンポートボッ
クスに放射性物質を含む液体を閉じ込
めることで，放射性物質を含む液体がグ
ローブボックス及びオープンポートボ
ックス外に漏えいし難い設計とする。⑤ 
 
なお，グローブボックス及びオープンポ
ートボックスからの漏えい防止に係る
漏えい検知器の設計方針については，第
2 章 個別項目の「7.4 その他の主要な
事項」の「7.4.2 警報関連設備」に示す。 
 
 

閉込-51 
 

 

～【再掲】～ 
（閉じ込めの機能） 
第十条 安全機能を有する施設
は、次に掲げるところにより、核
燃料物質又は核燃料物質によっ
て汚染された物（以下「核燃料物
質等」という。）を限定された区
域に閉じ込める機能を保持する
ように設置されたものでなけれ
ばならない。① 
 

【MOX との相違について】 

右記の内容は，MOX 特有であるた

め，濃縮への展開はない。 
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1 

【警報設備等】 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
－ （警報設備等） 

第十八条 加工施設には、その設
備の機能の喪失、誤操作その他の
要因により加工施設の安全性を著
しく損なうおそれが生じたとき、
次条第一号の放射性物質の濃度が
著しく上昇したとき又は液体状の
放射性廃棄物の廃棄施設から液体
状の放射性物質が著しく漏えいす
るおそれが生じたときに、これら
を確実に検知して速やかに警報す
る設備が設けられていなければな
らない。① 

8.3 警報設備 
 

8.3 警報設備等 
8.3.1 警報設備 
本施設は，その設備の機能の喪失，誤操
作その他の要因により本施設の安全性
を著しく損なうおそれが生じたとき，放
射性廃棄物の排気口若しくはこれに近
接する箇所における排気中の放射性物
質の濃度が著しく上昇したとき又は液
体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液
体状の放射性物質が著しく漏えいする
おそれが生じたときに，これらを確実に
検知して速やかに警報を発する設備を
設置する設計とする。① 
 

 
変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，警報
とインターロック
（以下，「ＩＮＴ」
という。）で細分化
する。 

・上記に伴い，大枠と
なる基本設計方針
（冒頭宣言）の記載
を追加する。 

 

8.5 警報設備等 
 
MOX 燃料加工施設は，その設備の機能の
喪失，誤操作その他の要因により MOX燃
料加工施設の安全性を著しく損なうお
それが生じたとき，放射性廃棄物の排気
口若しくはこれに近接する箇所におけ
る排気中の放射性物質の濃度が著しく
上昇したとき又は液体状の放射性廃棄
物の廃棄施設から液体状の放射性物質
が著しく漏えいするおそれが生じたと
きに，これらを確実に検知して速やかに
警報する設備を設置する設計とする。① 
 
 

警報-1 

   本施設の安全性を著しく損なうおそれ
が生じたときとしてUF6を大気圧以上の
圧力で取り扱う機器からの漏えいの発
生を対象とし，漏えいを確実に検知して
速やかに警報を発する設備を設置する
設計とする。① 
 
その他，本施設は，閉じ込めの機能維持，
第1種管理区域の負圧維持及び核的制限
値の維持に関する異常が生じたときに，
これらを確実に検知して速やかに警報
を発する設備を設置する設計とする。① 
 

MOX 燃料加工施設の安全性を著しく損な
うおそれが生じるときとして，設計基準
事故の閉じ込め機能の不全の要因であ
る露出した状態での MOX粉末を取り扱う
グローブボックス内での火災の発生を
対象とする。① 
 
その他，MOX 燃料加工施設は，臨界事故
が発生したとき，グローブボックスの負
圧に異常が生じたとき，安全上重要な施
設以外のグローブボックス内若しくは
オープンポートボックス内火災が生じ
たとき又は液体状の放射性物質を取り
扱うグローブボックスから液体状の放
射性物質が著しく漏えいするおそれが
生じたときに，これらを確実に検知して
速やかに警報する設備を設置する設計
とする。① 
 

警報-2 

  8.3.1 臨界 
カスケード設備で濃縮する濃縮 UF6の濃
縮度は，   の関数となる。したがっ
て，   を監視することにより濃縮度
を管理し，これらに対して二重化した圧
力・流量による濃縮度管理のインターロ
ックを設け，濃縮度が制限値を超えない
ように管理する。また，UF6の濃縮度は，
濃縮度測定装置により測定し，これに対
して濃縮度測定装置による濃縮度管理
のインターロックを設ける。①② 
 

 変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・警報については，規
則の第 2 項の記載
順番を踏まえ，「警
報-35」に記載を移
動する。 

・ＩＮＴについては，
「警報-49」に記載
を移動する。 

 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-22」に
て展開する。 

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-53」
にて展開する。 

 
 
 

 警報-3 

警報とＩＮＴで細分化する。 
 

記載場所を移動する。 
 

具体を個別項目にて展開する。 
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事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
   UF6 を大気圧以上の圧力で取り扱う機器

からの漏えいを確実に検知して速やか
に警報を発することができるよう，漏え
い検知に係る検出器を設置するととも
に，あらかじめ設定した値を超えたとき
は警報を発する設計とする。また，漏え
い検知に係る検出器については，多重化
することにより十分な信頼性を有する
設計とする。① 
 
 
なお，漏えい検知に係る設計方針につい
ては，第 2 章 個別項目の「5.4 警報
関連設備」に示す。 
 

変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・警報については，
「警報-29」から本
項に記載を移動す
る。 

・ＩＮＴについては，
「警報-43」に記載
を移動する。 

 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-4」に
て展開する。 

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-25」
にて展開する。 

 

MOX 燃料加工施設の安全性を著しく損な
うおそれが生じたときに，確実に感知し
て速やかに警報を発することができる
よう火災防護設備のグローブボックス
温度監視装置を設置するとともに，火災
を感知した際に表示ランプの点灯及び
ブザー鳴動により運転員に通報できる
設計とする。① 
 
 
 
なお，グローブボックス内火災の感知に
係るグローブボックス温度監視装置等
の設計方針については第 2章 個別項目
の「7.1.1 火災防護設備 7.1.1.1.2 
火災感知設備」に示す。 

警報-4 

  8.3.2 閉じ込めの機能 
 
 
 
 
 
 

 
閉じ込めの機能を維持するために，UF6
の加熱時における圧力・温度及び機器の
運転状態を監視するとともに，地震の発
生，火災の発生を検知して警報を発する
設計とする。① 
 

 
変更区分：(1) 
・閉じ込めの機能維
持に関する大枠と
なる基本設計方針
（冒頭宣言）の記載
を追加する。 

 

 
MOX 燃料加工施設においては，技術的に
みて臨界事故の発生は想定されないが，
万一，臨界事故が発生した場合に警報を
発することができるよう警報関連設備
の臨界検知用ガスモニタを設置すると
ともに，表示ランプの点灯及びブザー鳴
動により運転員に通報できる設計とす
る。① 
グローブボックスの負圧に異常が生じ
たとき，確実に検知して速やかに警報を
発することができるよう警報関連設備
のグローブボックス負圧・温度監視設備
を設置するとともに，表示ランプの点灯
及びブザー鳴動により運転員に通報で
きる設計とする。① 
安全上重要な施設以外のグローブボッ
クス内又はオープンポートボックス内
火災が生じたとき，確実に感知して速や
かに警報を発することができるよう警
報関連設備のグローブボックス負圧・温
度監視設備を設置するとともに，表示ラ
ンプの点灯及びブザー鳴動により運転
員に通報できる設計とする。① 
液体状の放射性物質を取り扱うグロー
ブボックス等から液体状の放射性物質
が著しく漏えいするおそれが生じたと
きに，確実に検知して速やかに警報を発
することができるよう分析設備の分析
済液処理装置に警報関連設備の堰内液
位又は漏えい液受皿液位に係る検知器
を設置するとともに，警報表示及びブザ
ー鳴動により運転員に通報できる設計
とする。① 
なお，警報関連設備の警報発報に係る設
計方針については第 2 章 個別項目の
「7.4.2 警報関連設備」に示す。 
 

警報-5 

  8.3.2.1 加熱に対する考慮 
(1) UF6処理設備 
・加熱中に原料シリンダ内の圧力又は温
度が異常に上昇した場合は，大気圧を超
えない範囲又は管理温度を超えない範
囲で，警報を発するとともに自動的に加
熱用温水の供給を停止する圧力異常高
又は温度異常高による加熱停止のイン
ターロックを設ける。また，加熱用温水
の温度が上昇した場合も同様に温水ユ
ニット温度高高による加熱停止のイン
ターロックを設ける。①② 
 

 
 
加熱中に圧力又は温度異常上昇により
閉じ込め機能が損なわれるおそれが生
じたときに，確実に検知して速やかに警
報を発することができるよう，圧力又は
温度監視に係る検出器を設置するとと
もに，制限値を超えない範囲で警報を発
する設計とする。① 
 
 
 
 
 
なお，加熱中の圧力又は温度監視に係る
設計方針については，第 2章 個別項目
の「5.4 警報関連設備等」に示す。 

 
 
変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・警報については，
「警報-6～11」を本
項に統合する。 

・ＩＮＴについては，
「警報-6～11」を統
合した上で，「警報
-45」に記載を移動
する。 

 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-5～11」
にて展開する。 

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-26～
32」にて展開する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

警報-6 

【移動元の記載】 
「警報-29」 
・UF6が漏えいした場合に，工程用モニタにより早期に検知し，警報を発するとともに，自動的に緊急遮断弁
及び局所排気系ダクトのダンパを閉止するとともに，均質槽及びサンプル小分け装置の加熱を停止し，UF6を
配管カバー及びその排気系統内に閉じ込める工程用モニタ HF 濃度高による UF6 漏えい拡大防止のインターロ
ックを設ける。 
前述の設備のうち，工程用モニタ，緊急遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパを多重化することにより十分な
信頼性を有する設計とする。①② 

濃縮は，濃縮度 5 %以下で取り扱う施設であるとともに，プルトニ
ウムを取り扱う施設ではないことから，臨界警報装置その他臨界事
故を防止するために必要な設備の設置を求められる施設ではない
ので，「警報」の項目にて説明展開すべき事項もない。 
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別紙 1-3 

3 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
  ・コールドトラップの加熱には，電気ヒ

ータと冷凍機ユニットから供給する熱
媒を用いる。加熱中にコールドトラップ
内の圧力又は温度が異常に上昇した場
合は，大気圧を超えない範囲又は管理温
度を超えない範囲で，警報を発するとと
もに自動的に熱源を切る圧力異常高又
は温度異常高による加熱停止のインタ
ーロックを設ける。①② 

 変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・警報については，
「警報-6」に統合す
る。 

・ＩＮＴについては，
「警報-45」に記載
を移動する。 

 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-7」に
て展開する。 

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-28」
にて展開する。 

 

 警報-7 

  (2) 均質・ブレンディング設備 
・加熱中に原料シリンダ，製品シリンダ，
劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリ
ンダ及び中間製品容器内の圧力又は温
度が異常に上昇した場合は，UF6 を大気
圧未満で取り扱う場合においては大気
圧を超えない範囲又は管理温度を超え
ない範囲で，均質槽で中間製品容器内の
UF6 の液化を行う場合においては液化操
作時の管理圧力又は管理温度を超えな
い範囲で，警報を発するとともに自動的
に熱水の供給を停止する圧力異常高又
は温度異常高による加熱停止のインタ
ーロックを設ける。①② 
 

 変更区分：(1) 
・同上 
 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-8」に
て展開する。 

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-29」
にて展開する。 

 

 警報-8 

  ・コールドトラップの加熱には，電気ヒ
ータと冷凍機ユニットから供給する熱
媒を用いる。加熱中にコールドトラップ
内の圧力又は温度が異常に上昇した場
合は，大気圧を超えない範囲又は管理温
度を超えない範囲で，警報を発するとと
もに自動的に熱源を切る圧力異常高又
は温度異常高による加熱停止のインタ
ーロックを設ける。①② 
 
 

 変更区分：(1) 
・同上 
 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-9」に
て展開する。 

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-30」
にて展開する。 

 

 警報-9 

  (3) 付着ウラン回収設備 
・加熱中に付着ウラン回収容器内の圧力
又は温度が異常に上昇した場合は，大気
圧を超えない範囲又は管理温度を超え
ない範囲で，警報を発するとともに自動
的に加熱を停止する圧力異常高又は内
温度異常高による加熱停止のインター
ロックを設ける。①② 
 
 
 
 
 
 

 変更区分：(1) 
・同上 
 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-10」に
て展開する。 

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-31」
にて展開する。 

 

 警報-10 

警報とＩＮＴで細分化する。 
 

記載場所を移動する。 
 

具体を個別項目にて展開する。 
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別紙 1-3 

4 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
  ・混合ガスコールドトラップの加熱には

電気ヒータを，IF7 コールドトラップの
加熱には冷凍機ユニットから供給する
熱媒を用いる。万一，加熱中にコールド
トラップ内の圧力又は温度が異常に上
昇した場合は，大気圧を超えない範囲又
は管理温度を超えない範囲で，警報を発
するとともに自動的に熱源を切る圧力
異常高又は内温度異常高による加熱停
止のインターロック及び圧力異常高に
より冷却運転に切り替えるインターロ
ックを設ける。①② 
 

 変更区分：(1) 
・同上 
 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-11」に
て展開する。 

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-32」
にて展開する。 

 

 警報-11 

  8.3.2.2 閉じ込めの機能 
 

 
機器の運転状態の異常により閉じ込め
機能が損なわれるおそれが生じたとき
に，確実に検知して速やかに警報を発す
ることができるよう，運転状態監視（温
度，圧力，充填量等の監視）に係る検出
器を設置するとともに，制限値を超えな
い範囲で警報を発する設計とする。① 
 
 
 
 
 
なお，運転状態監視に係る設計方針につ
いては，第 2 章 個別項目の「5.4 警
報関連設備」に示す。 
 

 
変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・警報については， 
「警報-15,17,20, 
23,24,25,27,30」 
を本項に統合する。 

・ＩＮＴについては， 
「警報-13～28,30, 
31」を統合した上
で，「警報-46」に記
載を移動する。 

 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-12～
19」にて展開する。 

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-33～
50」にて展開する。 

 

 警報-12 

  (1) カスケード設備及び高周波電源設
備 
・高周波電源設備には，遠心分離機の回
転数が破壊評価試験により安全が確認
された回転数以下となるように，高周波
電源設備の周波数を制限する遠心機過
回転防止機能を設ける。② 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 変更区分：(1) 
・「警報-46」に統合す

る。なお，本機能は
警報機能を有さな
いＩＮＴである。 

 
変更区分：(2) 
・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-33」
にて展開する。 

 

 警報-13 

記載場所を移動する。 
 

具体を個別項目にて展開する。 

警報とＩＮＴで細分化する。 
 

記載場所を移動する。 
 

具体を個別項目にて展開する。 
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別紙 1-3 

5 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
  ・第 1類に求められる地震力を超えない

程度の地震加速度（震度 5 強～6 弱程度
（第 2 類の地震力に相当するおおよそ
250 Gal程度））を検知して，警報を発し，
現場の従事者を速やかに退避させると
ともに，カスケード設備の UF6をカスケ
ード排気系で排気する地震発生時のカ
スケード排気のインターロックを設け
る。①② 
 

 変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・警報については，
「警報-32」に統合
する。 

・ＩＮＴについては，
「警報-46」に記載
を移動する。 

 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-20」に
て展開する。 

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-34」
にて展開する。 

 

 警報-14 

  (2) UF6処理設備 
・製品回収槽及び廃品回収槽の UF6回収
時に，UF6 シリンダ類への過充填を防止
するため，最大充填量に達する前に警報
を発するとともに，自動的に充填を停止
するインターロックを設ける。①② 
 

 変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・警報については，
「警報-12」に統合
する。 

・ＩＮＴについては，
「警報-46」に統合
する。 

 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-12」に
て展開する。 

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-35」
にて展開する。 

 

 警報-15 

  ・ロータリポンプが停止した場合に，ロ
ータリポンプの入口弁を自動的に閉と
し，UF6 を工程内に閉じ込めるインター
ロックを設ける。② 
 

 変更区分：(1) 
・「警報-46」に統合す

る。なお，本機能は
警報機能を有さな
いＩＮＴである。 

 
変更区分：(2) 
・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-36」
にて展開する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 警報-16 

警報とＩＮＴで細分化する。 
 

記載場所を移動する。 
 

具体を個別項目にて展開する。 

記載場所を移動する。 
 

具体を個別項目にて展開する。 
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別紙 1-3 

6 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
  ・製品コールドトラップ及び廃品コール

ドトラップのガス移送時に，ガス移送配
管の圧力が上昇（ただし大気圧以下）し
た場合に，コールドトラップの移送停止
及び回収側の槽の回収を停止するガス
移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガ
ス移送停止のインターロックを設ける。 
①② 

 変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・警報については，
「警報-12」に統合
する。 

・ＩＮＴについては，
「警報-46」に統合
する。 

 
 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-13」に
て展開する。 

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-37」
にて展開する。 

 

 警報-17 

・廃品コールドトラップから廃品回収槽
へのガス移送時に廃品回収槽の故障に
伴う回収停止が発生した場合に，系内の
圧力の上昇を避けるため，待機中の廃品
回収槽が自動で回収する廃品回収槽回
収停止による待機槽回収開始インター
ロックを設ける。② 
 

 変更区分：(1) 
・「警報-46」に統合す

る。なお，本機能は
警報機能を有さな
いＩＮＴである。 

 
変更区分：(2) 
・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-38」
にて展開する。 

 

警報-18 

  ・第 1類に求められる地震力を超えない
程度の地震加速度（震度 5 強～6 弱程度
（第 2 類の地震力に相当するおおよそ
250 Gal 程度））を検知して警報を発し，
現場の従事者を速やかに退避させると
ともに，自動的に発生槽，製品コールド
トラップ，廃品コールドトラップ及び一
般パージ系コールドトラップの加熱を
停止し，UF6 を閉じ込める地震発生時の
加熱停止のインターロックを設ける。 
①② 

 変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・警報については，
「警報-32」に統合
する。 

・ＩＮＴについては，
「警報-46」に記載
を移動する。 

 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-20」に
て展開する。 

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-39」
にて展開する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 警報-19 

警報とＩＮＴで細分化する。 
 

記載場所を移動する。 
 

具体を個別項目にて展開する。 

警報とＩＮＴで細分化する。 
 

記載場所を移動する。 
 

具体を個別項目にて展開する。 

記載場所を移動する。 
 

具体を個別項目にて展開する。 
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別紙 1-3 

7 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
  (3) 均質・ブレンディング設備 

・均質槽，製品シリンダ槽及び原料シリ
ンダ槽の UF6 回収時に，UF6 シリンダ類
への過充填を防止するため，最大充填量
に達する前に警報を発するとともに，自
動的に充填を停止するインターロック
を設ける。①② 
 

 変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・警報については，
「警報-12」に統合
する。 

・ＩＮＴについては，
「警報-46」に統合
する。 

 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-14」に
て展開する。 

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-40」
にて展開する。 

 

 警報-20 

  ・ロータリポンプが停止した場合に，ロ
ータリポンプの入口弁を自動的に閉と
し，UF6 を工程内に閉じ込めるインター
ロックを設ける。② 
 

 変更区分：(1) 
・「警報-46」に統合す

る。なお，本機能は
警報機能を有さな
いＩＮＴである。 

 
変更区分：(2) 
・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-41」
にて展開する。 

 

 警報-21 

  ・UF6 の液化中及び UF6 シリンダ類の交
換中の誤操作により，UF6 と大気が接触
することを防止するため，移送弁が開と
ならない誤操作防止のインターロック
を設ける。② 
 

 変更区分：(1) 
・同上。 
 
変更区分：(2) 
・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-42」
にて展開する。 

 

 警報-22 

  ・サンプル小分け装置のサンプルシリン
ダ内の圧力又は温度が異常に上昇した
場合は，管理圧力又は管理温度を超えな
い範囲で，警報を発するとともに，自動
的にヒータの電源を停止するサンプル
シリンダ圧力異常高又は小分け装置温
度異常高による加熱停止のインターロ
ックを設ける。①② 
 

 変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・警報については，
「警報-12」に統合
する。 

・ＩＮＴについては，
「警報-46」に統合
する。 

 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-15」に
て展開する。 

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-43」
にて展開する。 

 
 
 
 

 警報-23 

記載場所を移動する。 
 

具体を個別項目にて展開する。 

警報とＩＮＴで細分化する。 
 

記載場所を移動する。 
 

具体を個別項目にて展開する。 

警報とＩＮＴで細分化する。 
 

記載場所を移動する。 
 

具体を個別項目にて展開する。 
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別紙 1-3 

8 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
  ・減圧槽が故障した場合に，自動的に均

質槽の加熱を停止する減圧槽故障によ
る均質槽加熱停止インターロックを設
ける。①② 
 

 変更区分：(1) 
・同上。 
 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-16」に
て展開する。 

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-44」
にて展開する。 

 

 警報-24 

  ・中間製品容器からの UF6の漏えい等に
より均質槽内の圧力が通常使用圧力よ
り有意に上昇した場合に，自動的に均質
槽の加熱を停止する均質槽槽内圧力異
常高による運転停止のインターロック
を設ける。①② 
 

 変更区分：(1) 
・同上。 
 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-17」に
て展開する。 

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-45」
にて展開する。 

 

 警報-25 

  ・局所排風機が 2台停止した場合に，均
質槽及びサンプル小分け装置の加熱を
停止する 2号局所排風機 2台停止による
加熱停止インターロックを設ける。② 
 

 変更区分：(1) 
・「警報-46」に統合す
る。なお，本機能は
警報機能を有さな
いＩＮＴである。 

 
変更区分：(2) 
・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-46」
にて展開する。 

 

 警報-26 

  ・槽間のガス移送時に，回収側の槽類の
圧力が上昇（ただし大気圧以下）した場
合に，移送元の移送停止及び回収側の槽
の回収を停止する回収側槽類圧力異常
上昇によるガス移送停止のインターロ
ックを設ける。①② 
 

 変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・警報については，
「警報-12」に統合
する。 

・ＩＮＴについては，
「警報-46」に統合
する。 

 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-18」に
て展開する。 

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-47」
にて展開する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 警報-27 

記載場所を移動する。 
 

具体を個別項目にて展開する。 

警報とＩＮＴで細分化する。 
 

記載場所を移動する。 
 

具体を個別項目にて展開する。 

警報とＩＮＴで細分化する。 
 

記載場所を移動する。 
 

具体を個別項目にて展開する。 
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9 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
  ・地震発生時の液化の手動停止操作に替

えて，第 1 類に求められる地震力を超え
ない程度の地震加速度（震度 5 強～6 弱
程度（第 2 類の地震力に相当するおおよ
そ 250 Gal 程度））を検知して警報を発
し，現場の従事者を速やかに退避させる
とともに，自動的に緊急遮断弁（均質槽
元弁）及び局所排気系ダクトのダンパを
閉じ，均質槽，製品シリンダ槽，原料シ
リンダ槽，均質パージ系コールドトラッ
プ及びサンプル小分け装置の加熱を停
止し，UF6 を閉じ込めるインターロック
を設ける。①② 
 

 変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・警報については，
「警報-32」に統合
する。 

・ＩＮＴについては，
「警報-46」に記載
を移動する。 

 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-20」に
て展開する。 

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-48」
にて展開する。 

 

 警報-28 

  ・UF6 が漏えいした場合に，工程用モニ
タにより早期に検知し，警報を発すると
ともに，自動的に緊急遮断弁及び局所排
気系ダクトのダンパを閉止するととも
に，均質槽及びサンプル小分け装置の加
熱を停止し，UF6 を配管カバー及びその
排気系統内に閉じ込める工程用モニタ
HF 濃度高による UF6 漏えい拡大防止の
インターロックを設ける。 
前述の設備のうち，工程用モニタ，緊急
遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパ
を多重化することにより十分な信頼性
を有する設計とする。①② 
 

 変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・警報については，
「警報-4」に記載を
移動する。 

・ＩＮＴについては，
「警報-43」に記載
を移動する。 

 
 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-4」に
て展開する。 

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-25」
にて展開する。 

 

 警報-29 

  (4) 付着ウラン回収設備 
・付着ウラン回収容器への回収時に，付
着ウラン回収容器への過充填を防止す
るため，最大充填量に達する前に警報を
発するとともに，自動的に充填を停止す
るインターロックを設ける。①② 
 

 変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・警報については，
「警報-12」に統合
する。 

・ＩＮＴについては，
「警報-46」に統合
する。 

 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-19」に
て展開する。 

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-49」
にて展開する。 

 
 
 
 

 警報-30 

警報とＩＮＴで細分化する。 
 

記載場所を移動する。 
 

具体を個別項目にて展開する。 
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10 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
  ・第 1類に求められる地震力を超えない

程度の地震加速度（震度 5 強～6 弱程度
（第 2 類の地震力に相当するおおよそ
250 Gal 程度））を検知して警報を発し，
現場の従事者を速やかに退避させると
ともに，自動的に UF6回収槽及び混合ガ
スコールドトラップの加熱を停止し，
UF6 を閉じ込める地震発生時の加熱停止
のインターロックを設ける。①② 
 

 変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・警報については，
「警報-32」に統合
する。 

・ＩＮＴについては，
「警報-46」に記載
を移動する。 

 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-20」に
て展開する。 

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-50」
にて展開する。 

 

 警報-31 

   地震の発生により閉じ込め機能が損な
われるおそれが生じたときに，確実に検
知して速やかに警報を発することがで
きるよう，地震加速度監視に係る検出器
を設置するとともに，あらかじめ設定し
た値を超えたときは警報を発する設計
とする。また，現場の従事者を速やかに
退避させるために警報装置を設置する
設計とする。① 
なお，地震加速度監視に係る設計方針に
ついては，第 2章 個別項目の「5.4 警
報関連設備」に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更区分：(1) 
・「警報-14,19,28, 
31」の警報機能に関
す記載を本項に統
合する。 

 
 
 
 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-20」に
て展開する。 

 
 
 
 
 

 警報-32 

 コールドトラップ及び均質槽の周辺に
は，近接して可燃性の機械油を内包する
機器が設置されている。機械油を内包す
る機器からの火災発生により，コールド
トラップ及び均質槽の閉じ込め機能が
損なわれるおそれが生じたときに，確実
に検知して速やかに警報を発すること
ができるよう，第 1章 共通項目の「5.2 
火災の感知及び消火」に示すとおり，感
知方法の異なる種類の感知器を設置す
るとともに，火災を検知した場合に警報
を発する設計とする。(①) 
 
 
 

変更区分：(1) 
・MOX の記載を参考

に，閉じ込め機能に
係る火災の発生検
知に係る検出器の
警報機能について，
記載を追加する。 

 

 警報-33 

【移動元の記載】 
「警報-14,19,28,31(共通内容)」 
・第 1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度 5強～6弱程度（第 2類の地震力に相当す
るおおよそ 250 Gal程度））を検知して，警報を発し，現場の従事者を速やかに退避させるとともに①～～。 
 
「警報-14(個別内容)」 
・～～カスケード設備の UF6をカスケード排気系で排気する地震発生時のカスケード排気のインターロックを
設ける。② 
 
「警報-19(個別内容)」 
・～～自動的に発生槽，製品コールドトラップ，廃品コールドトラップ及び一般パージ系コールドトラップの
加熱を停止し，UF6を閉じ込める地震発生時の加熱停止のインターロックを設ける。② 
 
「警報-28(個別内容)」 
・～～自動的に緊急遮断弁（均質槽元弁）及び局所排気系ダクトのダンパを閉じ，均質槽，製品シリンダ槽，
原料シリンダ槽，均質パージ系コールドトラップ及びサンプル小分け装置の加熱を停止し，UF6を閉じ込める
インターロックを設ける。② 
 
「警報-31(個別内容)」 
・～～自動的に UF6回収槽及び混合ガスコールドトラップの加熱を停止し，UF6を閉じ込める地震発生時の加
熱停止のインターロックを設ける。② 
 

既認可において，本基本設計方針の
記載はないが，火災に対する基本設
計方針の記載を本項でも展開してい
るだけであり，設計変更には当たら
ない。 

警報とＩＮＴで細分化する。 
 

記載場所を移動する。 
 

具体を個別項目にて展開する。 
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事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同
№ 

再整理前 再整理後 
(5) 気体廃棄物の廃棄設備
・第 1種管理区域が正圧とならない範囲
で，警報を発する設計とする。①

第1種管理区域の負圧が損なわれるおそ
れが生じたときに，確実に検知して速や
かに警報を発することができるよう，気
体廃棄物の廃棄設備に負圧監視に係る
検出器を設置するとともに，第 1種管理
区域が正圧とならない範囲で警報を発
する設計とする。① 
なお，負圧監視に係る設計方針について
は，第 2 章 個別項目の「5.4 警報関
連設備」に示す。 

変更区分：(1) 
・規則を踏まえた項
タイトルとする。

変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-21」に
て展開する。

警報-34 

カスケード設備の製品側出口において，
濃縮度が核的制限値である 5 %を超える
おそれが生じたときに，確実に検知して
速やかに警報を発することができるよ
う，カスケード設備に濃縮度監視に係る
検出器を設置するとともに，制限値を超
えない範囲で警報を発する設計とする。 
① 

なお，濃縮度監視に係る設計方針につい
ては，第 2 章 個別項目の「5.4 警報
関連設備」に示す。 

変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・警報については，
「警報-3」から本項
に記載を移動する。 

・ＩＮＴについては，
「警報-49」に記載
を移動する。

変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-22」に
て展開する。

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-53」
にて展開する。

警報-35 

(6) 液体廃棄物の廃棄設備
・貯槽類は必要に応じて液面が槽上端を
超えない範囲で，警報を発するとともに
自動的に送液側のポンプ又は供給弁を
閉じる受入れ停止による漏えい防止機
能又は連通管を設ける。①②
・ピットには，液面が槽上端を超えない
範囲で警報を発する液面計による漏え
い防止機能を設ける。①

変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・警報については，
「警報-39,40」に記
載を移動する。

・ＩＮＴについては，
「警報-48」に記載
を移動する。

変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-23」に
て展開する。

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-52」
にて展開する。

警報-36 

【移動元の記載】 
「警報-3」 
カスケード設備で濃縮する濃縮 UF6の濃縮度は，   の関数となる。したがって，   を監視することに
より濃縮度を管理し，これらに対して二重化した圧力・流量による濃縮度管理のインターロックを設け，濃縮
度が制限値を超えないように管理する。また，UF6の濃縮度は，濃縮度測定装置により測定し，これに対して
濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロックを設ける。①② 

警報とＩＮＴで細分化する。 

記載場所を移動する。 

具体を個別項目にて展開する。 

【濃縮との相違について】 
濃縮度管理のインターロックについ
ては，濃縮特有であり，MOXへの展開
はない。
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事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
  8.3.3 放射線管理 

排気用モニタ，排気用 HFモニタ，換気用
モニタ及びモニタリングポストの測定
値は，中央制御室において表示し，監視
及び記録するとともに，あらかじめ設定
した値を超えたときは中央制御室にお
いて警報を発する設計とする。① 
 

 
放射性廃棄物の排気口又はこれに近接
する箇所における排気中の放射性物質
の濃度が著しく上昇したときとして，閉
じ込め機能の不全により本施設から周
辺環境へ放出する放射性気体廃棄物の
濃度が上昇した場合を対象とする。① 
 

 
変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，大枠
となる基本設計方
針（冒頭宣言）の記
載を追加する。 

 

 
放射性廃棄物の排気口又はこれに近接
する箇所における排気中の放射性物質
の濃度が著しく上昇したときとして，設
計基準事故の閉じ込め機能の不全によ
り MOX燃料加工施設から周辺環境へ放出
する放射性気体廃棄物の濃度が上昇し
た場合を対象とする。① 
 

警報-37 

  放射性廃棄物の排気口又はこれに近接
する箇所における排気中の放射性物質
の濃度が著しく上昇したときに，確実に
検知して速やかに警報を発することが
できるよう，放射線監視・測定設備の排
気用モニタを設置するとともに，あらか
じめ設定した値を超えたときは警報を
発する設計とする。① 
また，排気用モニタの他に，排気用 HFモ
ニタ，換気用モニタ，モニタリングポス
トによる放射線監視を行い，あらかじめ
設定した値を超えたときは警報を発す
る設計とする。(①) 
 
なお，放射線監視・測定設備の排気用モ
ニタに係る設計方針については，第 2章 
個別項目の「4.1 放射線監視・測定設
備」に示す。 
 

変更区分：(1) 
・上記に伴い，規則を
踏まえた記載に適
正化する。 

 
 
 
 
変更区分：(1) 
・規則の要求事項に
直接該当する検出
器とそうでないも
のとで書き分ける。 

 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，個別項目にて
展開する。なお，展
開先の具体的な場
所については，当該
個別項目の整理後
確定させる。 

 

放射性廃棄物の排気口又はこれに近接
する箇所における排気中の放射性物質
の濃度が著しく上昇したときに，確実に
検知して速やかに警報を発することが
できるよう排気モニタリング設備の排
気モニタを設置するとともに，警報表示
及びブザー鳴動により運転員に通報で
きる設計とする。① 
 
 
 
 
 
 
なお，排気モニタリング設備の排気モニ
タに係る設計方針については第 2章 個
別項目の「6. 放射線管理施設」に示す。 
 

警報-38 

 液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から
液体状の放射性物質が著しく漏えいす
るおそれが生じたときとして，本施設に
おいては，液体廃棄物を内包する貯槽等
から漏えいが発生する前段階である液
面が異常に上昇した場合を対象とする。 
① 
 

変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，大枠
となる基本設計方
針（冒頭宣言）の記
載を追加する。 

 

液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から
液体状の放射性物質が著しく漏えいす
るおそれが生じたときとして，液体廃棄
物を内包する貯槽等から廃液が漏えい
した場合を対象とする。① 
 

警報-39 

   液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から
液体状の放射性物質が漏えいするおそ
れが生じたときに，確実に検知して速や
かに警報を発することができるよう，液
体廃棄物の廃棄設備に液位監視に係る
検出器を設置するとともに，液面が槽上
端を超えない範囲で警報を発する設計
とする。① 
 
 
 
なお，液体廃棄物の廃棄設備の液位監視
に係る設計方針については，第 2章 個
別項目の「5.4 警報関連設備」に示す。 
 

変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・警報については，
「警報-36」から本
項に記載を移動す
る。 

・ＩＮＴについては，
「警報-48」に記載
を移動する。 

 
変更区分：(2) 
・警報の具体につい
ては，「警関-23」に
て展開する。 

・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-52」
にて展開する。 

液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から
液体状の放射性物質が著しく漏えいす
るおそれが生じたときに，確実に検知し
て速やかに警報を発することができる
よう低レベル廃液処理設備に警報関連
設備のサンプ液位又は漏えい液受皿液
位に係る検知器を設置するとともに，警
報表示及びブザー鳴動により運転員に
通報できる設計とする。① 
 
 
なお，液体状の放射性物質の漏えい検知
に係る設計方針については第 2章 個別
項目の「7.4.2 警報関連設備」に示す。 
 
 
 

警報-40 

【移動元の記載】 
「警報-36」 
(6) 液体廃棄物の廃棄設備 
・貯槽類は必要に応じて液面が槽上端を超えない範囲で，警報を発するとともに自動的に送液側のポンプ又
は供給弁を閉じる受入れ停止による漏えい防止機能又は連通管を設ける。①② 
・ピットには，液面が槽上端を超えない範囲で警報を発する液面計による漏えい防止機能を設ける。① 

濃縮においては，液体状の放射性物質が漏えいする前に検知する設計であるため，その内容の記載を追加す
ることで、規則要求及び MOXの基本設計方針との違いを明確にする。 
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13 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
 ２ 加工施設には、その設備の機

能の喪失、誤操作その他の要因に
より加工施設の安全性を著しく損
なうおそれが生じたときに、核燃
料物質等を限定された区域に閉じ
込める能力の維持、熱的、化学的
若しくは核的制限値の維持又は火
災若しくは爆発の防止のための設
備の作動を速やかに、かつ、自動
的に開始させる回路が設けられて
いなければならない。② 

 8.3.2 自動回路 
本施設は，その設備の機能の喪失，誤操
作その他の要因により本施設の安全性
を著しく損なうおそれが生じたときに，
核燃料物質等を限定された区域に閉じ
込める能力の維持，熱的若しくは核的制
限値の維持のための設備の作動を速や
かに，かつ，自動的に開始させる回路を
設置する設計とする。② 
 
 
 
また，自動弁（空気作動弁）を作動させ
る計装空気又は計装電源が喪失した場
合は，弁特性により自動閉となり UF6を
工程内に閉じ込める設計とする。(②) 
 
 
なお，本施設には，施設の安全性を著し
く損なうおそれが生じたときに火災若
しくは爆発の防止のために自動的に作
動させる必要のある設備はない。 
 

変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化
する。 

・上記に伴い，大枠と
なる基本設計方針
（冒頭宣言）の記載
を追加する。 

 

 
MOX 燃料加工施設は，その設備の機能の
喪失，誤操作その他の要因により MOX燃
料加工施設の安全性を著しく損なうお
それが生じたときに，核燃料物質等を限
定された区域に閉じ込める能力の維持，
熱的制限値の維持又は火災若しくは爆
発の防止のための設備の作動を速やか
に，かつ，自動的に開始させる回路を設
置する設計とする。② 
核燃料物質等を限定された区域に閉じ
込める能力の維持のための設備の作動
を速やかに，かつ，自動的に開始させる
回路として，グローブボックス内火災を
感知して消火ガスを自動で放出する回
路を火災防護設備のグローブボックス
温度監視装置及びグローブボックス消
火装置に設置する設計とする。② 
なお，グローブボックス内火災の消火に
係る設計方針については第 2章 個別項
目の「7.1.1 火災防護設備 7.1.1.1.3 
消火設備」に示す。 
熱的制限値の維持のための設備の作動
を速やかに，かつ，自動的に開始させる
回路として，警報関連設備の焼結炉内部
温度高による過加熱防止回路及び小規
模焼結処理装置内部温度高による過加
熱防止回路を設置する設計とする。② 
火災又は爆発の防止のための設備の作
動を速やかに，かつ，自動的に開始させ
る回路として，警報関連設備の小規模焼
結処理装置への冷却水流量低による加
熱停止回路及び混合ガス水素濃度高に
よる混合ガス供給停止回路を設置する
設計とする。② 
なお，警報関連設備の自動作動回路の作
動条件に係る設計方針については第 2章 
個別項目の「7.4.2 警報関連設備」に示
す。 
 

警報-41 

   核燃料物質等を限定された区域に閉じ
込める能力の維持及び熱的制限値の維
持として，UF6 を大気圧以上の圧力で取
り扱う機器からの漏えい拡大防止を対
象とし，漏えいを検知した場合に，漏え
いの拡大を防止するための設備の作動
を速やかに，かつ，自動的に開始させる
回路を設置する設計とする。 
その他，本施設は，閉じ込めの機能維持，
第1種管理区域の負圧維持及び液体廃棄
物を内包する貯槽等からの漏えい防止
に関する異常を検知した場合に，これら
の機能を維持するための設備の作動を
速やかに，かつ，自動的に開始させる回
路を設置する設計とする。なお，本施設
における熱的制限値は，第 1章 共通項
目の「4. 閉じ込めの機能」に示すとお
り，閉じ込めの機能維持の観点から定め
るものである。② 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

警報-42 

規則要求事項に該当しないことを明
確にする。 

【移動元の記載】 
「警報-50」 
自動弁（空気作動弁）を作動させる計装空気又は計装電源が喪失した場合は，弁特性により自動閉となり UF6
を工程内に閉じ込める設計とする。(②) 
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事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
   (2) 漏えい拡大防止 

均質槽の液化操作において，UF6 が漏え
いした場合に，自動的に緊急遮断弁及び
局所排気系ダクトのダンパを閉止する
とともに，均質槽及びサンプル小分け装
置の加熱を停止し，UF6 を配管カバー及
びその排気系統内に閉じ込めるインタ
ーロックを設置する設計とする。 
前述の設備のうち，緊急遮断弁及び局所
排気系ダクトのダンパを多重化するこ
とにより十分な信頼性を有する設計と
する。② 
なお，インターロックの作動条件に係る
設計方針については，第 2章 個別項目
の「5.4 警報関連設備」に示す。 
 

変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・ＩＮＴについては，
「警報-29」から本
項に記載を移動す
る。 

 
 
 
 
 
変更区分：(2) 
・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-25」
にて展開する。 

 

 警報-43 

   閉じ込めの機能を維持するために，UF6
の加熱時における圧力・温度異常を検知
して加熱を停止するインターロック及
び機器の運転状態異常を検知して閉じ
込めの機能を維持するインターロック
を設置する設計とする。② 
 

変更区分：(1) 
・閉じ込めの機能維
持に関する大枠と
なる基本設計方針
（冒頭宣言）の記載
を追加する。 

 

 警報-44 

   加熱中において，熱的制限値の維持又は
核燃料物質等を限定された区域に閉じ
込める能力を維持するための設備の作
動を速やかに，かつ，自動的に開始させ
る回路として，圧力異常高又は温度異常
高による加熱停止のインターロックを
設置する設計とする。② 
 
 
なお，インターロックの作動条件に係る
設計方針については，第 2章 個別項目
の「5.4 警報関連設備」に示す。 
 
 
 
 
 
 

変更区分：(1) 
・「閉込-14」からの展
開。 

・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・ＩＮＴについては，
「警報-6～11」を本
項に統合する。 

 
変更区分：(2) 
・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-26～
32」にて展開する。 

 

 警報-45 

 
 
 

  核燃料物質等を限定された区域に閉じ
込める能力を維持するための設備の作
動を速やかに，かつ，自動的に開始させ
る回路として，温度，圧力，充填量等の
異常を検知し，閉じ込めの機能を維持す
るインターロックを設置する設計とす
る。② 
 
 
 
なお，インターロックの作動条件に係る
設計方針については，第 2章 個別項目
の「5.4 警報関連設備」に示す。 
 
 
 

変更区分：(1) 
・「閉込-14」からの展
開。 

・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・ＩＮＴについては， 
「警報-13～28,30, 
31」を本項に統合す
る。 
 

変更区分：(2) 
・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-33～
50」にて展開する。 

 

 警報-46 

【参考（警報設備側の記載）】 
「警報-5」 
(1) 閉じ込めの機能維持 
閉じ込めの機能を維持するために，UF6の加熱時における圧力・温度及び機器の運転状態を監視するとともに，
地震の発生，火災の発生を検知して警報を発する設計とする。 
 

 
 

  

 
 

【移動元の記載】 
「警報-29」 
・UF6が漏えいした場合に，工程用モニタにより早期に検知し，警報を発するとともに，自動的に緊急遮断弁
及び局所排気系ダクトのダンパを閉止するとともに，均質槽及びサンプル小分け装置の加熱を停止し，UF6を
配管カバー及びその排気系統内に閉じ込める工程用モニタ HF 濃度高による UF6 漏えい拡大防止のインターロ
ックを設ける。①② 
前述の設備のうち，工程用モニタ，緊急遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパを多重化することにより十分な
信頼性を有する設計とする。 

【移動元の記載】 
「閉込-14」 
UF6 の加熱については，加熱する UF6 シリンダ類及び付着ウラン回収容器に熱的制限値（ANSI 又は ISO 規格
に基づく設計温度：121 ℃）を定めるとともに，熱的制限値を超えない範囲で温度管理値を定めて加熱する設
計とし，加熱温度の上昇を防止するためのインターロックを設置する設計とする。また，漏えいの発生を防止
するためのインターロックを設置する設計とする。 
なお，インターロックの設計方針については，第 1章 共通項目の「8.3 警報設備等」に示す。 
 
「警報-6,8,10」(槽類における UF6シリンダ類及び付着ウラン回収容器の加熱) 
加熱中に〇〇の圧力又は温度が異常に上昇した場合は，〇〇を超えない範囲で警報を発するとともに自動的
に〇〇する圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。①② 
 
「警報-7,9,11」(コールドトラップの加熱) 
コールドトラップの加熱には〇〇を用いる。加熱中に〇〇の圧力又は温度が異常に上昇した場合は，〇〇を超
えない範囲で警報を発するとともに自動的に〇〇する圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインター
ロックを設ける。①② 
 

【移動元の記載】 
「警報-13」(遠心分離機の過回転防止) 
・高周波電源設備には，遠心分離機の回転数が破壊評価試験により安全が確認された回転数以下となるよう
に，高周波電源設備の周波数を制限する遠心機過回転防止機能を設ける。② 

【移動元の記載】 
「閉込-14」 
UF6 の加熱については，加熱する UF6シリンダ類及び付着ウラン回収容器に熱的制限値（ANSI又は ISO規格に
基づく設計温度：121 ℃）を定めるとともに，熱的制限値を超えない範囲で温度管理値を定めて加熱する設計
とし，加熱温度の上昇を防止するためのインターロックを設置する設計とする。また，漏えいの発生を防止す
るためのインターロックを設置する設計とする。 
なお，インターロックの設計方針については，第 1章 共通項目の「8.3 警報設備等」に示す。 
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事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【移動元の記載】 
「警報-23」(サンプル小シリンダ内圧力異常による加熱停止) 
・サンプル小分け装置のサンプルシリンダ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は，管理圧力又は管理温度
を超えない範囲で，警報を発するとともに，自動的にヒータの電源を停止するサンプルシリンダ圧力異常高又
は小分け装置温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。①② 

【移動元の記載】 
「警報-22」(誤操作防止) 
・UF6の液化中及び UF6 シリンダ類の交換中の誤操作により，UF6と大気が接触することを防止するため，移
送弁が開とならない誤操作防止のインターロックを設ける。② 

【移動元の記載】 
「警報-15,20,30」(過充填防止) 
・〇〇の UF6回収時に，UF6 シリンダ類への過充填を防止するため，最大充填量に達する前に警報を発すると
ともに，自動的に充填を停止するインターロックを設ける。①② 

【移動元の記載】 
「警報-16,21」(ロータリポンプ停止による UF6の工程内への閉じ込め) 
・ロータリポンプが停止した場合に，ロータリポンプの入口弁を自動的に閉とし，UF6を工程内に閉じ込める
インターロックを設ける。② 

【移動元の記載】 
「警報-14,19,28,31(共通内容)」（地震発生時の閉じ込め機能維持） 
・第 1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度 5強～6弱程度（第 2類の地震力に相当す
るおおよそ 250 Gal程度））を検知して，警報を発し，現場の従事者を速やかに退避させるとともに①～～。 
 
「警報-14(個別内容)」 
・～～カスケード設備の UF6 をカスケード排気系で排気する地震発生時のカスケード排気のインターロック
を設ける。② 
 
「警報-19(個別内容)」 
・～～自動的に発生槽，製品コールドトラップ，廃品コールドトラップ及び一般パージ系コールドトラップの
加熱を停止し，UF6を閉じ込める地震発生時の加熱停止のインターロックを設ける。② 
 
「警報-28(個別内容)」 
・～～自動的に緊急遮断弁（均質槽元弁）及び局所排気系ダクトのダンパを閉じ，均質槽，製品シリンダ槽，
原料シリンダ槽，均質パージ系コールドトラップ及びサンプル小分け装置の加熱を停止し，UF6を閉じ込める
インターロックを設ける。② 
 
「警報-31(個別内容)」 
・～～自動的に UF6回収槽及び混合ガスコールドトラップの加熱を停止し，UF6を閉じ込める地震発生時の加
熱停止のインターロックを設ける。② 

 
 

 
 

 

【移動元の記載】 
「警報-17」(ガス移送停止) 
・製品コールドトラップ及び廃品コールドトラップのガス移送時に，ガス移送配管の圧力が上昇（ただし大気
圧以下）した場合に，コールドトラップの移送停止及び回収側の槽の回収を停止するガス移送ヘッダ配管圧力
異常上昇によるガス移送停止のインターロックを設ける。①② 

【移動元の記載】 
「警報-18」(機器故障による待機槽回収開始) 
・廃品コールドトラップから廃品回収槽へのガス移送時に廃品回収槽の故障に伴う回収停止が発生した場合
に，系内の圧力の上昇を避けるため，待機中の廃品回収槽が自動で回収する廃品回収槽回収停止による待機槽
回収開始インターロックを設ける。② 
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事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   第 1種管理区域の室内が正圧になること
を防ぐための設備の作動を速やかに，か
つ，自動的に開始させる回路として，第
1 種管理区域の排気機能を維持するイン
ターロックを設置する設計とする。② 
なお，インターロックの作動条件に係る
設計方針については，第 2章 個別項目
の「5.4 警報関連設備」に示す。 
 

変更区分：(2) 
・「閉込-26」から本項

に展開する。また，
具体については，
「警関-51」にて展
開する。 

 

 警報-47 

   液体状の放射性物質の漏えいを防止す
るための設備の作動を速やかに，かつ，
自動的に開始させる回路として，自動的
に送液側のポンプ又は供給弁を閉じる
受入れ停止による漏えい防止機能又は
連通管を設置する設計とする。② 
 
 
なお，受入れ停止による漏えい防止機能
の作動条件に係る設計方針については，
第 2 章 個別項目の「5.4 警報関連設
備」に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更区分：(1) 
・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・ＩＮＴについては，
「警報-36」から本
項に記載を移動す
る。 

 
変更区分：(2) 
・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-52」
にて展開する。 

 

 警報-48 

【移動元の記載】 
「閉込-26」 
ｂ．第 1種管理区域の負圧維持に係る設計方針 
第 1種管理区域の室内が正圧になることを防ぐため，起動時には排風機が送風機より先に起動し，停止時には
送風機が排風機より先に停止する又は排風機故障時には予備機の起動により排気設備の運転を継続し，第 1種
管理区域の排気機能を維持するインターロックを設ける設計とする。② 
なお，排気設備による負圧維持に関する設計については，第 1章 共通項目の「8.3 警報設備等」に示す。 

【移動元の記載】 
「警報-36」 
(6) 液体廃棄物の廃棄設備 
・貯槽類は必要に応じて液面が槽上端を超えない範囲で，警報を発するとともに自動的に送液側のポンプ又は
供給弁を閉じる受入れ停止による漏えい防止機能又は連通管を設ける。①② 

【移動元の記載】 
「警報-26」(局所排風機 2台停止による加熱停止) 
・局所排風機が 2台停止した場合に，均質槽及びサンプル小分け装置の加熱を停止する 2号局所排風機 2台停
止による加熱停止インターロックを設ける。② 

 
 

 
 

 

【移動元の記載】 
「警報-25」(均質槽内圧力異常による運転停止) 
・中間製品容器からの UF6 の漏えい等により均質槽内の圧力が通常使用圧力より有意に上昇した場合に，自動
的に均質槽の加熱を停止する均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロックを設ける。①② 

【移動元の記載】 
「警報-24」(減圧槽故障による均質槽の加熱停止) 
・減圧槽が故障した場合に，自動的に均質槽の加熱を停止する減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロッ
クを設ける。①② 

【移動元の記載】 
「警報-27」(回収側槽類圧力異常によるガス移送停止) 
・槽間のガス移送時に，回収側の槽類の圧力が上昇（ただし大気圧以下）した場合に，移送元の移送停止及び
回収側の槽の回収を停止する回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックを設ける。①② 
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17 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
   カスケード設備の製品側出口において，

濃縮度が核的制限値である 5 %を超える
おそれが生じたときに，濃縮度異常を防
止するための設備の作動を速やかに，か
つ，自動的に開始させる回路として，二
重化した圧力・流量による濃縮度管理の
インターロック及び濃縮度測定装置に
よる濃縮度管理のインターロックを設
置する設計とする。② 
カスケード設備が生産運転中は，これら
のインターロックの二つ以上の機能を
常に確保する。② 
なお，濃縮度管理のインターロックの作
動条件に係る設計方針については，第 2
章 個別項目の「5.4 警報関連設備」に
示す。 
 
 
 
 
 

変更区分：(1) 
・「臨界-3,16」からの
展開。 

・規則を踏まえ，警報
とＩＮＴで細分化。 

・ＩＮＴについては，
「警報-3」から本項
に記載を移動する。 

 
 
 
 
変更区分：(2) 
・ＩＮＴの具体につ
いては，「警関-53」
にて展開する。 

 

 警報-49 

  8.3.4 計装空気及び計装電源喪失対策 
自動弁（空気作動弁）を作動させる計装
空気又は計装電源が喪失した場合は，弁
特性により自動閉となり UF6を工程内に
閉じ込める設計とする。(②) 
 

 変更区分：(2) 
・「警報-41」に記載を

移動する。 
 

 警報-50 

 

【移動元の記載】 
「臨界-3」 
・本施設においては，施設全体で取り扱う濃縮度を 5 %以下とするために，濃縮度管理をカスケード設備で行
う。新型遠心機によるカスケード設備の濃縮域の一部で濃縮度が 5 %を超える場合があるが，カスケード設備
の製品側出口において濃縮度を 5 %以下に管理する。 
 
「臨界-16」 
カスケード設備で濃縮する濃縮 UF6 の濃縮度は，    の関数となる。したがって，    を監視する
ことにより濃縮度を管理し，これらに対して二重化した圧力・流量による濃縮度管理のインターロックを設
け，濃縮度が制限値を超えないように管理する。また，UF6の濃縮度は，濃縮度測定装置により測定し，これ
に対して濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロックを設ける。カスケード設備が生産運転中は，こ
れらのインターロックの二つ以上の機能を常に確保する。② 
 
「警報-3」 
カスケード設備で濃縮する濃縮 UF6 の濃縮度は，   の関数となる。したがって，   を監視すること
により濃縮度を管理し，これらに対して二重化した圧力・流量による濃縮度管理のインターロックを設け，濃
縮度が制限値を超えないように管理する。また，UF6の濃縮度は，濃縮度測定装置により測定し，これに対し
て濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロックを設ける。①② 
 

記載を移動する。 
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1 

【濃縮施設】 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
－ － 第 2章 個別項目 

1. 濃縮施設 
第 2章 個別項目 
1. 濃縮施設 
濃縮施設の設計に係る共通的な設計方
針については，第 1章 共通項目の「1. 
核燃料物質の臨界防止」，「2. 地盤」，
「3. 自然現象」，「4. 閉じ込めの機
能」，「5. 火災等による損傷の防止」，
「6. 加工施設内における溢水による
損傷の防止」，「7. 遮蔽」，「8. 設備に
対する要求事項」に基づくものとする。 
 

 
 
変更区分：(4) 
・共通項目の呼び込み
を追加する。 

 

第 2章 個別項目 
2. 被覆施設 
被覆施設の設計に係る共通的な設計方
針については，第 1章 共通項目の「1. 
核燃料物質の臨界防止」，「2. 地盤」，
「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機
能」，「5. 火災等による損傷の防止」，
「6. 加工施設内における溢水による
損傷の防止」，「7. 遮蔽」及び「8. 設
備に対する要求」に基づくものとする。 

濃縮-1 

  （濃縮施設の設備概要） 
 
 
 
 
濃縮施設は，貯蔵施設から受け入れた原
料 UF6（天然ウラン）を発生させ，製品
UF6（濃縮ウラン）及び廃品 UF6（劣化ウ
ラン）に分離し，回収した製品 UF6の均
質，濃縮度調整（ブレンディング操作）
及び出荷用の 30Bシリンダへ充填する施
設である。また，各工程で発生する排気
の処理を行う。 
 

（濃縮施設の設備概要） 
 
濃縮施設は，カスケード設備，高周波電
源設備，UF6 処理設備及び均質・ブレン
ディング設備により構成する。 
濃縮施設は，貯蔵施設から受け入れた原
料 UF6（天然ウラン）を発生させ，製品
UF6（濃縮ウラン）及び廃品 UF6（劣化ウ
ラン）に分離し，回収した製品 UF6の均
質，濃縮度調整（ブレンディング操作）
及び出荷用の 30Bシリンダへ充填する施
設である。ことができる設計とする。ま
た，各工程で発生する排気の処理を行う
ことができる設計とする。 
 

変更区分：－ 
・記載の適正化。 
変更区分：－ 
・施設の構成に関する
記載を追加する。 

 
 
 
 
 
・記載の適正化。 

被覆施設は，燃料棒加工工程で構成す
る。 
被覆施設は，燃料加工建屋に収納する設
計とする。 
被覆施設は，製品ペレットを被覆管に挿
入した後，密封溶接及び検査を行い，MOX
燃料棒に加工することができる設計と
する。また，必要に応じ，ウラン燃料棒
の検査も行うことができる設計とする。 
 

濃縮-2 

   濃縮施設は，ウラン濃縮建屋の 1号カス
ケード棟，2 号カスケード棟，1 号発回
均質棟，2 号発回均質棟（中央操作棟と
2 号発回均質棟を接続する渡り廊下含
む。）に収納する設計とする。 
1 号カスケード棟の主要構造は，地上 1
階（一部 2階建て）の準耐火建築物とす
る設計とする。 
2 号カスケード棟の主要構造は，地上 1
階（一部 2階建て）の準耐火建築物とす
る設計とする。 
1 号発回均質棟の主要構造は，地上 1 階
（一部 2階建て）の耐火建築物とする設
計とする。 
2 号発回均質棟の主要構造は，地上 1 階
の耐火建築物とする設計とする。 
隣接する各建物間は，エキスパンション
ジョイントを介して接続する設計とす
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更区分：(5) 
・建物施設区分変更に
伴い，建物の主要構
造に関する記載を
追加する。 

 

濃縮-3 燃料加工建屋の主要構造は，地上 2
階，地下 3 階の耐火建築物とする設
計とする。 
また，燃料加工建屋の屋根，壁等は，
漏水のおそれのない構造とする。 
貯蔵容器搬送用洞道(再処理施設と
共用(以下同じ。))は，再処理施設か
らウラン・プルトニウム混合酸化物
を収納する混合酸化物貯蔵容器を受
け入れることができるように燃料加
工建屋の地下 3 階中 2 階及び再処理
施設のウラン・プルトニウム混合酸
化物貯蔵建屋とエキスパンションジ
ョイントにより接続する設計とす
る。 
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事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
  1.1 カスケード設備及び高周波電源設

備 
（カスケード設備及び高周波電源設備
の設備概要） 
 
 
カスケード設備は，UF6処理設備の発生・
供給系より供給される原料 UF6を遠心分
離機により製品 UF6及び廃品 UF6に分離
し，UF6 処理設備の製品系及び廃品系に
移送する設備である。 
 
高周波電源設備は，遠心分離機を駆動す
るための電源を供給する設備である。 
カスケード設備は，遠心分離機を配管に
より並列・多段に接続して構成し，UF6処
理設備の発生・供給系，製品系，廃品系，
カスケード排気系と配管により接続す
るほか，パージ用の窒素配管と接続す
る。 
カスケード設備は，濃縮域の一部におい
て，濃縮度が 5 %を超える場合があるが，
カスケード設備の製品側出口で濃縮度
が 5 %以下となるように遠心分離機と配
管を接続した構成とする。 
 

1.1 カスケード設備及び高周波電源設
備 
（カスケード設備及び高周波電源設備
の設備概要） 
カスケード設備は，遠心分離機及び配管
で構成する。 
カスケード設備は，UF6処理設備の発生・
供給系より供給される原料 UF6を遠心分
離機により製品 UF6及び廃品 UF6に分離
し，UF6 処理設備の製品系及び廃品系に
移送する設備である。ことができる設計
とする。 
 
 
カスケード設備は，遠心分離機を配管に
より並列・多段に接続して構成し，UF6処
理設備の発生・供給系，製品系，廃品系，
カスケード排気系と配管により接続す
るほか，パージ用の窒素配管と接続する
設計とする。 
カスケード設備は，濃縮域の一部におい
て，濃縮度が 5 %を超える場合があるが，
カスケード設備の製品側出口で濃縮度
が 5 %以下となるように遠心分離機と配
管を接続した構成とする。する設計とす
る。 
高周波電源設備は，高周波インバータ装
置で構成する。 
高周波電源設備は，遠心分離機を駆動す
るための電源を供給する設備である。こ
とができる設計とする。 
 

 
 
変更区分：－ 
・記載の適正化。 
変更区分：－ 
・「設備の説明⇒系統
構成の説明」から設
備の設計方針に関
する記載に修正す
るとともに，記載順
序を適正化する。 

 
 

2.1 燃料棒加工工程 
2.1.1 燃料棒加工工程の構成 
燃料棒加工工程は，製品ペレットを所定
の長さのスタックに編成し，乾燥した
後，下部端栓付被覆管に挿入する設計と
する。また，上部端栓を溶接して密封し，
BWR 燃料棒で 17％以下，PWR 燃料棒で
18％以下のプルトニウム富化度の MOX燃
料棒に加工する設計とする。 
燃料棒加工工程は，MOX燃料棒について，
ヘリウムリーク検査，X線検査，MOX燃料
棒内部の健全性確認及び外観寸法検査
を実施する設計とする。 
燃料棒加工工程は，規格外の MOX燃料棒
を解体し，取り出したペレットを再使用
のためペレット加工工程へ搬送する設
計とする，又はスクラップ処理のため粉
末調整工程へ搬送する設計とする。 
燃料棒加工工程は，制御第 3室にて施設
の状態監視，運転操作及び工程停止操作
を行うことができる設計とする。 
 
2.1.2 主要設備の系統構成 
燃料棒加工工程は，スタック編成設備，
スタック乾燥設備，挿入溶接設備，燃料
棒検査設備，燃料棒収容設備，燃料棒解
体設備及び燃料棒加工工程搬送設備で
構成する。 
(1) スタック編成設備 
スタック編成設備は，ペレットを MOX燃
料棒１本分の長さに編成する設計とす
る。 
スタック編成設備は，スタック編成設備
グローブボックス，波板トレイ取出装
置，スタック編成装置，スタック収容装
置，空乾燥ボート取扱装置グローブボッ
クス及び空乾燥ボート取扱装置で構成
する。 
 

以下略 
 

濃縮-4 

  1.2 UF6処理設備 
（UF6処理設備の設備概要） 
UF6 処理設備は，発生・供給系，製品系，
廃品系，捕集排気系，カスケード排気系
及び一般パージ系から構成する。 
 

1.2 UF6処理設備 
（UF6処理設備の設備概要） 
UF6 処理設備は，発生・供給系（原料脱
気及び発生工程），製品系（製品捕集・回
収工程），廃品系（廃品捕集・回収工程），
捕集排気系（排気処理工程），カスケード
排気系（排気処理工程）及び一般パージ
系（排気処理工程）から構成する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
変更区分：－ 
・記載の適正化。 
 

 濃縮-5 
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事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
  (1) 発生・供給系（原料脱気及び発生工

程） 
本系統は，原料 UF6の純度を高めるため
の原料脱気及び原料 UF6をカスケード設
備に発生・供給する系統である。 
 
 
 
 
 
本系統は，配管によりカスケード設備及
び一般パージ系と接続する。 
 

(1) 発生・供給系（原料脱気及び発生工
程） 
発生・供給系（原料脱気及び発生工程）
は，発生槽，圧力調整槽及び配管で構成
する。 
本系統発生・供給系（原料脱気及び発生
工程）は，原料 UF6の純度を高めるため
の原料脱気及び原料 UF6をカスケード設
備に発生・供給する系統である。ことが
できる設計とする。 
本系統発生・供給系（原料脱気及び発生
工程）は，配管によりカスケード設備及
び一般パージ系と接続する設計とする。 
 

 
 
変更区分：－ 
・「設備の説明⇒系統
構成の説明」から設
備の設計方針に関
する記載に修正す
る。 

 
 

 濃縮-6 

  (2) 製品系（製品捕集・回収工程） 
本系統は，カスケード設備から移送され
る製品 UF6を回収する系統である。 
 
 
 
 
 
本系統は，配管によりカスケード設備，
捕集排気系及び一般パージ系と接続す
る。 

(2) 製品系（製品捕集・回収工程） 
製品系（製品捕集・回収工程）は，コー
ルドトラップ，製品回収槽及び配管で構
成する。 
本系統製品系（製品捕集・回収工程）は，
カスケード設備から移送される製品 UF6
を回収する系統である。ことができる設
計とする。 
本系統製品系（製品捕集・回収工程）は，
配管によりカスケード設備，捕集排気系
及び一般パージ系と接続する設計とす
る。 
 

 
変更区分：－ 
・「設備の説明⇒系統
構成の説明」から設
備の設計方針に関
する記載に修正す
る。 

 

 濃縮-7 

 コールドトラップは，冷凍機を用いて冷
却するが，コールドトラップの材質は，
ステンレス鋼（耐用温度-190℃「機械工
学便覧」による。）であり，耐用温度以上
で使用する設計とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「閉込-4,12」の具体
を本項で展開する。 

 

濃縮-8 

  (3) 廃品系（廃品捕集・回収工程） 
本系統は，カスケード設備から移送され
る廃品 UF6を回収する系統である。 
 
 
 
 
 
本系統は，配管によりカスケード設備，
捕集排気系及び一般パージ系と接続す
る。 
 

(3) 廃品系（廃品捕集・回収工程） 
廃品系（廃品捕集・回収工程）は，コー
ルドトラップ，廃品回収槽及び配管で構
成する。 
本系統廃品系（廃品捕集・回収工程）は，
カスケード設備から移送される廃品 UF6
を回収する系統である。ことができる設
計とする。 
本系統廃品系（廃品捕集・回収工程）は，
配管によりカスケード設備，捕集排気系
及び一般パージ系と接続する設計とす
る。 
 
 
 
 
 

 
変更区分：－ 
・「設備の説明⇒系統
構成の説明」から設
備の設計方針に関
する記載に修正す
る。 

 
 

 濃縮-9 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「閉込-4」 
・ウランを内包する設備及び機器は，UF6等の取り扱う物質に対して耐腐
食性を有する材料を使用し，取扱い圧力に応じた耐圧気密性を確保する
とともに，使用条件を踏まえた材料及び構造強度を確保し，放射性物質
の漏えいを防止する設計とする。 
 
【展開元の記載（再整理前）】 
「閉込-12」 
・コールドトラップは，冷凍機を用いて冷却するが，コールドトラップ
の材質は，ステンレス鋼（耐用温度-190℃「機械工学便覧」による。）で
あり，耐用温度以上で使用する。 
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別紙 1-4 

4 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
   コールドトラップは，冷凍機を用いて冷

却するが，コールドトラップの材質は，
ステンレス鋼（耐用温度-190℃「機械工
学便覧」による。）であり，耐用温度以上
で使用する設計とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「閉込-4,12」の具体
を本項で展開する。 

 

 濃縮-10 

  (4) 捕集排気系（排気処理工程） 
本系統は，製品系の製品コールドトラッ
プ及び廃品系の廃品コールドトラップ
で未捕集の UF6を捕集する系統である。 
 
 
 
 
 
 
本系統は，配管により製品系，廃品系及
び排気設備と接続する。 
 

(4) 捕集排気系（排気処理工程） 
捕集排気系（排気処理工程）は，ケミカ
ルトラップ NaF，ケミカルトラップ
Al2O3，ロータリポンプ及び配管で構成
する。 
本系統捕集排気系（排気処理工程）は，
製品系の製品コールドトラップ及び廃
品系の廃品コールドトラップで未捕集
の UF6を捕集する系統である。ことがで
きる設計とする。 
本系統は，配管により製品系，廃品系及
び排気設備と接続する設計とする。 
 

 
変更区分：－ 
・「設備の説明⇒系統
構成の説明」から設
備の設計方針に関
する記載に修正す
る。 

 

 濃縮-11 

  (5) カスケード排気系（排気処理工程） 
本系統は，カスケード設備の起動・停止
及び外部電源喪失等の異常時にカスケ
ード設備の UF6を排気する系統である。 
 
 
 
 
 
 
なお，本系統は，CS 系と CB 系がある。
CS 系はカスケード設備 1 組毎に排気す
る系統であり，CB系はカスケード設備 3
組の共有設備でカスケード設備各組毎
の CS系のバックアップ系統である。 
 
 
 
 
本系統は，配管によりカスケード設備及
び排気設備と接続する。 
 

(5) カスケード排気系（排気処理工程） 
カスケード排気系（排気処理工程）は，
ブースタポンプ，ケミカルトラップ NaF，
ケミカルトラップAl2O3及びロータリポ
ンプで構成する。 
本系統カスケード排気系（排気処理工
程）は，カスケード設備の起動・停止及
び外部電源喪失等の異常時にカスケー
ド設備の UF6を排気する系統である。こ
とができる設計とする。 
なお，本系統カスケード排気系（排気処
理工程）は，CS 系と CB 系がある。で構
成する。CS系はカスケード設備 1組毎に
排気する系統であり，ことができる設計
とする。CB系はカスケード設備 3組の共
有設備でカスケード設備各組毎の CS 系
のバックアップ系統である。として，カ
スケード設備のUF6を排気することがで
きる設計とする。 
本系統カスケード排気系（排気処理工
程）は，配管によりカスケード設備及び
排気設備と接続する設計とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
変更区分：－ 
・「設備の説明⇒系統
構成の説明」から設
備の設計方針に関
する記載に修正す
る。 

 

 濃縮-12 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「閉込-4」 
・ウランを内包する設備及び機器は，UF6等の取り扱う物質に対して耐腐
食性を有する材料を使用し，取扱い圧力に応じた耐圧気密性を確保する
とともに，使用条件を踏まえた材料及び構造強度を確保し，放射性物質
の漏えいを防止する設計とする。 
 
【展開元の記載（再整理前）】 
「閉込-12」 
・コールドトラップは，冷凍機を用いて冷却するが，コールドトラップ
の材質は，ステンレス鋼（耐用温度-190℃「機械工学便覧」による。）で
あり，耐用温度以上で使用する。 
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5 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
  (6) 一般パージ系（排気処理工程） 

本系統は，原料シリンダの脱気及び原料
回収操作，UF6 処理設備の各槽のシリン
ダ交換時のパージ操作等に伴う UF6をコ
ールドトラップに捕集し，さらに捕集し
た UF6を原料シリンダ又は中間製品容器
に回収するための系統である。 
 
 
 
 
 
 
 
本系統は，発生槽から回収した原料 UF6
を扱う原料回収系統と，発生槽以外の各
槽から回収した UF6を扱うパージ系統が
あり，原料回収系統は原料シリンダ槽，
パージ系統は均質槽と接続する。 
 
本系統は，配管により発生・供給系，製
品系，廃品系及び均質・ブレンディング
設備並びに排気設備と接続する。また，
パージ用の窒素配管と接続する。 
 

(6) 一般パージ系（排気処理工程） 
一般パージ系（排気処理工程）は，コー
ルドトラップ，ブースタポンプ，ケミカ
ルトラップ NaF，ケミカルトラップ
Al2O3，ロータリポンプ及び配管で構成
する。 
本系統一般パージ系（排気処理工程）は，
原料シリンダの脱気及び原料回収操作，
UF6 処理設備の各槽のシリンダ交換時の
パージ操作等に伴う UF6をコールドトラ
ップに捕集し，さらに捕集した UF6を原
料シリンダ又は中間製品容器に回収す
るための系統である。ことができる設計
とする。 
本系統一般パージ系（排気処理工程）は，
発生槽から回収した原料 UF6を扱う原料
回収系統と，発生槽以外の各槽から回収
した UF6 を扱うパージ系統があり，原料
回収系統は原料シリンダ槽，パージ系統
は均質槽と接続する設計とする。 
本系統一般パージ系（排気処理工程）は，
配管により発生・供給系，製品系，廃品
系及び均質・ブレンディング設備並びに
排気設備と接続する設計とする。また，
パージ用の窒素配管と接続する設計と
する。 
 

 
変更区分：－ 
・「設備の説明⇒系統
構成の説明」から設
備の設計方針に関
する記載に修正す
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 濃縮-13 

   コールドトラップは，冷凍機を用いて冷
却するが，コールドトラップの材質は，
ステンレス鋼（耐用温度-190℃「機械工
学便覧」による。）であり，耐用温度以上
で使用する設計とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「閉込-4,12」の具体
を本項で展開する。 

 

 濃縮-14 

  1.3 均質・ブレンディング設備 
（均質・ブレンディング設備の設備概
要） 
均質・ブレンディング設備は，均質・ブ
レンディング系，均質パージ系から構成
する。 
 

1.3 均質・ブレンディング設備 
（均質・ブレンディング設備の設備概
要） 
均質・ブレンディング設備は，均質・ブ
レンディング系（均質・ブレンディング
工程），均質パージ系（排気処理工程）か
ら構成する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
変更区分：－ 
・記載の適正化。 
 

 濃縮-15 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「閉込-4」 
・ウランを内包する設備及び機器は，UF6等の取り扱う物質に対して耐腐
食性を有する材料を使用し，取扱い圧力に応じた耐圧気密性を確保する
とともに，使用条件を踏まえた材料及び構造強度を確保し，放射性物質
の漏えいを防止する設計とする。 
 
【展開元の記載（再整理前）】 
「閉込-12」 
・コールドトラップは，冷凍機を用いて冷却するが，コールドトラップ
の材質は，ステンレス鋼（耐用温度-190℃「機械工学便覧」による。）で
あり，耐用温度以上で使用する。 
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6 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
  (1) 均質・ブレンディング系（均質・ブ

レンディング工程） 
本系統は，UF6 処理設備で回収した製品
UF6 の均質，濃縮度調整（ブレンディン
グ操作）及び充填（出荷用の製品シリン
ダ（30B）又は廃品シリンダ（30B）への
詰替え）を行う系統である。 
 
 
 
 
 
 
 
なお，分析用サンプルの採取及び小分け
も行う。 
また，廃品 UF6を出荷する場合に，廃品
シリンダ（48Y）から中間製品容器への詰
替えを行い，前述と同様の操作を行う。 
本系統は，配管により均質パージ系及び
UF6 処理設備の一般パージ系と接続す
る。また，パージ用の窒素配管と接続す
る。 
 
また，均質槽周りで UF6の圧力が大気圧
以上となる配管は，配管カバーで覆い，
配管カバー内は局所排気ダクト及び工
程用モニタに接続する。 
UF6 の圧力が大気圧以上となるサンプル
小分け装置はフード内に収納し，排気設
備の局所排気ダクト及び工程用モニタ
に接続する。 
 

(1) 均質・ブレンディング系（均質・ブ
レンディング工程） 
均質・ブレンディング系（均質・ブレン
ディング工程）は，均質槽，製品シリン
ダ槽，原料シリンダ槽，サンプル小分け
装置，工程用モニタ，2号局所排気装置，
中間製品容器及び配管で構成する。 
本系統均質・ブレンディング系（均質・
ブレンディング工程）は，UF6 処理設備
で回収した製品 UF6の均質，濃縮度調整
（ブレンディング操作）及び充填（出荷
用の製品シリンダ（30B）又は廃品シリン
ダ（30B）への詰替え）を行う系統である。
ことができる設計とする。 
なお，分析用サンプルの採取及び小分け
も行うことができる設計とする。 
また，廃品 UF6を出荷する場合に，廃品
シリンダ（48Y）から中間製品容器への詰
替えを行い，前述と同様の操作を行う。 
本系統均質・ブレンディング系（均質・
ブレンディング工程）は，配管により均
質パージ系及び UF6処理設備の一般パー
ジ系と接続する設計とする。また，パー
ジ用の窒素配管と接続する設計とする。 
また，均質槽周りで UF6の圧力が大気圧
以上となる配管は，配管カバーで覆い，
配管カバー内は局所排気ダクト及び工
程用モニタに接続する設計とする。 
UF6 の圧力が大気圧以上となるサンプル
小分け装置はフード内に収納し，排気設
備の局所排気ダクト及び工程用モニタ
に接続する設計とする。 
 

 
 
変更区分：－ 
・「設備の説明⇒系統
構成の説明」から設
備の設計方針に関
する記載に修正す
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 濃縮-16 

   UF6 を大気圧以上で取り扱う分析試料採
取用のサンプルシリンダ，計量シリンダ
及びサンプルシリンダからサンプルチ
ューブに分配するサンプル小分け装置
は，使用圧力に対して余裕のある強度設
計を行い，耐圧試験により強度を確認す
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「閉込-4,7」の具体を
本項で展開する。 

 

 濃縮-17 
【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「閉込-4」 
・ウランを内包する設備及び機器は，UF6等の取り扱う物質に対して耐腐
食性を有する材料を使用し，取扱い圧力に応じた耐圧気密性を確保する
とともに，使用条件を踏まえた材料及び構造強度を確保し，放射性物質
の漏えいを防止する設計とする。 
 
【展開元の記載（再整理前）】 
「閉込-7」 
・UF6 を大気圧以上で取り扱う分析試料採取用のサンプルシリンダ，計量
シリンダ及びサンプルシリンダからサンプルチューブに分配するサンプ
ル小分け装置は，使用圧力に対して余裕のある強度設計を行い，耐圧試
験により強度を確認する。 
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7 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
   UF6 を大気圧以上で取り扱う中間製品容

器は，高圧ガス保安法を満たす設計と
し，ゲージ圧 2.1 MPaの耐圧試験により
強度を確認する。 
 
 

変更区分：(2) 
・共通項目の「8.2 材

料及び構造」の具体
を本項で展開する。 

 

 濃縮-18 

   UF6 を大気圧以上で取り扱う中間製品容
器，サンプルシリンダ及び計量シリンダ
を収納する均質槽は，高圧ガス保安法を
満たす設計とし，ゲージ圧 0.45 MPa の
耐圧試験により強度を確認する。 
 
 

変更区分：(2) 
・共通項目の「8.2 材

料及び構造」の具体
を本項で展開する。 

 

 濃縮-19 

  (2) 均質パージ系（排気処理工程） 
本系統は，均質・ブレンディング系の各
槽のシリンダ交換時のパージ操作等に
伴う UF6を回収するための系統である。 
本系統は，配管により均質・ブレンディ
ング系及び排気設備と接続する。また，
パージ用の窒素配管と接続する。 
 

(2) 均質パージ系（排気処理工程） 
均質パージ系（排気処理工程）は，コー
ルドトラップ，減圧槽，ブースタポンプ，
ケミカルトラップ NaF，ケミカルトラッ
プ Al2O3，ロータリポンプ及び配管で構
成する。 
本系統均質パージ系（排気処理工程）は，
均質・ブレンディング系の各槽のシリン
ダ交換時のパージ操作等に伴う UF6を回
収するための系統である。ことができる
設計とする。 
本系統均質パージ系（排気処理工程）は，
配管により均質・ブレンディング系及び
排気設備と接続する。また，パージ用の
窒素配管と接続する設計とする。 
 

 
変更区分：－ 
・「設備の説明⇒系統
構成の説明」から設
備の設計方針に関
する記載に修正す
る。 

 
 
 
 

 濃縮-20 

   コールドトラップは，冷凍機を用いて冷
却するが，コールドトラップの材質は，
ステンレス鋼（耐用温度-190℃「機械工
学便覧」による。）であり，耐用温度以上
で使用する設計とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「閉込-4,12」の具体
を本項で展開する。 

 

 濃縮-21 

 

【移動元の記載】 
「8.2 材料及び構造」 
・UF6を大気圧以上で取り扱う中間製品容器，サンプルシリンダ及び計量
シリンダを収納する均質槽は，高圧ガス保安法を満たす設計とし，ゲージ
圧 0.45 MPaの耐圧試験により強度を確認する。 

【移動元の記載】 
「8.2 材料及び構造」 
・UF6 を大気圧以上で取り扱う中間製品容器は，高圧ガス保安法を満たす
設計とし，ゲージ圧 2.1 MPaの耐圧試験により強度を確認する。 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「閉込-4」 
・ウランを内包する設備及び機器は，UF6等の取り扱う物質に対して耐腐
食性を有する材料を使用し，取扱い圧力に応じた耐圧気密性を確保する
とともに，使用条件を踏まえた材料及び構造強度を確保し，放射性物質
の漏えいを防止する設計とする。 
 
【展開元の記載（再整理前）】 
「閉込-12」 
・コールドトラップは，冷凍機を用いて冷却するが，コールドトラップ
の材質は，ステンレス鋼（耐用温度-190℃「機械工学便覧」による。）で
あり，耐用温度以上で使用する。 
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1 

【警報関連設備】 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
－ （警報設備等） 

第十八条 加工施設には、その設
備の機能の喪失、誤操作その他の
要因により加工施設の安全性を著
しく損なうおそれが生じたとき、
次条第一号の放射性物質の濃度が
著しく上昇したとき又は液体状の
放射性廃棄物の廃棄施設から液体
状の放射性物質が著しく漏えいす
るおそれが生じたときに、これら
を確実に検知して速やかに警報す
る設備が設けられていなければな
らない。① 

 第 2章 個別項目 
 

 第 2章 個別項目 
7. その他の加工施設 
7.4 その他の主要な事項 
7.4.2 警報関連設備 
警報関連設備の設計に係る共通的な設
計方針については，第 1章 共通項目の
「1. 核燃料物質の臨界防止」，「2. 地
盤」，「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込め
の機能」，「5. 火災等による損傷の防
止」，「6. 加工施設内における溢水によ
る損傷の防止」，「8. 設備に対する要
求」に基づくものとする。 
警報関連設備は，臨界検知用ガスモニ
タ，グローブボックス負圧・温度監視設
備，サンプ液位，漏えい液受皿液位，堰
内液位，焼結炉内部温度高による過加熱
防止回路，小規模焼結処理装置内部温度
高による過加熱防止回路，小規模焼結処
理装置への冷却水流量低による加熱停
止回路，混合ガス水素濃度高による混合
ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異
常遮断弁で構成する。 
(1) 臨界検知用ガスモニタ 
MOX 燃料加工施設においては，技術的に
みて臨界事故の発生は想定されないが，
万一，臨界事故が発生した場合に備え，
臨界検知用ガスモニタを 2台設置する設
計とするとともに，表示ランプの点灯及
びブザー鳴動により，運転員に通報でき
る設計とする。 
臨界検知用ガスモニタは，臨界の可能性
がある場合に，中央監視室に警報を発す
る設計とする。 
(2) グローブボックス負圧・温度監視
設備 
グローブボックスの負圧異常の検知及
び安全上重要な施設以外のグローブボ
ックス内又はオープンポートボックス
内の火災を感知するため，グローブボッ
クス負圧・温度監視設備を設置する設計
とするとともに，表示ランプの点灯及び 

－ 

  5.4 警報関連設備 
警報関連設備の設計に係る共通的な設
計方針については，第 1章 共通項目の
「1. 核燃料物質の臨界防止」，「2. 地
盤」，「3. 自然現象」，「4. 閉じ込めの
機能」，「5. 火災等による損傷の防止」，
「6. 加工施設内における溢水による
損傷の防止」，「8. 設備に対する要求事
項」に基づくものとする。 
 

変更区分：(2),(4) 
・第 1章 共通項目の

「 8.3  警報設備
等」からの展開によ
り，個別項目に新た
に章立てを追加す
る。 

変更区分：(4) 
・共通項目の呼び込み
を記載する。 

 

警関-1 

  警報関連設備は，警報設備と自動回路で
構成する。 
 

変更区分：(2) 
・上記に伴い設備構成
に関する記載を追
加する。 

 

警関-2 

   5.4.1 警報設備 
警報関連設備の警報設備は，漏えい検
知，加熱時の圧力・温度監視，運転状態
監視，地震発生検知，第 1種管理区域の
負圧監視，濃縮度監視及び液体廃棄物を
内包する貯槽等の液位監視に係る設備
で構成する。 
 

警関-3 

   (1) 漏えい検知 
UF6 を大気圧以上の圧力で取り扱う機器
からの漏えいを検知するため，工程用モ
ニタを設置するとともに，あらかじめ設
定した値を超えたときは警報を発する
設計とする。 
また，工程用モニタについては，多重化
することにより十分な信頼性を有する
設計とする。① 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-4,29」の具体
を本項で展開する。 

 

警関-4 

   (2) 加熱時の圧力・温度監視 
ａ．UF6処理設備 
・加熱中に原料シリンダ内の圧力又は温
度が異常に上昇し，閉じ込め機能が損な
われるおそれが生じたことを検知する
ため，加熱中の圧力又は温度監視に係る
検出器を設置するとともに，大気圧を超
えない範囲又は管理温度を超えない範
囲で，警報を発する設計とする。① 
 
 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-6」の具体を本
項で展開する。 

 

ブザー鳴動により，運転員に通報できる
設計とする。 
グローブボックス負圧・温度監視設備
は，グローブボックスの負圧異常を検知
した場合に，中央監視室及び制御第 1室
から制御第 4 室に警報を発するととも
に，気体廃棄物の排気設備に負圧異常信
号を発する設計とする。 
また，安全上重要な施設以外のグローブ
ボックス内又はオープンポートボック
ス内の火災の可能性がある場合に，中央
監視室及び制御第 1室から制御第 4室に
警報を発するとともに，消火設備のグロ
ーブボックス消火装置に火災信号を発
する設計とする。 

警関-5 
【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-6」 
加熱中に圧力又は温度異常上昇により閉じ込め機能が損なわれるおそれが生じたときに，確実に検知して速
やかに警報を発することができるよう，圧力又は温度監視に係る検出器を設置するとともに，制限値を超えな
い範囲で警報を発する設計とする。① 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-6」 
・加熱中に原料シリンダ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は，大気圧を超えない範囲又は管理温度を超
えない範囲で，警報を発するとともに自動的に加熱用温水の供給を停止する圧力異常高又は温度異常高によ
る加熱停止のインターロックを設ける。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-4」 
・UF6を大気圧以上の圧力で取り扱う機器からの漏えいを確実に検知して速やかに警報を発することができる
よう，漏えい検知に係る検出器を設置するとともに，あらかじめ設定した値を超えたときは警報を発する設計
とする。また，漏えい検知に係る検出器については，多重化することにより十分な信頼性を有する設計とす
る。① 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-29」 
・UF6が漏えいした場合に，工程用モニタにより早期に検知し，警報を発するとともに，自動的に緊急遮断弁
及び局所排気系ダクトのダンパを閉止するとともに，均質槽及びサンプル小分け装置の加熱を停止し，UF6を
配管カバー及びその排気系統内に閉じ込める工程用モニタ HF濃度高による UF6漏えい拡大防止のインターロ
ックを設ける。 
前述の設備のうち，工程用モニタ，緊急遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパを多重化することにより十分な
信頼性を有する設計とする。①② 
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事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
   ・加熱中に加熱用温水の温度が異常に上

昇し，閉じ込め機能が損なわれるおそれ
が生じたことを検知するため，加熱中の
温度監視に係る検出器を設置するとと
もに，管理温度を超えない範囲で警報を
発する設計とする。① 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-6」の具体を本
項で展開する。 

 

グローブボックス負圧・温度監視設備
は，各グローブボックス及びオープンポ
ートボックスに設置する設計とする。 
(3)  サンプ液位，漏えい液受皿液位，
堰内液位 
体廃棄物を内包する貯槽等から液体状
の放射性物質が著しく漏えいするおそ
れが生じたことを検知するため，液体廃
棄物を内包する貯槽等を設置する工液 

警関-6 

   ・コールドトラップの加熱には，電気ヒ
ータと冷凍機ユニットから供給する熱
媒を用いる。加熱中にコールドトラップ
内の圧力又は温度が異常に上昇し，閉じ
込め機能が損なわれるおそれが生じた
ことを検知するため，加熱中の圧力又は
温度監視に係る検出器を設置するとと
もに，大気圧を超えない範囲又は管理温
度を超えない範囲で，警報を発する設計
とする。① 
 

変更区分：(2) 
・「警報-6,7」の具体を

本項で展開する。 
 

程室のサンプ又は堰内及び液体状の放
射性物質を取り扱うグローブボックス
又はオープンポートボックスの漏えい
液受皿に漏えい検知器を設置するとと
もに，警報表示及びブザー鳴動により運
転員に通報できる設計とする。 
漏えい検知器は，液体状の放射性物質の
漏えいを検知した場合に，中央監視室に
警報を発する設計とする。① 
 

警関-7 

   ｂ．均質・ブレンディング設備 
・加熱中に原料シリンダ，製品シリンダ，
劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリ
ンダ及び中間製品容器内の圧力又は温
度が異常に上昇し，閉じ込め機能が損な
われるおそれが生じたことを検知する
ため，加熱中の圧力又は温度監視に係る
検出器を設置するとともに，UF6 を大気
圧未満で取り扱う場合においては大気
圧を超えない範囲又は管理温度を超え
ない範囲で，均質槽で中間製品容器内の
UF6 の液化を行う場合においては液化操
作時の管理圧力又は管理温度を超えな
い範囲で，警報を発する設計とする。① 
 

変更区分：(2) 
・「警報-6,8」の具体を
本項で展開する。 

 

警関-8 

   ・コールドトラップの加熱には，電気ヒ
ータと冷凍機ユニットから供給する熱
媒を用いる。加熱中にコールドトラップ
内の圧力又は温度が異常に上昇し，閉じ
込め機能が損なわれるおそれが生じた
ことを検知するため，加熱中の圧力又は
温度監視に係る検出器を設置するとと
もに，大気圧を超えない範囲又は管理温
度を超えない範囲で，警報を発する設計
とする。① 
 

変更区分：(2) 
・「警報-6,9」の具体を
本項で展開する。 

 

警関-9 

   (c) 付着ウラン回収設備 
・加熱中に付着ウラン回収容器内の圧力
又は温度が異常に上昇し，閉じ込め機能
が損なわれるおそれが生じたことを検
知するため，加熱中の圧力又は温度監視
に係る検出器を設置するとともに，大気
圧を超えない範囲又は管理温度を超え
ない範囲で，警報を発する設計とする。
① 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-6,10」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-10 
【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-6」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-10」 
・加熱中に付着ウラン回収容器内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は，大気圧を超えない範囲又は管理温
度を超えない範囲で，警報を発するとともに自動的に加熱を停止する圧力異常高又は内温度異常高による加熱
停止のインターロックを設ける。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-6」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-6」 
・加熱用温水の温度が上昇した場合も同様に温水ユニット温度高高による加熱停止のインターロックを設け
る。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-6」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-9」 
・コールドトラップの加熱には，電気ヒータと冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。加熱中にコールド
トラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は，大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で，
警報を発するとともに自動的に熱源を切る圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設
ける。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-6」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-7」 
・コールドトラップの加熱には，電気ヒータと冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。加熱中にコールド
トラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は，大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で，
警報を発するとともに自動的に熱源を切る圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設
ける。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-6」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-8」 
・加熱中に原料シリンダ，製品シリンダ，劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ及び中間製品容器内の圧
力又は温度が異常に上昇した場合は，UF6 を大気圧未満で取り扱う場合においては大気圧を超えない範囲又は
管理温度を超えない範囲で，均質槽で中間製品容器内の UF6 の液化を行う場合においては液化操作時の管理
圧力又は管理温度を超えない範囲で，警報を発するとともに自動的に熱水の供給を停止する圧力異常高又は温
度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。①② 

56



別紙 1-5 

3 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
   ・混合ガスコールドトラップの加熱には

電気ヒータを，IF7 コールドトラップの
加熱には冷凍機ユニットから供給する
熱媒を用いる。万一，加熱中にコールド
トラップ内の圧力又は温度が異常に上
昇し，閉じ込め機能が損なわれるおそれ
が生じたことを検知するため，加熱中の
圧力又は温度監視に係る検出器を設置
するとともに，大気圧を超えない範囲又
は管理温度を超えない範囲で，警報を発
する設計とする。① 
 

変更区分：(2) 
・「警報-6,11」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-11 

   (3) 運転状態監視 
ａ．UF6処理設備 
・製品回収槽及び廃品回収槽の UF6回収
時に，UF6 シリンダ類への過充填により
閉じ込め機能が損なわれるおそれが生
じたことを検知するため，充填量監視に
係る検出器を設置するとともに，最大充
填量に達する前に警報を発する設計と
する。① 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-12,15」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-12 

   ・製品コールドトラップ及び廃品コール
ドトラップのガス移送時に，ガス移送配
管の圧力が上昇（ただし大気圧以下）し，
閉じ込め機能が損なわれるおそれが生
じたことを検知するため，ガス移送配管
の圧力監視に係る検出器を設置すると
ともに，大気圧を超えない範囲で警報を
発する設計とする。① 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-12,17」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-13 

   ｂ．均質・ブレンディング設備 
・均質槽，製品シリンダ槽及び原料シリ
ンダ槽の UF6 回収時に，UF6 シリンダ類
への過充填により閉じ込め機能が損な
われるおそれが生じたことを検知する
ため，充填量監視に係る検出器を設置す
るとともに，最大充填量に達する前に警
報を発する設計とする。① 
 

変更区分：(2) 
・「警報-12,20」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-14 

   ・サンプル小分け装置のサンプルシリン
ダ内の圧力又は温度が異常に上昇し，閉
じ込め機能が損なわれるおそれが生じ
たことを検知するため，圧力又は温度監
視に係る検出器を設置するとともに，管
理圧力又は管理温度を超えない範囲で
警報を発する設計とする。① 
 
 
 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-12,23」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-15 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-6」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-11」 
・混合ガスコールドトラップの加熱には電気ヒータを，IF7コールドトラップの加熱には冷凍機ユニットから
供給する熱媒を用いる。万一，加熱中にコールドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は，大気圧
を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で，警報を発するとともに自動的に熱源を切る圧力異常高又は内
温度異常高による加熱停止のインターロック及び圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロックを
設ける。①② 
 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-12」 
機器の運転状態の異常により閉じ込め機能が損なわれるおそれが生じたときに，確実に検知して速やかに警
報を発することができるよう，温度，圧力，充填量監視等に係る検出器を設置するとともに，制限値を超え
ない範囲で警報を発する設計とする。① 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-15」 
・製品回収槽及び廃品回収槽の UF6回収時に，UF6シリンダ類への過充填を防止するため，最大充填量に達す
る前に警報を発するとともに，自動的に充填を停止するインターロックを設ける。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-12」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-17」 
・製品コールドトラップ及び廃品コールドトラップのガス移送時に，ガス移送配管の圧力が上昇（ただし大気
圧以下）した場合に，コールドトラップの移送停止及び回収側の槽の回収を停止するガス移送ヘッダ配管圧力
異常上昇によるガス移送停止のインターロックを設ける。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-12」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-20」 
・均質槽，製品シリンダ槽及び原料シリンダ槽の UF6回収時に，UF6シリンダ類への過充填を防止するため，
最大充填量に達する前に警報を発するとともに，自動的に充填を停止するインターロックを設ける。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-12」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-23」 
・サンプル小分け装置のサンプルシリンダ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は，管理圧力又は管理温度
を超えない範囲で，警報を発するとともに，自動的にヒータの電源を停止するサンプルシリンダ圧力異常高又
は小分け装置温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。①② 
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別紙 1-5 

4 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
   ・減圧槽の故障により，閉じ込め機能が

損なわれるおそれが生じたことを検知
するため，圧力又は温度監視に係る検出
器を設置するとともに，減圧槽の故障を
検知し警報を発する設計とする。① 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-12,24」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-16 

   ・中間製品容器からの UF6の漏えい等に
より均質槽内の圧力が通常使用圧力よ
り有意に上昇し，閉じ込め機能が損なわ
れるおそれが生じたことを検知するた
め，均質槽内の圧力監視に係る検出器を
設置するとともに，通常使用圧力より有
意な上昇を検知し警報を発する設計と
する。① 
 

変更区分：(2) 
・「警報-12,25」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-17 

   ・槽間のガス移送時に，回収側の槽類の
圧力が上昇（ただし大気圧以下）し，閉
じ込め機能が損なわれるおそれが生じ
たことを検知するため，回収側槽類の圧
力監視に係る検出器を設置するととも
に，大気圧を超えない範囲で警報を発す
る設計とする。① 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-12,27」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-18 

   ｃ．付着ウラン回収設備 
付着ウラン回収容器への回収時に，付着
ウラン回収容器への過充填により閉じ
込め機能が損なわれるおそれが生じた
ことを検知するため，充填量監視に係る
検出器を設置するとともに，最大充填量
に達する前に警報を発する設計とする。
① 
 

変更区分：(2) 
・「警報-12,30」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-19 

   (4) 地震発生検知 
地震により閉じ込め機能が損なわれる
おそれが生じたことを検知するため，地
震加速度監視に係る検出器を設置する
とともに，第 1類に求められる地震力を
超えない程度の地震加速度（震度 5強～
6 弱程度（第 2 類の地震力に相当するお
およそ 250 Gal 程度））を検知して警報
を発する設計とする。また，現場の従事
者を速やかに退避させるために警報装
置を設置する設計とする。① 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-32，14,19,28, 

31」の具体を本項で
展開する。 

 

 警関-20 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-12」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-24」 
・減圧槽が故障した場合に，自動的に均質槽の加熱を停止する減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロッ
クを設ける。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-12」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-25」 
・中間製品容器からの UF6 の漏えい等により均質槽内の圧力が通常使用圧力より有意に上昇した場合に，自動
的に均質槽の加熱を停止する均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロックを設ける。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-12」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-27」 
・槽間のガス移送時に，回収側の槽類の圧力が上昇（ただし大気圧以下）した場合に，移送元の移送停止及び
回収側の槽の回収を停止する回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックを設ける。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-12」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-30」 
・付着ウラン回収容器への回収時に，付着ウラン回収容器への過充填を防止するため，最大充填量に達する前
に警報を発するとともに，自動的に充填を停止するインターロックを設ける。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-32」 
地震の発生により閉じ込め機能が損なわれるおそれが生じたときに，確実に検知して速やかに警報を発する
ことができるよう，地震加速度監視に係る検出器を設置するとともに，あらかじめ設定した値を超えたとき
は警報を発する設計とする。また，現場の従事者を速やかに退避させるために警報装置を設置する設計とす
る。① 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-14,19,28,31」 
・第 1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度 5強～6弱程度（第 2類の地震力に相当する
おおよそ 250 Gal程度））を検知して，警報を発し，現場の従事者を速やかに退避させるとともに①～～。 
以下略 
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5 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
   (5) 第 1種管理区域の負圧監視 

第1種管理区域の負圧が損なわれるおそ
れが生じたことを検知するため，負圧監
視に係る検出器を設置するとともに，第
1 種管理区域が正圧とならない範囲で警
報を発する設計とする。① 
 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-34」の具体を
本項で展開する。 

 

 警関-21 

   (6) 濃縮度監視 
カスケード設備で濃縮する濃縮 UF6の濃
縮度は，   の関数となる。したがっ
て，   を監視することにより濃縮度
を管理する。 
カスケード設備の製品側出口において，
濃縮度が核的制限値である 5 %を超える
おそれが生じたことを検知するため，カ
スケード設備に濃縮度測定に係る検出
器として，二重化した圧力計・流量計及
び濃縮度測定装置を設置するとともに，
制限値を超えない範囲で警報を発する
設計とする。① 
 

変更区分：(2) 
・「警報-35,3」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-22 

   (7) 液体廃棄物を内包する貯槽等の液
位監視 
液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から
液体状の放射性物質が著しく漏えいす
るおそれが生じたことを検知するため，
液体廃棄物の廃棄設備に液位監視に係
る検出器を設置するとともに，液面が槽
上端を超えない範囲で警報を発する設
計とする。① 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-40,36」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-23 

－ ２ 加工施設には、その設備の機
能の喪失、誤操作その他の要因に
より加工施設の安全性を著しく損
なうおそれが生じたときに、核燃
料物質等を限定された区域に閉じ
込める能力の維持、熱的、化学的
若しくは核的制限値の維持又は火
災若しくは爆発の防止のための設
備の作動を速やかに、かつ、自動
的に開始させる回路が設けられて
いなければならない。② 

 5.4.2 自動回路 
警報関連設備の自動回路は，漏えい拡大
防止，加熱時における圧力・温度異常に
よる加熱停止，機器の運転状態異常によ
る閉じ込めの機能維持，第 1種管理区域
の負圧維持，液体状の放射性物質の漏え
い防止及び核的制限値の維持に係る設
備で構成する。② 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・第 1章 共通項目の

「8.3 警報設備及
び自動回路」からの
展開により，個別項
目に新たに章立て
を追加する。 

・上記に伴い設備構成
に関する記載を追
加する。 

 

(4) 焼結炉内部温度高による過加熱防
止回路 
焼結炉内部温度高による過加熱防止回
路は，焼結炉内の温度が熱的制限値を超
過する可能性がある場合に炉内の加熱
を自動で停止する設計とする。② 
(5) 小規模焼結処理装置内部温度高に
よる過加熱防止回路 
小規模焼結処理装置内部温度高による
過加熱防止回路は，小規模焼結処理装置
内の温度が熱的制限値を超過する可能
性がある場合に炉内の加熱を自動で停
止する設計とする。② 
(6) 小規模焼結処理装置への冷却水流
量低による加熱停止回路 
小規模焼結処理装置への冷却水流量低
による加熱停止回路は，小規模焼結処理
装置の温度が高温となることを防止す
るため，小規模焼結処理装置の冷却水流 

警関-24 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-34」 
・第 1種管理区域の負圧が損なわれるおそれが生じたときに，確実に検知して速やかに警報を発することがで
きるよう，気体廃棄物の廃棄設備に負圧監視に係る検出器を設置するとともに，第 1種管理区域が正圧となら
ない範囲で警報を発する設計とする。① 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-34」 
・第 1種管理区域が正圧とならない範囲で，警報を発する設計とする。① 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-35」 
カスケード設備の製品側出口において，濃縮度が核的制限値である 5 %を超えるおそれが生じたときに，確実
に検知して速やかに警報を発することができるよう，カスケード設備に濃縮度測定に係る検出器を設置する
とともに，制限値を超えない範囲で警報を発する設計とする。① 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-3」 
カスケード設備で濃縮する濃縮 UF6の濃縮度は，   の関数となる。したがって，   を監視することに
より濃縮度を管理し，これらに対して二重化した圧力・流量による濃縮度管理のインターロックを設け，濃縮
度が制限値を超えないように管理する。また，UF6の濃縮度は，濃縮度測定装置により測定し，これに対して
濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロックを設ける。①② 
 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-40」 
液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射性物質が漏えいするおそれが生じたときに，確実に検知
して速やかに警報を発することができるよう，液体廃棄物の廃棄設備に液位監視に係る検出器を設置すると
ともに，液面が槽上端を超えない範囲で警報を発する設計とする。① 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-36」 
・貯槽類は必要に応じて液面が槽上端を超えない範囲で，警報を発するとともに自動的に送液側のポンプ又は
供給弁を閉じる受入れ停止による漏えい防止機能又は連通管を設ける。①② 
・ピットには，液面が槽上端を超えない範囲で警報を発する液面計による漏えい防止機能を設ける。① 
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6 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
   (1) 漏えい拡大防止 

・UF6 を大気圧以上の圧力で取り扱う機
器からの漏えいを検知し，自動的に緊急
遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパ
を閉止するとともに，均質槽及びサンプ
ル小分け装置の加熱を停止し，UF6 を配
管カバー及びその排気系統内に閉じ込
める工程用モニタ HF 濃度高による UF6
漏えい拡大防止のインターロックを設
置する設計とする。 
前述の設備のうち，緊急遮断弁及び局所
排気系ダクトのダンパを多重化するこ
とにより十分な信頼性を有する設計と
する。② 
 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-43,29」の具体
を本項で展開する。 

 

量が低下した場合にヒータ電源を自動
で遮断し加熱を停止する設計とする。② 
(7) 混合ガス水素濃度高による混合ガ
ス供給停止回路 
混合ガス水素濃度高による混合ガス供
給停止回路は，焼結炉等に供給される水
素・アルゴン混合ガス中の水素濃度が
9.0vol％を超える可能性がある場合に，
焼結炉等への水素・アルゴン混合ガスの
供給を自動で停止する設計とする。② 
(8) 混合ガス濃度異常遮断弁 
混合ガス濃度異常遮断弁は，焼結炉等に
供給される水素・アルゴン混合ガス中の
水素濃度が 9.0vol％を超える可能性が
ある場合に，混合ガス水素濃度高による
混合ガス供給停止回路からの信号によ
り閉止し，焼結炉等への水素・アルゴン
混合ガスの供給を遮断できる設計とす
る。② 
 

警関-25 

   (2) 加熱時における圧力・温度異常によ
る加熱停止 
ａ．UF6処理設備 
・加熱中に原料シリンダ内の圧力又は温
度が異常に上昇し，閉じ込め機能が損な
われるおそれが生じたことを検知し，大
気圧を超えない範囲又は管理温度を超
えない範囲で自動的に加熱用の温水の
供給を停止する圧力異常高又は温度異
常高による加熱停止のインターロック
を設置する設計とする。② 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-45,6」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-26 

   ・加熱中に加熱用温水の温度が異常に上
昇し，閉じ込め機能が損なわれるおそれ
が生じたことを検知し，管理温度を超え
ない範囲で自動的に加熱用の温水の供
給を停止する温水ユニット温度高高に
よる加熱停止のインターロックを設置
する設計とする。② 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-45,6」の具体
を本項で展開する。 

 

警関-27 

   ・コールドトラップの加熱には，電気ヒ
ータと冷凍機ユニットから供給する熱
媒を用いる。加熱中にコールドトラップ
内の圧力又は温度が異常に上昇し，閉じ
込め機能が損なわれるおそれが生じた
ことを検知し，大気圧を超えない範囲又
は管理温度を超えない範囲で自動的に
熱源を切る圧力異常高又は温度異常高
による加熱停止のインターロックを設
置する設計とする。② 
 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-45,7」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-28 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-45」 
ａ．加熱時における圧力・温度異常による加熱停止 
加熱中において，熱的制限値の維持又は核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める能力を維持するための
設備の作動を速やかに，かつ，自動的に開始させる回路として，圧力異常高又は温度異常高による加熱停止の
インターロックを設置する設計とする。② 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-6」 
・加熱中に原料シリンダ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は，大気圧を超えない範囲又は管理温度を超
えない範囲で，警報を発するとともに自動的に加熱用温水の供給を停止する圧力異常高又は温度異常高によ
る加熱停止のインターロックを設ける。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-45」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-6」 
・加熱用温水の温度が上昇した場合も同様に温水ユニット温度高高による加熱停止のインターロックを設け
る。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-45」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-7」 
・コールドトラップの加熱には，電気ヒータと冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。加熱中にコールド
トラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は，大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で，
警報を発するとともに自動的に熱源を切る圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設
ける。①② 
 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-43」 
(2) 漏えい拡大防止 
均質槽の液化操作において，UF6が漏えいした場合に，自動的に緊急遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパ
を閉止するとともに，均質槽及びサンプル小分け装置の加熱を停止し，UF6 を配管カバー及びその排気系統
内に閉じ込めるインターロックを設置する設計とする。 
前述の設備のうち，緊急遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパを多重化することにより十分な信頼性を有す
る設計とする。② 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-29」 
・UF6が漏えいした場合に，工程用モニタにより早期に検知し，警報を発するとともに，自動的に緊急遮断弁
及び局所排気系ダクトのダンパを閉止するとともに，均質槽及びサンプル小分け装置の加熱を停止し，UF6を
配管カバー及びその排気系統内に閉じ込める工程用モニタ HF濃度高による UF6漏えい拡大防止のインターロ
ックを設ける。①② 
前述の設備のうち，工程用モニタ，緊急遮断弁及び局所排気系ダクトのダンパを多重化することにより十分な
信頼性を有する設計とする。 
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7 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
   ｂ．均質・ブレンディング設備 

・加熱中に原料シリンダ，製品シリンダ，
劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリ
ンダ及び中間製品容器内の圧力又は温
度が異常に上昇し，閉じ込め機能が損な
われるおそれが生じたことを検知し，
UF6 を大気圧未満で取り扱う場合におい
ては大気圧を超えない範囲又は管理温
度を超えない範囲で，均質槽で中間製品
容器内の UF6の液化を行う場合において
は液化操作時の管理圧力又は管理温度
を超えない範囲で，自動的に熱水の供給
を停止する圧力異常高又は温度異常高
による加熱停止のインターロックを設
置する設計とする。② 
 

変更区分：(2) 
・「警報-45,8」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-29 

   ・コールドトラップの加熱には，電気ヒ
ータと冷凍機ユニットから供給する熱
媒を用いる。加熱中にコールドトラップ
内の圧力又は温度が異常に上昇し，閉じ
込め機能が損なわれるおそれが生じた
ことを検知し，大気圧を超えない範囲又
は管理温度を超えない範囲で，自動的に
熱源を切る圧力異常高又は温度異常高
による加熱停止のインターロックを設
置する設計とする。② 
 

変更区分：(2) 
・「警報-45,9」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-30 

   ｃ．付着ウラン回収設備 
・加熱中に付着ウラン回収容器内の圧力
又は温度が異常に上昇し，閉じ込め機能
が損なわれるおそれが生じたことを検
知し，大気圧を超えない範囲又は管理温
度を超えない範囲で，自動的に加熱を停
止する圧力異常高又は内温度異常高に
よる加熱停止のインターロックを設置
する設計とする。② 
 

変更区分：(2) 
・「警報-45,10」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-31 

   ・混合ガスコールドトラップの加熱には
電気ヒータを，IF7 コールドトラップの
加熱には冷凍機ユニットから供給する
熱媒を用いる。万一，加熱中にコールド
トラップ内の圧力又は温度が異常に上
昇し，閉じ込め機能が損なわれるおそれ
が生じたことを検知し，大気圧を超えな
い範囲又は管理温度を超えない範囲で，
自動的に熱源を切る圧力異常高又は内
温度異常高による加熱停止のインター
ロック及び圧力異常高により冷却運転
に切り替えるインターロックを設置す
る設計とする。② 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-45,11」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-32 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-45」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-8」 
・加熱中に原料シリンダ，製品シリンダ，劣化ウランの詰替えに用いる廃品シリンダ及び中間製品容器内の圧
力又は温度が異常に上昇した場合は，UF6を大気圧未満で取り扱う場合においては大気圧を超えない範囲又は
管理温度を超えない範囲で，均質槽で中間製品容器内の UF6 の液化を行う場合においては液化操作時の管理
圧力又は管理温度を超えない範囲で，警報を発するとともに自動的に熱水の供給を停止する圧力異常高又は温
度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-45」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-9」 
・コールドトラップの加熱には，電気ヒータと冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。加熱中にコールド
トラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は，大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で，
警報を発するとともに自動的に熱源を切る圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロックを設
ける。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-45」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-10」 
・加熱中に付着ウラン回収容器内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は，大気圧を超えない範囲又は管理温
度を超えない範囲で，警報を発するとともに自動的に加熱を停止する圧力異常高又は内温度異常高による加熱
停止のインターロックを設ける。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-45」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-11」 
・混合ガスコールドトラップの加熱には電気ヒータを，IF7コールドトラップの加熱には冷凍機ユニットから
供給する熱媒を用いる。万一，加熱中にコールドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は，大気圧
を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で，警報を発するとともに自動的に熱源を切る圧力異常高又は内
温度異常高による加熱停止のインターロック及び圧力異常高により冷却運転に切り替えるインターロックを
設ける。①② 
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8 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
   (3) 運転状態異常による閉じ込めの機

能維持 
ａ．カスケード設備及び高周波電源設備 
・高周波電源設備には，遠心分離機の回
転数が破壊評価試験により安全が確認
された回転数以下となるように，高周波
電源設備の周波数を制限する遠心機過
回転防止機能を設置する設計とする。② 
 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-46,13」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-33 

   ・地震により閉じ込め機能が損なわれる
おそれが生じたことを検知し，第 1類に
求められる地震力を超えない程度の地
震加速度（震度 5 強～6 弱程度（第 2 類
の地震力に相当するおおよそ 250 Gal程
度））で，カスケード設備の UF6をカスケ
ード排気系で排気する地震発生時のカ
スケード排気のインターロックを設け
る。② 
 

変更区分：(2) 
・「警報-46,14」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-34 

   ｂ．UF6処理設備 
・製品回収槽及び廃品回収槽の UF6回収
時に，UF6 シリンダ類への過充填により
閉じ込め機能が損なわれるおそれが生
じたことを検知し，最大充填量に達する
前に自動的に充填を停止するインター
ロックを設置する設計とする。② 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-46,15」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-35 

   ・ロータリポンプが停止した場合に，ロ
ータリポンプの入口弁を自動的に閉と
し，UF6 を工程内に閉じ込めるインター
ロックを設置する設計とする。② 
 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-46,16」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-36 

   ・製品コールドトラップ及び廃品コール
ドトラップのガス移送時に，ガス移送配
管の圧力が上昇（ただし大気圧以下）し，
閉じ込め機能が損なわれるおそれが生
じたことを検知し，大気圧を超えない範
囲でコールドトラップの移送停止及び
回収側の槽の回収を停止するガス移送
ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移
送停止のインターロックを設置する設
計とする。② 
 
 
 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-46,17」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-37 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-46」 
核燃料物質等を限定された区域に閉じ込める能力を維持するための設備の作動を速やかに，かつ，自動的に開
始させる回路として，温度，圧力，充填量等の異常を検知し，閉じ込めの機能を維持するインターロックを設
置する設計とする。② 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-13」 
・高周波電源設備には，遠心分離機の回転数が破壊評価試験により安全が確認された回転数以下となるよう
に，高周波電源設備の周波数を制限する遠心機過回転防止機能を設ける。② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-46」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-14」 
・第 1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度 5強～6弱程度（第 2類の地震力に相当する
おおよそ 250 Gal程度））を検知して，警報を発し，現場の従事者を速やかに退避させるとともにカスケード
設備の UF6をカスケード排気系で排気する地震発生時のカスケード排気のインターロックを設ける。①② 
 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-46」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-15」 
・製品回収槽及び廃品回収槽の UF6回収時に，UF6シリンダ類への過充填を防止するため，最大充填量に達す
る前に警報を発するとともに，自動的に充填を停止するインターロックを設ける。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-46」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-16」 
・ロータリポンプが停止した場合に，ロータリポンプの入口弁を自動的に閉とし，UF6を工程内に閉じ込める
インターロックを設ける。② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-46」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-17」 
・製品コールドトラップ及び廃品コールドトラップのガス移送時に，ガス移送配管の圧力が上昇（ただし大気
圧以下）した場合に，コールドトラップの移送停止及び回収側の槽の回収を停止するガス移送ヘッダ配管圧力
異常上昇によるガス移送停止のインターロックを設ける。①② 
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9 

事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
   ・廃品コールドトラップから廃品回収槽

へのガス移送時に廃品回収槽の故障に
伴う回収停止が発生した場合に，系内の
圧力の上昇を避けるため，待機中の廃品
回収槽が自動で回収する廃品回収槽回
収停止による待機槽回収開始インター
ロックを設置する設計とする。② 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-46,18」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-38 

   ・地震により閉じ込め機能が損なわれる
おそれが生じたことを検知し，第 1類に
求められる地震力を超えない程度の地
震加速度（震度 5 強～6 弱程度（第 2 類
の地震力に相当するおおよそ 250 Gal程
度））で，自動的に発生槽，製品コールド
トラップ，廃品コールドトラップ及び一
般パージ系コールドトラップの加熱を
停止し，UF6 を閉じ込める地震発生時の
加熱停止のインターロックを設置する
設計とする。② 
 

変更区分：(2) 
・「警報-46,19」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-39 

   ｃ．均質・ブレンディング設備 
・均質槽，製品シリンダ槽及び原料シリ
ンダ槽の UF6 回収時に，UF6 シリンダ類
への過充填により閉じ込め機能が損な
われるおそれが生じたことを検知し，最
大充填量に達する前に自動的に充填を
停止するインターロックを設置する設
計とする。② 
 

変更区分：(2) 
・「警報-46,20」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-40 

   ・ロータリポンプが停止した場合に，ロ
ータリポンプの入口弁を自動的に閉と
し，UF6 を工程内に閉じ込めるインター
ロックを設置する設計とする。② 
 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-46,21」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-41 

   ・UF6の液化中及び UF6 シリンダ類の交
換中の誤操作により，UF6 と大気が接触
することを防止するため，移送弁が開と
ならない誤操作防止のインターロック
を設置する設計とする。② 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-46,22」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-42 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-46」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-18」 
・廃品コールドトラップから廃品回収槽へのガス移送時に廃品回収槽の故障に伴う回収停止が発生した場合
に，系内の圧力の上昇を避けるため，待機中の廃品回収槽が自動で回収する廃品回収槽回収停止による待機槽
回収開始インターロックを設ける。② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-46」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-19」 
・第 1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度 5強～6弱程度（第 2類の地震力に相当する
おおよそ 250 Gal程度））を検知して警報を発し，現場の従事者を速やかに退避させるとともに，自動的に発
生槽，製品コールドトラップ，廃品コールドトラップ及び一般パージ系コールドトラップの加熱を停止し，UF6
を閉じ込める地震発生時の加熱停止のインターロックを設ける。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-46」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-20」 
・均質槽，製品シリンダ槽及び原料シリンダ槽の UF6回収時に，UF6シリンダ類への過充填を防止するため，
最大充填量に達する前に警報を発するとともに，自動的に充填を停止するインターロックを設ける。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-46」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-21」 
・ロータリポンプが停止した場合に，ロータリポンプの入口弁を自動的に閉とし，UF6 を工程内に閉じ込める
インターロックを設ける。② 
 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-46」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-22」 
・UF6 の液化中及び UF6 シリンダ類の交換中の誤操作により，UF6 と大気が接触することを防止するため，移
送弁が開とならない誤操作防止のインターロックを設ける。② 
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事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
   ・サンプル小分け装置のサンプルシリン

ダ内の圧力又は温度が異常に上昇し，閉
じ込め機能が損なわれるおそれが生じ
たことを検知し，管理圧力又は管理温度
を超えない範囲で自動的にヒータの電
源を停止するサンプルシリンダ圧力異
常高又は小分け装置温度異常高による
加熱停止のインターロックを設置する
設計とする。② 
 

変更区分：(2) 
・「警報-46,23」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-43 

   ・減圧槽の故障により，閉じ込め機能が
損なわれるおそれが生じたことを検知
し，自動的に均質槽の加熱を停止する減
圧槽故障による均質槽加熱停止インタ
ーロックを設置する設計とする。② 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-46,24」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-44 

   ・中間製品容器からの UF6の漏えい等に
より均質槽内の圧力が通常使用圧力よ
り有意に上昇し，閉じ込め機能が損なわ
れるおそれが生じたことを検知し，通常
使用圧力より有意な上昇を検知した場
合に，自動的に均質槽の加熱を停止する
均質槽槽内圧力異常高による運転停止
のインターロックを設置する設計とす
る。② 
 

変更区分：(2) 
・「警報-46,25」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-45 

   ・局所排風機が 2台停止した場合に，均
質槽及びサンプル小分け装置の加熱を
停止する 2号局所排風機 2台停止による
加熱停止インターロックを設置する設
計とする。② 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-46,26」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-46 

   ・槽間のガス移送時に，回収側の槽類の
圧力が上昇（ただし大気圧以下）し，閉
じ込め機能が損なわれるおそれが生じ
たことを検知し，大気圧を超えない範囲
で移送元の移送停止及び回収側の槽の
回収を停止する回収側槽類圧力異常上
昇によるガス移送停止のインターロッ
クを設置する設計とする。② 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-46,27」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-47 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-46」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-23」 
・サンプル小分け装置のサンプルシリンダ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は，管理圧力又は管理温度
を超えない範囲で，警報を発するとともに，自動的にヒータの電源を停止するサンプルシリンダ圧力異常高又
は小分け装置温度異常高による加熱停止のインターロックを設ける。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-46」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-24」 
・減圧槽が故障した場合に，自動的に均質槽の加熱を停止する減圧槽故障による均質槽加熱停止インターロッ
クを設ける。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-46」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-25」 
・中間製品容器からの UF6 の漏えい等により均質槽内の圧力が通常使用圧力より有意に上昇した場合に，自動
的に均質槽の加熱を停止する均質槽槽内圧力異常高による運転停止のインターロックを設ける。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-46」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-26」 
・局所排風機が 2台停止した場合に，均質槽及びサンプル小分け装置の加熱を停止する 2号局所排風機 2台停
止による加熱停止インターロックを設ける。② 
 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-46」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-27」 
・槽間のガス移送時に，回収側の槽類の圧力が上昇（ただし大気圧以下）した場合に，移送元の移送停止及び
回収側の槽の回収を停止する回収側槽類圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロックを設ける。①② 
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事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同 
№ 

再整理前 再整理後 
   ・地震により閉じ込め機能が損なわれる

おそれが生じたことを検知し，第 1類に
求められる地震力を超えない程度の地
震加速度（震度 5 強～6 弱程度（第 2 類
の地震力に相当するおおよそ 250 Gal程
度））で，自動的に緊急遮断弁及び局所排
気系ダクトのダンパを閉じ，均質槽，製
品シリンダ槽，原料シリンダ槽，均質パ
ージ系コールドトラップ及びサンプル
小分け装置の加熱を停止し，UF6 を閉じ
込めるインターロックを設置する設計
とする。② 
 

変更区分：(2) 
・「警報-46,28」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-48 

   ｄ．付着ウラン回収設備 
・付着ウラン回収容器への回収時に，付
着ウラン回収容器への過充填により閉
じ込め機能が損なわれるおそれが生じ
たことを検知し，最大充填量に達する前
に自動的に充填を停止するインターロ
ックを設置する設計とする。② 
 
 

変更区分：(2) 
・「警報-46,30」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-49 

   ・地震により閉じ込め機能が損なわれる
おそれが生じたことを検知し，第 1類に
求められる地震力を超えない程度の地
震加速度（震度 5 強～6 弱程度（第 2 類
の地震力に相当するおおよそ 250 Gal程
度））で，自動的に UF6回収槽及び混合ガ
スコールドトラップの加熱を停止し，
UF6 を閉じ込める地震発生時の加熱停止
のインターロックを設置する設計とす
る。② 
 

変更区分：(2) 
・「警報-46,31」の具体
を本項で展開する。 

 

 警関-50 

   (4) 第 1種管理区域の負圧維持 
第 1種管理区域の室内が正圧になること
を防ぐため，起動時には排風機が送風機
より先に起動し，停止時には送風機が排
風機より先に停止する又は排風機の故
障時には，予備の排風機を起動し，排気
設備の運転を継続し，第 1種管理区域の
排気機能を維持するインターロックを
設置する設計とする。② 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更区分：(2) 
・「閉込-26」の具体を
本項で展開する。 

・「警報-47」の具体を
本項で展開する。 

 

 警関-51 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-46」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-28」 
・地震発生時の液化の手動停止操作に替えて，第 1 類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震
度 5 強～6 弱程度（第 2 類の地震力に相当するおおよそ 250 Gal 程度））を検知して警報を発し，現場の従
事者を速やかに退避させるとともに，自動的に緊急遮断弁（均質槽元弁）及び局所排気系ダクトのダンパを閉
じ，均質槽，製品シリンダ槽，原料シリンダ槽，均質パージ系コールドトラップ及びサンプル小分け装置の加
熱を停止し，UF6 を閉じ込めるインターロックを設ける。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-46」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-30」 
・付着ウラン回収容器への回収時に，付着ウラン回収容器への過充填を防止するため，最大充填量に達する前
に警報を発するとともに，自動的に充填を停止するインターロックを設ける。①② 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-46」：同上。 
 
【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-31」 
・第 1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度 5強～6弱程度（第 2類の地震力に相当する
おおよそ 250 Gal程度））を検知して警報を発し，現場の従事者を速やかに退避させるとともに，自動的に UF6
回収槽及び混合ガスコールドトラップの加熱を停止し，UF6を閉じ込める地震発生時の加熱停止のインターロ
ックを設ける。①② 

【展開元の記載】 
「閉込-26」 
ｂ．第 1種管理区域の負圧維持に係る設計方針 
第 1種管理区域の室内が制圧になることを防ぐため，起動時には排風機が送風機より先に起動し，停止時には
送風機が排風機より先に停止する又は排風機故障時には予備機の起動により排気設備の運転を継続し，第 1種
管理区域の排気機能を維持するインターロックを設ける設計とする。② 
なお，排気設備による負圧維持に関する設計については，第 1章 共通項目の「8.3 警報設備等」に示す。 
 
【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-47」 
(3) 第 1種管理区域の負圧維持 
第 1種管理区域の室内が正圧になることを防ぐための設備の作動を速やかに，かつ，自動的に開始させる回路
として，第 1種管理区域の排気機能を維持するインターロックを設置する設計とする。② 
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事業許可基準規則及び解釈 技術基準規則 
濃縮の基本設計方針 

備考 
MOXの基本設計方針 

※順不同
№ 

再整理前 再整理後 
(5) 液体状の放射性物質の漏えい防止
液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から
液体状の放射性物質が漏えいするおそ
れが生じたことを検知し，液面が槽上端
を超えない範囲で自動的に送液側のポ
ンプ又は供給弁を閉じる受入れ停止に
よる漏えい防止機能又は連通管を設置
する設計とする。②

変更区分：(2) 
・「警報-48,36」の具体
を本項で展開する。 

警関-52 

(6) 核的制限値の維持
カスケード設備で濃縮する濃縮 UF6の濃
縮度は，   の関数となる。したがっ
て，   を監視することにより濃縮度
を管理する。 
カスケード設備の製品側出口において，
濃縮度が核的制限値である 5 %を超える
おそれが生じたことを二重化した圧力
計・流量計で検知し，自動的に生産運転
を停止する圧力・流量による濃縮度管理
のインターロックを設置する設計とす
る。
また，UF6 の濃縮度は，濃縮度測定装置
により測定し，これに対して濃縮度測定
装置による濃縮度管理のインターロッ
クを設置する設計とする。
カスケード設備が生産運転中は，これら
のインターロックの二つ以上の機能を
常に確保する。②

変更区分：(2) 
・「臨界-4,17」の具体
を本項で展開する。 

・「警報-49,3」の具体
を本項で展開する。 

警関-53 

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-48」 
液体状の放射性物質の漏えいを防止するための設備の作動を速やかに，かつ，自動的に開始させる回路とし
て，自動的に送液側のポンプ又は供給弁を閉じる受入れ停止による漏えい防止機能又は連通管を設置する設
計とする。② 

【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-36」 
(6) 液体廃棄物の廃棄設備
・貯槽類は必要に応じて液面が槽上端を超えない範囲で，警報を発するとともに自動的に送液側のポンプ又は
供給弁を閉じる受入れ停止による漏えい防止機能又は連通管を設ける。①②

【展開元の記載】 
「臨界-4」 
・本施設においては，施設全体で取り扱う濃縮度を 5 %以下とするために，濃縮度管理をカスケード設備で行
う。新型遠心機によるカスケード設備の濃縮域の一部で濃縮度が 5 %を超える場合があるが，カスケード設備
の製品側出口において濃縮度を 5 %以下に管理する。

「臨界-17」 
カスケード設備で濃縮する濃縮 UF6の濃縮度は，    の関数となる。したがって，    を監視するこ
とにより濃縮度を管理し，これらに対して二重化した圧力・流量による濃縮度管理のインターロックを設け，
濃縮度が制限値を超えないように管理する。また，UF6の濃縮度は，濃縮度測定装置により測定し，これに対
して濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロックを設ける。カスケード設備が生産運転中は，これらの
インターロックの二つ以上の機能を常に確保する。②

【展開元の記載（再整理後の記載）】 
「警報-49」 
カスケード設備の製品側出口において，濃縮度が核的制限値である 5 %を超えるおそれが生じたときに，濃縮
度異常を防止するための設備の作動を速やかに，かつ，自動的に開始させる回路として，二重化した圧力・流
量による濃縮度管理のインターロック及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロックを設置する設
計とする。② 
カスケード設備が生産運転中は，これらのインターロックの二つ以上の機能を常に確保する。②

【展開元の記載（再整理前の記載）】 
「警報-3」 
8.3.1 臨界 
カスケード設備で濃縮する濃縮 UF6の濃縮度は，   の関数となる。したがって，   を監視することに
より濃縮度を管理し，これらに対して二重化した圧力・流量による濃縮度管理のインターロックを設け，濃縮
度が制限値を超えないように管理する。また，UF6の濃縮度は，濃縮度測定装置により測定し，これに対して
濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロックを設ける。②
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